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平成１６年度の政策評価について 

 

１．久留米市が取り組んでいる政策評価制度の概要 

久留米市は、平成１３年度より新総合計画に基づき新たな時代の都市づくりに取り組んでいます。 

そして、新総合計画に掲げる都市づくりを市民と共有し、協働して実現することを目的に政策評価

制度を導入しました。 

この制度は、都市づくりや事務事業などに関する政策等について自ら評価し、その結果を政策や事

業の企画・実施に適切に反映するとともに、その活動を広く市民に説明し、市民と行政との協働のま

ちづくりを具体化するものです。 

久留米市の政策評価制度は、まちづくり評価制度と事業等評価制度の２つの制度により構成し、新

総合計画の具体的な実現を図るための進行管理を図る仕組みの一つとして活用します。 

 

（１）まちづくり評価制度 

まちづくり評価制度は、新総合計画に掲げる都市の姿の実現状況を明らかにすることを目的に、新

総合計画に掲げる、目指す都市の姿を分かりやすく示す目標を定めています。 

都市づくりの目標は、都市の姿の目標と実現状況を表す「都市の姿の指標」、都市づくりに対する

市民満足度や意識の変化を表す「市民満足度･意識指標」、都市づくりに対する市民等の関わりを表

す「市民参加･活動指標」の３つの面から構成し、指標を設定しています。 

都市づくり目標は、新総合計画の第１次基本計画の最終年度である平成２２年度に、どのような状

況にあるかを原則として数値で設定しています。その評価は、平成２２年度終了後の実績を把握して

評価することを予定しています。 

 

(２)事業等評価制度 

事業等評価制度は、都市の姿を実現するために取り組む事業の成果がどうであったかを明らかに

することを目的に、事業目的に応じて事業ごとに目標を設定しています。また、事業評価においては、

事業費がいくらかかったのか、結果として何をどれだけ作ったのかというこれまでの評価から、その事

業の本来の目的に基づき、成果がどれだけあったのかを測定し評価することに変えています。つまり、

結果評価(事業をどれだけ実施したかを評価)ではなく、成果評価(事業の実施によりもたらされた成

果･効果を評価)によることとしています。 

 

２．これまでの政策評価制度の定着のための取り組み 

久留米市の政策評価制度は、本市独自の新たな取り組みであり、この制度を職員や組織機構の

中に浸透・定着させるためには、制度運用において長期的な視点で継続的かつ着実なフォローに取り

組むことが必要です。 
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このため政策評価システムの具体的なしくみであるＰ（計画）-Ｄ（実施）-Ｃ（評価）-Ａ（見直し）のマ

ネジメントサイクルの着実な実施運用に努めるとともに、評価制度に関する研修を通じて職員の意識

改革に努め、政策評価制度の成熟化に取り組んでおります。また、新総合計画に掲げる市民との協

働のまちづくりを推進するために、政策評価制度のしくみを活用し、市民の皆様に対してまちづくりに

関する情報提供や意見の収集に努めてきたところです。 

 

３．平成１６年度政策評価の結果 

今年度は、平成１３年度から１５年度までの３カ年の実施計画期間を経て、この間の計画の進捗状

況と成果についての評価を行うこととなります。 

市民と行政との協働のまちづくりの実現には、これまでの取り組みを踏まえた現在の状況、課題等

について出来る限り整理し、まちづくりに関する情報を共有化するとともに、今後の取り組みに関する

方向性や認識を一致させておくことが重要であると考えています。 

こうした考え方に基づき、今年度の政策評価の取り組みとして、３ヵ年間の実績を踏まえた「まちづく

り評価」と「事業等評価」の結果について、次のとおり取りまとめました。 

 

（１）まちづくり評価制度 

まちづくり評価制度は、２２年度までの基本計画期間の終了後における事後評価が原則ですが、

計画の進捗状況を把握するための中途評価として取り組みました。 

具体的には、５５項目の都市づくり目標について、この間の実績を示し、基本計画期間終了時点

の目標達成見込みを表しました。 

その表記及び判断基準は、次のとおりとしております。 

Ａ…目標達成ができる。（現状ですでに目標を達成している、又は現在の取り組みにより目標達成

が確実であるもの） 

Ｂ…目標達成がおおむねできる。（現在の取り組みを進めることで、おおむね目標の達成が見込ま

れるもの） 

Ｃ…目標達成には努力を要する。（現状では目標達成までは至らないが、現在の事業の充実や今

後の努力等により、一定の成果が見込まれるもの） 

Ｄ…目標達成までは厳しい状況にある。（社会状況の大きな変化などにより、市としての取り組みだ

けでは限界があり、目標達成には市としての相当の努力に加え、外的要因の改善などが望ま

れるもの） 

Ｅ…判断ができない。（根拠となるデータが無く、現時点では判断ができないもの） 

【都市づくり目標の中途評価の状況】 

５５項目の都市づくり目標の中途評価結果について「目指す都市の姿」別、「指標の種類」別に区

分して整理した結果は次のとおりです。 
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≪目指す都市の姿別≫ 

誇りがもてる 

美しい都市 

市民一人ひとりが 

輝く都市 

地力と 

風格のある都市 
全  体 中途 

評価 
件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率 

Ａ １ ６% ５ ２８% ０ ０% ６ １１% 

Ｂ ４ ２５% ２ １１% ６ ２９% １２ ２２% 

Ｃ ８ ５０% ９ ５０% ７ ３３% ２４ ４３% 

Ｄ ２ １３% ０ ０% ０ ０% ２ ４% 

Ｅ １  ６% ２ １１% ８ ３８% １１ ２０% 

合計 １６ １００% １８ １００% ２１ １００% ５５ １００% 

≪指標の種類別≫ 

都市の姿の指標 
市民満足度・ 

意識指標 

市民参加・ 

活動指標 
全  体 中途 

評価 
件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率 

Ａ ２ ６% ０ ０% ４ ３７% ６ １１% 

Ｂ ７ ２３% ２ １５% ３ ２７% １２ ２２% 

Ｃ １４ ４６% ９ ７０% １ ９% ２４ ４３% 

Ｄ ２ ６% ０ ０% ０ ０% ２ ４% 

Ｅ ６  １９% ２ １５% ３ ２７% １１ ２０% 

合計 ３１ １００% １３ １００% １１ １００% ５５ １００% 

※個別指標については、別添「まちづくり評価一覧表」をご覧ください。 

 

【都市づくり目標中途評価の説明】 

全体から見ると、Ａ評価（達成できる）及びＢ評価（おおむね達成できる）は合わせて１８件３３％と

なり、Ｃ評価（目標達成には努力を要する）の４３％を下回る結果となりました。また、Ｄ評価（達成ま

では厳しい状況にある）は２件４％ですが、Ｃ評価と併せると４７％となり、基本計画期間（１０年間）

の当初３ヵ年の結果とはいえ厳しい状況となっています。なお、Ｅ評価（データの無いもの）も２０％

あり、国勢調査など全国的、定期的な調査の実施まで判断を待つ必要があります。 

目指す都市の姿ごとに見ると、Ａ評価は「市民一人ひとりが輝く都市久留米」で多くなっています

が、E 評価を除いて、Ａ・Ｂ評価の計と C・D 評価の計とを比較すると「誇りがもてる美しい都市久留

米」でややC・D評価が目立つものの「地力と風格のある都市久留米」でもほぼ同等の結果となって

います。このことは、目指す都市づくりに向けての均衡ある取り組みの状況をあらわすとともに、一

方で、どの区分にも共通してＣ又はＤの評価が相当程度あるということであり、目標達成までにはか

なりの改善、努力が必要と判断されるところです。 
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「都市の姿の指標」、「市民満足度･意識指標」、「市民参加･活動指標」といった指標の性質別の

側面で分析すると、特に「市民参加･活動指標」ではＡ評価とＢ評価合計で６４％となっており、ボラ

ンティアやＮＰＯ、社会活動への参加等における成果が顕著といえます。実施計画期間中における

厳しい社会状況を反映して関係する指標の低迷が目立つ中で、市民参加のまちづくりは着実に進

展していると考えられます。反面、市民満足度・意識指標では、Ａ評価が無くＢ評価は２件であり、

厳しく受け止める必要があります。 

なお、「目標達成には努力が必要」又は「達成までは厳しい状況にある」と判定・評価された指標

も多いわけですが、指標目標の設定が、たとえば生産額、出荷額としていた場合などでは経済状況

の影響を受けて指数や評価は悪化していても、他団体等との比較順位で見てみると依然として上

位である指標もあります。社会状況の著しい変動の中で、まちづくりの実態を反映する指標となって

いたか、あるいは目標の設定内容や水準、成果の分析・評価が適切であったかどうかなどを含めて、

それぞれ検証と課題の整理をさらに進めていく必要があります。 

 

(２)事業等評価制度 

事業等評価は、平成１３～１５年度の第１次実施計画期間の実績を踏まえ事後評価を行いました。

この事業等評価の評価時期は、政策事業については実施計画期間の終了後に行うこととしており、

今年度がその時期にあたります。戦略事業については基本計画期間終了後の事後評価を原則として

おりますが、政策事業に準じて目標達成状況等を踏まえ、できる限り中途評価を行っております。 

具体的には、戦略事業全７１事業及び政策事業５３事業の計１２４事業について、この間の実績を

踏まえた成果目標の達成状況を分析し、事業としての評価を行いました。 

表記としては、目標達成状況は、○…目標達成ができた(100%以上)、△…おおむねできた(100%未

満-70%)、×…できなかった(70%未満)、－…実績データ無・対象外 としております。 

評価については、Ａ…現状のまま計画どおり事業を進めることが適当、Ｂ…事業の進め方・手段等

の改善が必要、Ｃ…事業規模・年次計画等の見直しが必要、Ｄ…事業の統合・休廃止が適当 で表し

ています。また、この間に事業が完了したものについては、その旨表記しています。 

【事業等評価の目標達成状況】 

誇りがもてる 

美しい都市 

市民一人ひとり

が輝く都市 

地力と風格の 

ある都市 

基本構想推進

に当たって 
全   体 達成

度 
件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率 

○ ９ ２１% １５ ４４% １３ ３２% ４ ５０% ４１ ３３% 

△ １４ ３４% １１ ３２% １０ ２５% ２ ２５% ３７ ３０% 

× ６ １４% ３ ９% ５ １３% １ １３% １５ １２% 

－ １３ ３１% ５ １５% １２ ３０% １ １２% ３１ ２５% 

合計 ４２ １００% ３４ １００% ４０ １００% ８ １００% １２４ １００% 
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※個別指標については、別添「事業等評価一覧表」をご覧ください。 

 

【事業等評価の達成状況概況】 

事業全体の達成状況を見ると「○目標達成ができた」及び「△おおむねできた」とした事業が合わ

せて７８事業６３％ありますが、一方で「×達成できなかった」とした事業も１５件１２％あります。 

目指す都市の姿別に見てみると、特に「市民一人ひとりが輝く都市久留米」での達成度が高くなっ

ており、○及び△で７６％となっています。「誇りがもてる美しい都市久留米」と「地力と風格のある都

市久留米」では「×達成できなかった」の評価と「実績データ無し」がやや目立ちます。 

なお「実績データ無し」の事業が全体で３１件２５％ありますが、定期的な調査の実施時期や結果

待ちであるもののほか、特に道路整備などのハード事業において完成後の成果を指標としているも

のについて、事業は進捗しているものの成果を判断できない結果となっているものがほとんどとなっ

ています。 

 

【事業等評価の状況】 

誇りがもてる 

美しい都市 

市民一人ひとり

が輝く都市 

地力と風格の 

ある都市 

基本構想推進

に当たって 
全   体 

評 価 

件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率 

Ａ １２ ２９% １３ ３８% ２４ ６０% ２ ２５% ５１ ４１% 

Ｂ １０ ２４% １５ ４４% １１ ２８% ３ ３７% ３９ ３１% 

Ｃ １６ ３８% ５ １５% ４ １０% １ １３% ２６ ２１% 

Ｄ １ ２% １ ３%     ２ ２% 

完 了 ３ ７%   １ ２% ２ ２５% ６ ５% 

合 計 ４２ １００% ３４ １００% ４０ １００% ８ １００% １２４ １００% 

 

【事業等評価の概況】 

事業の今後の方向性等についての評価を行ったものですが、全体を見ると、「Ａ現状のまま進め

る」とした事業は５１件４１％となっています。「Ｂ手段等の改善」「Ｃ事業規模等の見直し」を行った上

で事業を進めるとしたものが合わせて５２％とおおよそ半分を占めており、きびしい環境の中で、計

画の改善や見直しが必要となる状況が多くなっています。そのほか「Ｄ統合・休廃止」としたものが２

事業、完了した事業も６事業あります。 

目指す都市の姿別に見てみると、「地力と風格のある都市」で６０％の事業が、「市民一人ひとりが

輝く都市久留米」でも３８％がＡ評価となっています。「誇りがもてる美しい都市久留米」ではＢ・Ｃ評

価が合わせて６２％（うちＣ評価が３８％）、「市民一人ひとりが輝く都市久留米」でもＢ・Ｃ評価５９％

（うちＢ評価が４４％）と若干多くなっています。 
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なお、目標の達成状況との関係では、全体として達成状況が良いと評価もＡに近くなる傾向はあり

ますが、相関関係があるものではなく、事業ごとに成果を分析し、評価することとなります。 

 

４．評価結果の取り扱い 

本市の政策評価制度は、まちづくり評価と事業等評価の２つの制度により構成しておりますが、ま

ちづくり評価は主に「目指す都市の姿の共有化」と「市民と行政との協働のまちづくり」の実現を目的と

するものです。今回の中途評価の結果は、まちづくりの進捗状況の概要を示すものとして、市民のみ

なさんに広くお知らせするとともに、次の実施計画の策定や施策の見直しにおいて、十分活用してま

いります。 

また、事業等評価は、主に事業費や事業量による結果の評価から目的達成重視型の成果評価へ

転換し、事務事業運営システムを改革することを目的としております。今回の事業等評価結果につい

ては、今後の取り組みの方向性や課題等を示されたものとして、今後の事業内容の改善や年次計画

の見直しに反映するともに、予算編成作業においても十分参考としてまいります。ただし、財源等の制

約がある中で事業の優先度や継続性等を検討し、必要な調整を行うこととなります。 

なお、今年度は制度導入後初めて総括的な評価作業を行ったものであり、その評価指標や目標設

定等が不十分な面もあり、適切な評価結果等を表していないこともあります。しかし、評価作業におけ

る検討の過程を含めて、制度の目的の一つである成果重視の行政への質的転換が進んでいると考

えております。また、今回の評価作業における課題を整理し、制度運用の改善見直しにも取り組んで

まいります。 

 

５．制度の見直しと広域合併への対応 

政策評価制度の目的や内容は、それぞれの自治体によって大きく異なっており、本市においても、

これからの都市づくりを取り巻く環境変化に対応し、絶えず見直しと改善を行いながら、制度の充実に

努めていくこととしております。 

特に、三位一体の改革、地方分権の流れなどにより、これまでより大きく環境が変化する中で、施

策や事業の選択と集中を進めるためには、政策評価制度を活用し客観的なデータに基づき、適切な

判断を行う必要があります。 

また、本市は、平成１７年２月５日に、隣接する浮羽郡田主丸町、三井郡北野町、三潴郡城島町及

び同郡三潴町の４町との合併を行います。基本的には現在の政策評価制度を新市においても取り組

むこととしておりますが、合併に伴い、都市としての枠組みが大きく変わることから、基本計画の見直

しとともに各事務事業の内容や方法も再度見直しと調整を行っていくこととなります。これと併せて、政

策評価制度においても、都市づくり目標の設定や対象事業の見直しを含め、より実効あるシステムへ

の改善を検討する予定です。 

なお、平成１５年度からスタートした本市経営改革プランＡＣＴ２１実行計画の重点的な推進項目とし
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て、この政策評価制度の定着と活用を掲げており、これからも、政策評価制度の充実を図るとともに、

制度の円滑な運営に努め、市民の皆さんとの協働のまちづくりを進めることとします。 

 

６．市民の皆さんからの意見反映等 

政策評価制度は、新総合計画の進行管理システムとして導入したものであり、今後の事業推進に

あたっては、これらの評価の結果とともに、市民の皆さんからのご意見を活かすこととしています。 

また、事務事業の内容にとどまらず、この政策評価制度について、ご意見ご提案がある方は、下記

のところにご連絡ください。ご提案いただきました内容等につきましては、今後の政策評価制度の運営

において参考とさせていただきます。 

 

□久留米市総合政策部総合政策課 

 〒830-8520 福岡県久留米市城南町１５－３ 

 TEL ０９４２－３０－９１１２   FAX ０９４２－３０－９７０３ 

 E‐mail sousei@city.kurume.fukuoka.jp 
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■まちづくり評価制度 

 

＜指標名＞ 

○誇りがもてる美しい都市久留米 

  01．緑と花の量   02．都心部（市街化区域）緑化率   03．生活安全度指数   04．生活快適度指数ランキング 

  05．ごみ処理循環指数ランキング  06．公園・広場等の整備状況  07．公園や森など緑の豊かさ満足度  08．安全への満足度 

  09．通りの看板・広告等の美観満足度  10．街路の美観・ゆとりへの満足度  11．身近な子どもの遊び場への満足度 

  12．身近に散歩できる広場･公園･緑地のある満足度  13．水・緑に関するボランティア団体数 

  14．防災訓練や防災講習会に参加する市民の数  15．空き缶やたばこの吸殻等をポイ捨てしない市民の数 

  16．通勤通学における自転車利用及び徒歩率 

 

○市民一人ひとりが輝く都市久留米 

  17．審議会等における女性の登用率  18．ボランティア団体登録数  19．NPO法人数及び活動分野数  20．子どもの笑顔指数 

  21．育児休業制度導入事業所率  22．市民の医療機関への受診率  23．三大生活習慣病による死亡者の率 

  24．高齢者社会参加・活動指数  25．介護保険における重度要介護者の割合  26．差別をしないように努力する市民の数 

  27．コミュニティ意識の大きさ  28．子育ての場としての久留米への満足度  29．安心満足度 

  30．ノーマライゼイションの考え方を生かしたまちづくりへの満足度 

  31．同和問題をはじめ、人権問題に関する講演会･研修会等に参加する市民の割合  32．地域社会活動への参加状況 

  33．健康診断の受診率  34．福祉ボランティア登録者数 

 

○地力と風格のある都市久留米 

  35．市内総生産額  36．製造品出荷額  37．就業者一人当りの付加価値生産額  38．農業粗生産額 

  39．販売金額1000万円以上の農家の割合  40．２０～２４歳層の社会移動（転入・転出）状況 

  41．主要な大学・研究機関の外国人研究者・留学生の数  42．九州大会規模以上の学会の開催回数  43．都心部の歩行者通行量 

  44．年間商品販売額  45．商圏人口  46．都市圏人口  47．主要駅における乗降客数  48．交流拠点指数 

  49．インターネット利用者数  50．広域圏における久留米市のセンター機能 

  51．「希望する職業への転職が容易である」と思う市民の割合  52．久留米市内商店への満足度 

  53．地域企業のチャレンジ指数  54．大学などの公開講座などに参加する市民の数  55．市内商店街での買い物率 
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注）「評価」欄の記号は、 

Ａ…目標達成ができる （現状ですでに目標を達成している、又は現在の取り組みにより目標達成が確実であるもの） 

Ｂ…目標達成がおおむねできる （現在の取り組みを進めることで、おおむね目標の達成が見込まれるもの） 

Ｃ…目標達成には努力を要する （現状では目標達成までは至らないが、現在の事業の充実や今後の努力等により、一定の成果が見込まれるもの） 

Ｄ…目標達成までは厳しい状況にある （社会状況の大きな変化などにより、市としての取り組みだけでは限界があり、目標達成には市としての相当の努力に加え、外的要

因の改善などが望まれるもの） 

Ｅ…判断ができない(調査データなし) 

 
目標数値

等 

基準数値

等 
実 績 評 価 目 指 す

都 市 の

姿 

指標の

視点 
指 標 名 説  明 

目標年度 基準年度 
数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

評

価 
説    明 

01． 

緑と花の量 

「四季が見えるまちに」では、生活空間

に水と緑を取り込み、花と緑の豊かさ

が実感できる都市づくりを目指してい

ます。そこで、公園、緑地、市民の森、

保存樹林、民有地緑化などの総面積

を指標としました。 

311ha 

H22 

251ha 

H11 

258.25ha 

H13 

259.46ha 

Ｈ14 

263.49ha 

H15 

Ｂ この間の増加面積は、年平

均3.1ha{(263.49ha-251ha) 

/4}であり、60ha の増加を目

指した目標を上回ることは

確実ではありませんが、今

後「市民とつくる花と緑のま

ちづくり事業」「四季の森づく

り事業」などの進展により、

概ね達成できる見込みで

す。 

02． 

都心部（市街

化区域）緑化

率 

No.0１では、市域全体を対象に「緑と花

の量」を指標としましたが、ここでは特

に「緑と花」が求められる都心部（市街

化区域）の状況を表す指標として都心

部緑化率を設定しました。 

5% 

H22 

3.8% 

H11 

3.9% 

H13 

3.9% 

H14 

4% 

H15 

Ｃ この間の増加率は、0.1%で

あり、目標達成の見込みは

厳しい状況ですが、今後「市

民とつくる花と緑のまちづく

り事業」「四季の森づくり事

業」などに息長く取り組んで

いきます。 

03． 

生活安全度指

数 

「快適がデザインされたまちに」では、

すべての市民が安全に安心して生活

できる土台をしっかり築き上げることを

目指しています。 そこで、安全で安心

できる市民生活の状況を図る物差しと

して、刑法犯罪発生件数・交通事故発

生件数・火災発生件数・救急事故出動

件数の合計件数の1,000人当り発生件

数を、「生活安全度指数」として指標化

しました。 

45件 

H22 

61件 

H10 

71.8件 

H13 

73.8件 

H14 

75.1件 

H15 

Ｄ 今日の全国的な社会状況を

勘案すると、目標達成には

厳しい状況にあります。 

今後、交通安全啓発、火災

予防啓発など市民生活安全

に対する啓発のより一層の

充実に努めます。 

04． 

生活快適度指

数ランキング 

市民生活の様々な場面における快適

性を測る物差しとして、下水道普及率

をはじめとする 9 項目を総合的に「生

活快適度指数」として、指標化したもの

です。その上で、人口規模による全国

類似都市（人口20万～30 万人）39市

におけるランキングを出し、その 10 位

以内を目指そうとするものです。 

10 位 以

内 

H22 

15位 

H10 

12位 

H12 

14位 

Ｈ13 

17位 

H14 

Ｄ 「地域経済総覧」(東洋経済

新報社発行)における着工

新設住宅戸数、持ち家比

率、１世帯当り延床面積、通

勤時間、住宅地地価上昇

率、公共下水道普及率、病

院・一般診療所数、１人当り

ごみ排出量、１人当り公園

面積を指数化した順位で

す。項目によっては、一部

実績が表れているものもあ

りますが、現状の順位から

勘案すると目標達成までは

厳しいと判断されます。 

誇りがも

てる美し

い 都 市

久留米 

都市の

姿の指

標 

05． 

ごみ処理循環

指数ランキン

グ 

これからのごみ対策については、18種

分別収集などごみ減量・分別リサイク

ルを引き続き推進し、更には最終処分

まで一貫した循環型ごみ処理システム

の確立を目指しています。 そのた

め、ごみ処理の循環度を図る指標とし

て、排出源でのごみ減量の状況の｢一

人当りごみの排出量｣や、分別リサイク

ルでのごみ減量の状況の｢リサイクル

率｣等を総合的に｢ごみ処理循環指数｣

として指標化したものです。その上で、

人口規模による全国類似都市（人口20

万～30万人）39市におけるランキング

を出したものです。 

3位以内 

H22 

4位 

H7 

3位 

H9 

6位 

H10 

8位 

H11 

Ｃ 市民との協働による18種分

別収集などにより生活系ご

みの減量は進みましたが、

事業系ごみの増加傾向が

続き、実績年度のランキン

グは下がる傾向にありま

す。 

H16 年 4 月には、ごみ減量

緊急宣言、10月には総合的

なごみ処理推進施策を策定

し、目標実現に向けごみ量

抑制に努めます。 
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目標数値

等 

基準数値

等 
実 績 評 価 目 指 す

都 市 の

姿 

指標の

視点 
指 標 名 説  明 

目標年度 基準年度 
数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

評

価 
説    明 

都市の

姿の指

標 

06． 

公園・広場等

の整備状況 

｢外で活動したくなるまちに｣において

は、市民が外で遊び、活動することの

楽しさを実感できる場を身近に作り出

すことを目指しています。特に子どもた

ちが地域コミュニティで遊び集える場

づくりを重要な目標としています。そこ

で、｢市民一人あたりの公園･広場等の

整備面積｣を、外で活動したくなる場の

整備状況を図る指標としました。 

10.86㎡ 

H22 

9.60㎡ 

H11 

9.82㎡ 

H13 

9.87㎡ 

H14 

9.95㎡ 

H15 

Ｃ この 3年間での増加は 0.17

㎡(9.95 ㎡-9.78 ㎡)であり、

目標達成の見込みは厳しい

状況ですが、今後、効果

的、効率的な公園・広場等

の整備を進め、一定の成果

が得られるよう努めます。 

07． 

公園や森など

緑の豊かさ満

足度 

「四季が見えるまちに」の実現状況を

具体的に示す公園や森などの緑の豊

かさに対して、市民がどれだけ満足

し、意識しているかを指標とし、市民意

識調査によって把握することとしまし

た。 

70%以上 

H22 

55.1％ 

H10 

― ― 56.6% 

H15 

Ｃ 前回調査と比較すると1.5ポ

イント好転していますが、目

標達成ができるよう、今後と

も市民満足度の向上をめざ

し、計画的な整備に努めま

す。 

08． 

安全への満足

度 

市民が安全に安心して生活できる土台

をしっかり築き上げることがまちづくり

の基本です。 

そこで、市民意識調査に基づく、｢犯罪

や暴力の防止｣等を含む 7項目を総合

的に｢安全への満足度スコア｣として指

標化したものです。 

3.1 点以

上 

H22 

2.81点 

H7 

― ― 2.72点 

H15 

Ｃ 前回調査と比較すると、指

標の好転には至っていませ

んが、これは、犯罪発生な

どの全国的な報道の多さに

起因した社会全般的な不安

の表れと思われます。今後

とも、地域での生活を支え

る基礎的な環境や体制整

備を支援するなど、地域に

密着した安全・安心なまち

づくりに努めます。 

09． 

通りの看板・広

告等の美観満

足度 

美しい都市づくりでは、久留米に暮ら

す人たちや、訪れる人たちが、美しい

と感じる街並みや公共空間に散乱ご

みなどのない清潔感のあるまちづくり

を目指しています。そこで、この実現状

況に対する市民の意識･満足度を図る

ものの一つとして、通りの看板や広告

などに対する美観満足度を指標とした

ものです。 

50%以上 

H22 

21% 

H7 

― ― 20.3% 

H15 

Ｃ 前回調査と比較すると大き

な変化はありませんが、こ

の間、「路上違反広告物追

放登録員制度」を発足させ

ました。Ｈ15 年度では、延

約 460 人が活動し、張り紙

約 3,000枚、張り札約1,300

枚、立看板約 1,100 枚を撤

去するなどの実績を挙げ、

これらの箇所では違反広告

物も減少傾向にあります。

今後とも、こうした事業に取

り組みながら、美しい都市

づくりに努めていきます。 

10． 

街路の美観・

ゆとりへの満

足度 

美しい都市づくりでは、久留米に暮ら

す人たちや、訪れる人たちが、美しい

と感じる街並みや公共空間に散乱ご

みなどのない清潔感のあるまちづくり

を目指しています。そこで、この実現状

況に対する市民の意識･満足度を図る

ものの一つとして、街路の美観・ゆとり

への満足度を指標としたものです。 

50%以上 

H22 

25.9% 

H7 

― ― 28.6% 

H15 

Ｂ 前回調査と比較すると 2.7

ポイント好転しており、今後

とも、クリーンパートナー制

度など行政と市民との協働

による、清潔感のあるまち

づくりに努めていきます。 

誇りがも

てる美し

い 都 市

久留米 

市民満

足度・意

識指標 

11． 

身近な子ども

の遊び場への

満足度 

「外で活動したくなるまちに」において

は、市民が外で遊び、活動することの

楽しさを実感できる場を身近に作り出

すことを目指しています。特に子どもた

ちが地域コミュニティで遊び集える場

づくりを重要な目標としています。そこ

で、この実現状況に対する市民の意

識･満足度を図るものの一つとして、身

近な子どもの遊び場への満足度を指

標としたものです。 

50%以上 

H22 

31.9% 

H7 

― ― 30.3% 

H15 

Ｃ 前回調査との比較では、好

転までは至っておらず、こ

れは、今日の少年犯罪の増

加や児童を取り巻く環境へ

の不安の増大が影響してい

ると思われます。市として

は、今後も地域の公園・広

場の整備、総合的な子育て

支援などに取り組み、目標

達成に向け努力していきま

す。 
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目標数値

等 

基準数値

等 
実 績 評 価 目 指 す

都 市 の

姿 

指標の

視点 
指 標 名 説  明 

目標年度 基準年度 
数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

評

価 
説    明 

市民満

足度・意

識指標 

12． 

身近に散歩で

きる広場･公

園･緑地のある

満足度 

「外で活動したくなるまちに」において

は、市民が外で遊び、活動することの

楽しさを実感できる場を身近に作り出

すこと、子どもたちが地域コミュニティ

で遊び集える場づくりを目指していま

す。そこで、この実現状況に対する市

民の意識･満足度を図るものの一つと

して、身近に散歩できる広場・公園・緑

地のある満足度を指標としたもので

す。 

60%以上 

H22 

46.4% 

H7 

― ― 47.6% 

H15 

Ｃ 前回調査と比較すると 1.2

ポイント好転していますが、

目標達成ができるよう、今

後とも市民満足度の向上を

めざし、計画的な整備に努

めます。 

13． 

水・緑に関する

ボランティア団

体数 

「四季が見えるまちに」を実現するため

には、市民と行政が協働した持続的取

り組みと都市全体への広がりが不可

欠です。そのためには、市民自らが、

着実に息長く活動へ参画することが重

要です。そこで、水と緑のまちづくりに

対する市民の主体的な参加の状況を

測る指標を設定しました。 

25 団体以

上 

H22 

15団体 

H11 

16団体 

H13 

16団体 

H14 

18団体 

H15 

Ｂ この3年間で3団体の増加

であり、おおむね目標達成

できる見込みのペースで

す。 

14． 

防災訓練や防

災講習会に参

加する市民の

数 

市民が安全に安心して生活できる土台

をしっかり築き上げることがまちづくり

の基本です。行政が基盤をしっかり作

り、市民が主体的に安全・安心のまち

づくりに参加することが重要です。そこ

で、防災訓練や講習会に参加する市

民の数を指標として、安全・安心のま

ちづくりに対する市民の主体的な参加

の状況を測ろうとするものです。 

256,000

人 

H13 ～

H22 

(単年度

平 均

25,600

人) 

220,555

人 

H2～H11 

21,288人 

H13 

24,041人 

( 累 計

45,329

人) 

H14 

25,776人 

(累計

71,105人) 

H15 

Ａ Ｈ15 年度には単年度平均

の目標値を上回っており、

目標達成ができる見込みで

す。 

15． 

空き缶やたば

この吸殻等を

ポイ捨てしない

市民の数 

美しい都市づくりでは、久留米に暮ら

す人たちや訪れる人たちが、美しいと

感じる街並みづくりや公共空間に散乱

ごみなどのない清潔感のあるまちづく

りを目指しています。そこで、空き缶や

タバコの吸殻等をポイ捨てしない市民

の割合を指標として、清潔感あふれる

まちづくりに対する市民の行動状況を

測ろうとするものです。 

90%以上 

H22 

78% 

H6 

― ― 82% 

H15 

Ｂ 前回調査より 4.2ポイント好

転しており、おおむね目標

達成できる見込みです。 

誇りがも

てる美し

い 都 市

久留米 

市民参

加・活動

指標 

16． 

通勤通学にお

ける自転車利

用及び徒歩率 

「外で活動したくなるまちに」では、歩き

たくなる道づくりや自転車が似合うまち

づくりを目指しています。そこで、徒歩

や自転車利用の状況について、データ

として把握できる国勢調査の「通勤通

学における自転車利用及び徒歩率」を

指標化し、その実現状況を測ろうとす

るものです。 

45%以上 

H22 

39% 

H2 

37.3% 

H12 

― ― Ｅ 国勢調査の｢常住地又は従

業地･通学地による利用交

通手段(10 区分)別 15 歳以

上自宅外就業者･通学者

数｣による数値です。 

H17 年調査の結果を待たな

いと判断ができません。 

17． 

審議会等にお

ける女性の登

用率 

「人権が尊重されるまちに」では、「男

女の自立と男女共同参画社会の実現」

を目指しています。その実現状況を示

す指標として、審議会等の女性登用率

を設定しました。 

40% 

H22 

20.3% 

H11 

23.1% 

H13 

24.4% 

H14 

27.6% 

H15 

Ｂ この3年間で4.6ポイント上

昇していますが、法の規定

に基づく目標達成に向け

て、最大限の努力が必要と

思われます。 

市 民 一

人ひとり

が輝く都

市 久 留

米 

都市の

姿の指

標 

18． 

ボランティア団

体登録数 

「多様な市民活動が連帯するまちに」

では、多様な市民活動が活発に行わ

れ、連帯し、市民主体の地域づくりが

行われることを目指しています。そこ

で、多様な主体による多様な市民活動

の状況を測る指標の一つとして、ボラ

ンティア情報センターに登録された「ボ

ランティア団体登録数」を設定するもの

です。 

250団体 

H22 

168団体 

H11 

213団体 

H13 

235団体 

H14 

258団体 

H15 

Ａ すでに、H22 年度目標を達

成しており、今後も増加が

見込まれます。 
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目標数値

等 

基準数値

等 
実 績 評 価 目 指 す

都 市 の

姿 

指標の

視点 
指 標 名 説  明 

目標年度 基準年度 
数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

評

価 
説    明 

19． 

NPO 法人数及

び活動分野数 

No.18 では、「多様な市民活動が連帯

するまちに」実現の姿として、多様な主

体による多様な市民活動を想定し、そ

の状況を測る指標として「ボランティア

団体登録数」を設定しました。ここで

は、その中でもこれからの時代におい

て、市民自らの公益活動の組織的な

主体となることが想定される「ＮＰＯ法

人数及び活動分野数」を設定し、多様

な公益活動の状況を測るものです。 

25法人 

10分野 

H22 

7法人 

7分野 

H11 

13法人 

8分野 

H13 

15法人 

9分野 

H14 

26法人 

13分野 

H15 

Ａ すでに、H22 年度目標を達

成しており、今後も増加が

見込まれます。 

20． 

子どもの笑顔

指数 

「子どもの笑顔があふれるまちに」の

実現の姿としては、基本は家庭におき

ながらも地域社会が積極的にその実

現を目指して活動し、更には子どもた

ち自身が生き生きと育つことを想定し

ています。しかし、一方では、子どもの

虐待や青少年の非行、いじめ、不登校

などの問題が増加しています。そこ

で、「子どもの笑顔があふれるまちに」

の実現状況を測る物差しとして、子ど

もたちの積極的な活動状況や、逆に不

登校等の問題行動の状況を総合的に

「子どもの笑顔指数」として指標化した

ものです。 

68 点 以

上 

H22 

66点 

H10 

66.3点 

H13 

65.7点 

H14 

65.0点 

H15 

Ｃ 子ども会加入者数、スポー

ツ少年団加入者数、不登校

児童生徒数、少年犯罪件数

を指標化したものです。 

近年の子どもたちの状況を

反映して、この3年間で 1.6

ポイント悪化しているもの

の、現在、子どもの居場所

づくりや小・中学校における

スクールカウンセラーの配

置などの事業推進を図って

おり、今後さらに努力を重

ねていきます。 

21． 

育児休業制度

導入事業所率 

「子どもの笑顔があふれるまちに」で

は、子育てを社会全体で支える総合的

な取り組みの必要性を提起していま

す。その中で、働きながら子どもを育

てる社会環境づくりの一つとして、「育

児休業制度」の導入状況を測定しよう

とするものです。 

70%以上 

H22 

52% 

H11 

52.4% 

H13 

― ― Ｃ H13「久留米市賃金･雇用実

態調査」では、わずかに好

転していますが、このペー

スでは目標達成は難しい状

況です。次の調査は、H16

年に行われる予定で、結果

はH17年 3月頃公表される

予定です。 

22． 

市民の医療機

関への受診率 

「健康で生きがいがもてるまちに」で

は、市民一人ひとりが心身ともに健康

であることを基本目標としています。そ

のために、市民が自ら取り組む活動も

含め、健康づくり事業を推進･支援する

こととしています。そこで、この成果を

測る指標として、受診率（国保）を設定

しました。 

全国平均

以下 

H22 

1,065回 

H11 

＊全国 

1,033回 

1,086回 

H13 

＊全国 

1,068回 

 

1,090回 

H14 

＊全国 

1,069回 

1,094回 

H15 

Ｃ 基準年度において32ポイン

トの格差が、H14 年度にお

いては 21 ポイント差と縮ま

っていますが依然久留米市

が国を上回っている状況で

あり、目標達成に向けより

効果的な健康づくり事業の

推進に努めます。なお、国

の H15 年度データは、H16

年度末に出る予定です。 

23． 

三大生活習慣

病による死亡

者の率 

「健康で生きがいがもてるまちに」で

は、市民一人ひとりが心身ともに健康

であることを基本目標に、市民が自ら

取り組む活動も含め、健康づくり事業

の推進･支援を行います。特に、生活

習慣病の予防のため、生涯を通じた積

極的な健康づくりの普及啓発を図るこ

ととしています。そこで、この成果を測

る指標として、三大生活習慣病による

死亡者の率（死因別死亡者）を設定す

るものです。 

50%以下 

H22 

57% 

H10 

58% 

H12 

58% 

H13 

57% 

H14 

Ｃ 福岡県久留米保健福祉環

境事務所調べの「死因別死

亡者数」によります。 

H11 は59%で、この3年間で

は 2 ポイント好転したもの

の、基準年度と同程度で

す。今後、生活習慣病対策

としての健康教育や健診等

を実施し、市民の健康づくり

に取り組んでいきます。 

市 民 一

人ひとり

が輝く都

市 久 留

米 

都市の

姿の指

標 

24． 

高齢者社会参

加・活動指数 

「健康で生きがいがもてるまちに」で

は、高齢者が健康寿命を延ばし、積極

的に社会参加する等、生きがいを持っ

て暮らすことを目標としています。その

ために、健康な高齢者等がその豊か

な経験や能力を生かして、生き生きと

地域社会活動等に参加できる環境づく

りを進めることとしています。そこで、こ

の成果を測る指標として、高齢者の生

涯学習・地域活動等の参加者の割合

を、高齢者社会参加・活動指数として

設定するものです。 

50%以上 

H22 

46.9% 

H11 

44.4% 

H13 

42.5% 

H14 

40.9% 

H15 

Ｃ より上位を目指した目標で

すが、この 3 年間では逆に

5.1 ポイント悪化しました。し

かし、生涯学習人材バンク

やシルバー人材センター登

録など豊かな経験や能力を

活かして社会参加を行う高

齢者は年々増加していま

す。今後も、多くの高齢者

が生きがいを持って暮らせ

る環境づくりに取り組みま

す。 
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目標数値

等 

基準数値

等 
実 績 評 価 目 指 す

都 市 の

姿 

指標の

視点 
指 標 名 説  明 

目標年度 基準年度 
数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

評

価 
説    明 

都市の

姿の指

標 

25． 

介護保険にお

ける重度要介

護者の割合 

「やさしさと思いやりの見えるまちに」

では、介護が必要となった場合に、安

心して良質な介護サービスが受けられ

るような介護保険制度の円滑な運営、

サービス提供基盤の整備、制度の周

知などの施策展開を図る一方で、高齢

者の介護状態への進行を予防すると

ともに、自立した生活を営むことができ

るように必要な支援を実施することとし

ています。そこで、この成果を測る指

標として、介護保険における重度要介

護者（要介護度４及び５）の割合を設定

するものです。 

3%以下 

H22 

3.05% 

H12 

3.47% 

H13 

3.51% 

H14 

3.59% 

H15 

Ｃ より上位を目指した目標で

すが、この 3 年間では逆に

0.54 ポイント悪化していま

す。しかし、Ｈ17 の法改正

により介護予防に重点が置

かれることとなっており、今

後は一定の成果が見込ま

れます。 

26． 

差別をしないよ

うに努力する

市民の数 

「人権が尊重されるまちに」において

は、あらゆる機会を捉えて人権教育・

同和教育を実施し、差別をなくす意欲

と実践力のある豊かな人権感覚を持っ

た市民を育成することを目指していま

す。そこで、この実現状況を測るもの

の一つとして、同和問題市民意識調査

の「同和問題解決に対する態度」によ

る「差別をしないように努力する市民

の数」を指標化したものです。 

85%以上 

H22 

74.1% 

H10 

― ― ― Ｅ 基準年度以来、当該調査を

行っておらず、目標達成見

込みの判断ができません。

次回調査の時期について

は未定です。 

27． 

コミュニティ意

識の大きさ 

「多様な市民活動が連帯するまちに」

では、地域社会が主体的に地域課題

を解決し、まちづくり活動を振興する仕

組みづくりとして、校区コミュニティ機能

の再構築を目指しています。そこで、

地域コミュニティの状況を測る物差しと

して、住民が地域に対して抱いている

愛着心や団結心、貢献心などを総合

的に「コミュニティ意識の大きさ」(コミュ

ニティ･モラール･スコア)として指標化し

たものです。 

24.9 ﾎﾟｲﾝ

ﾄ以上 

（H11 の

全 市 平

均） 

H22 

24.9 ﾎﾟｲﾝ

ﾄ 

H11 

― ― 24.1ﾎﾟｲﾝ

ﾄ 

H15 

Ｃ 前回から 0.8ポイント低下し

ました。ﾎｲ゚ﾝﾄに影響を与え

る因子の中で、地域の安心

感に対する評価が非常に

低くなっており、このことが

大きな影響を与えているよ

うです。最近は、全国に報

道されるような事件が相次

ぎ、市民の安心感が揺らい

でいるのかもしれません。 

しかし、8割を超える方々が

「自分の住む地域が好き」と

答えており、コミュニティへ

の愛着心は前回と変わらず

根強いものがあります。 

今後は、コミュニティ再編や

校区まちづくりサポーター

の取り組みにより、地域課

題を住民の皆様とともに解

決し、コミュニティ機能の再

構築を目指していきます。 

市 民 一

人ひとり

が輝く都

市 久 留

米 

市民満

足度・意

識指標 

28． 

子育ての場と

しての久留米

への満足度 

「子どもの笑顔があふれるまちに」で

は、子どもを安心して育てられる環境

づくり、子どもが生き生きと育つ教育環

境づくり、子どもの豊かな心を育む地

域環境づくり、更には、子どもの権利を

尊重し地域で育てる社会づくりを総合

的に推進していきます。そこで、その

実現状況を測る物差しとして、市民が

子育ての場として久留米をどのように

評価しているかを「子育ての場として

の久留米への満足度」として指標化し

たものです。 

90% 

H22 

86.9% 

H8 

― ― 79.9% 

H15 

Ｃ より上位を目指した目標に

対して、この間では具体的

な好転はまだ見られないも

のの、今後、次世代育成支

援行動計画を策定・実行す

るなど、目標達成に向け、

社会全体で子育て・子育ち

を支えるまちづくりに取り組

みます。 
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目標数値

等 

基準数値

等 
実 績 評 価 目 指 す

都 市 の

姿 

指標の

視点 
指 標 名 説  明 

目標年度 基準年度 
数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

評

価 
説    明 

29． 

安心満足度 

「市民一人ひとりが輝く都市久留米」で

は、健康の保持･増進対策の推進など

を図り、市民一人ひとりが心身ともに

健康であること、更には、障害者福祉

や高齢者福祉の充実を図り、市民一人

ひとりが生き生きと輝く生活を送れるこ

とを目指しています。そこで、保健･医

療･福祉分野において、「高齢者･心身

障害者(児)の福祉サービスの充実」等

を含む 7 項目の意識調査を総合的に

「安心への満足度スコア」として指標化

したものです。 

3.33 点以

上 

H22 

3.04点 

H7 

― ― 2.99点 

H15 

Ｃ より上位を目指した目標に

対して、ほとんど変化は見

られません。 

今後とも、市民一人ひとり

が地域社会で自立した生活

を安心して送れるよう、総合

的な福祉施策に取り組みま

す。 

市民満

足度・意

識指標 

30． 

ノーマライゼイ

ションの考え方

を生かしたまち

づくりへの満足

度 

「やさしさと思いやりの見えるまちに」

では、障害者の自立と社会参加の支

援、生活支援の施策充実、更にはノー

マライゼイション理念の啓発活動等を

実施することとしています。そこで、そ

のことを市民がどのように受け止めて

いるかを測る物差しとして「ノーマライ

ゼイションの考え方を生かしたまちづく

りへの満足度」を設定したものです。 

50%以上 

H22 

31.3% 

H11 

― ― 35.1% 

H15 

Ｂ 前回調査と比較すると 3.8

ポイント好転し、着実に成果

が表れています。今後とも

一層の障害者福祉施策の

充実を図るとともに、ノーマ

ライゼイション理念の啓発

に努め、市民の理解と協力

のもとでの福祉のまちづくり

を進めます。 

31． 

同和問題をは

じめ、人権問題

に関する講演

会･研修会等に

参加する市民

の割合 

「人権が尊重されるまちに」において

は、あらゆる機会を捉えて人権教育・

同和教育を実施し、差別をなくす意欲

と実践力のある豊かな人権感覚を持っ

た市民を育成することを目指していま

す。また、広報による市民啓発、学習

に必要な情報･場･機会の提供、学習リ

ーダー等の人材育成、市民意識調査

の実施など、市民啓発活動の充実を

図ることとしています。そこで、この実

現状況を測るものの一つとして、同和

問題市民意識調査の「社会同和教育

への参加経験」を指標としたものです。 

60%以上 

H22 

29% 

H11 

― ― ― Ｅ 基準年度以来、当該調査を

行っておらず、目標達成見

込みの判断ができません。

次回調査の時期について

は未定です。 

32． 

地域社会活動

への参加状況 

「多様な市民活動が連帯するまちに」

では、地域社会が主体的に地域課題

を解決し、まちづくり活動を振興する仕

組みづくりとして、校区コミュニティ機能

の再構築を目指しています。そこで、

住民が地域活動にどの程度参加して

いるかを示すものとして、「地域社会活

動への参加状況」(コミュニティ･アクシ

ョン･スコア)を指標として、地域コミュニ

ティの状況を測る物差しとしたもので

す。 

24.3 ﾎﾟｲﾝ

ﾄ以上 

（H11 の

全 市 平

均） 

H22 

24.3 ﾎﾟｲﾝ

ﾄ 

H11 

― ― 27.5ﾎﾟｲﾝ

ﾄ 

H15 

Ａ 目標値を上回っており、こ

の状況であれば目標達成

ができる見込みです。 

市 民 一

人ひとり

が輝く都

市 久 留

米 

市民参

加・活動

指標 

33． 

健康診断の受

診率 

「健康で生きがいがもてるまちに」で

は、市民一人ひとりが心身ともに健康

であることを基本目標としています。そ

のために、市民が自ら取り組む活動も

含め、健康づくり事業の推進･支援を行

うこととしています。そこで、この成果

を測る指標として、市民の健康診断の

受診率(基本健康診査)を設定するもの

です。 

県平均以

上 

H22 

25.24% 

H10 

(県 30.4%) 

29.1% 

H13 

(県 29.7%) 

31.0% 

H14 

(県 29.2%) 

33% 

H15 

 

Ａ Ｈ14年度において県を上回

っており、今後も引き続き健

康づくり事業の推進･支援

等を行うことで、目標達成

ができる見込みです。 
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目標数値

等 

基準数値

等 
実 績 評 価 目 指 す

都 市 の

姿 

指標の

視点 
指 標 名 説  明 

目標年度 基準年度 
数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

評

価 
説    明 

市 民 一

人ひとり

が輝く都

市 久 留

米 

市民参

加・活動

指標 

34． 

福祉ボランティ

ア登録者数 

「やさしさと思いやりの見えるまちに」

では、自立した生活に努めることを基

本にしながらも、福祉ニーズの変化に

適切に対応するため制度的保障を基

本とする公助とともに、より個別的･多

様的対応が可能な共助の考え方に基

づく展開が重要と考えています。また、

都市の姿の実現のためには、多様な

市民活動が活発に行われ、連携し、市

民主体の地域づくりが行われることも

重要です。そこで、福祉分野における

多様な市民活動の状況を測る指標の

一つとして、ボランティア情報センター

に登録された「福祉ボランティア登録

者数」を設定するものです。 

6,500人 

H22 

5,522人 

H11 

4,927人 

H13 

5,774人 

H14 

6,384人 

H15 

Ａ 年度により増減があるもの

の、この 3 年間で 780 人増

加しており、年間100人増と

した目標を達成できる見込

みです。 

35． 

市内総生産額 

「地力と風格のある都市久留米」では、

新しいことに挑戦する起業家精神の醸

成や時代が求める新産業の創出を図

るなど、独創的でチャレンジ精神にあ

ふれた活力ある産業の再構築を進

め、縮小傾向にある本市産業の地力

回復を目指しています。そこで、本市

の経済活動を総合的に示す指標として

「市内総生産額」を設定するものです。 

1,030,000

百万円 

H22 

813,790

百万円 

H8 

766,161

百万円 

H11 

787,295

百万円 

H12 

770,436

百万円 

H13 

Ｃ 経済の長期低迷等により、

わが国経済全体が縮小傾

向にあったため、現時点で

は目標値を達成していませ

んが、景気にもようやく明る

い兆しが見えつつあり、目

標年度には達成できるよ

う、本市の経済・雇用の底

上げに努力していきます。 

36． 

製造品出荷額 

「地力と風格のある都市久留米」では、

新しいことへ挑戦する起業家精神の醸

成や時代が求める新産業の創出を図

るなど、独創的でチャレンジ精神にあ

ふれた活力ある産業の再構築を進

め、縮小傾向にある本市産業の地力

回復を目指しています。そこで、分野

別(工業)の経済活動を示す指標として

「製造品出荷額」を設定するものです。 

281,360

百万円 

H22 

200,418

百万円 

H10 

182,287

百万円 

H12 

174,769

百万円 

H13 

174,655

百万円 

H14 

Ｃ 第 2 次産業から第 3 次産

業、サービス業への産業構

造のシフトを背景に、本市

製造品出荷額も減少してい

ます。しかしながら、積極的

な企業誘致、バイオ分野等

の新産業創出に取り組むこ

とで、引き続き目標達成に

向け努力していきます。 

37． 

就業者一人当

りの付加価値

生産額 

「地力と風格のある都市久留米」では、

新しいことへ挑戦する起業家精神の醸

成や時代が求める新産業の創出を図

るなど、独創的でチャレンジ精神にあ

ふれた活力ある産業の再構築を進

め、縮小傾向にある本市産業の地力

回復を目指しています。特に、工業分

野においては、高付加価値型工業の

積極的な育成を目指しており、そこで

付加価値の生産状況を示す指標として

「就業者一人当りの付加価値生産額」

を設定するものです。 

972万円 

H22 

632万円 

H10 

634万円 

H12 

651万円 

H13 

665万円 

H14 

Ｂ この3ヵ年の伸びは3.1％に

とどまりましたが、これは、

この間を新産業創出等の種

をまく時期と位置付け、久

留米ビジネスプラザの整備

やバイオインキュベーション

センター等の基礎的な整備

に取り組んだためです。今

後、これらの投資が花開

き、実を結び、高付加価値

型産業への転換が進むと

期待しています。 

地力と風

格のある

都 市 久

留米 

都市の

姿の指

標 

38． 

農業粗生産額 

「地力と風格のある都市久留米」では、

次代を見据えた地域農業の振興を図

ることとしており、活力ある農業の構築

を図るために、多様な担い手育成と生

産から加工流通までを視野に入れた

多彩な農業を支援します。そこで、農

業活動を示す指標として「農業粗生産

額」を設定するものです。 

16,500 百

万円 

H22 

15,480 百

万円 

H10 

13,720 百

万円 

H12 

13,650 百

万円 

H13 

12,970百

万円 

H14 

Ｃ 年間 1％程度の増加を目指

した指標ですが、全国的な

傾向を反映して毎年減少し

ている状況です。この傾向

が続く限り、市の取り組み

だけでは限界があり、目標

達成はあまり見込めませ

ん。しかしながら、農業生産

を高めるための農道や用排

水路、ほ場などの農業生産

基盤整備や、効率化を進め

るための農業用機械の導

入助成並びに農産物のブラ

ンド化等の取り組みに努

め、依然として農業産出額

は県内 1 位を継続していま

す。 
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目標数値

等 

基準数値

等 
実 績 評 価 目 指 す

都 市 の

姿 

指標の

視点 
指 標 名 説  明 

目標年度 基準年度 
数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

評

価 
説    明 

39． 

販売金額 1000

万円以上の農

家の割合 

次代を見据えた地域農業の振興にお

いては、質の高い農産物の生産を基

本に、競争力のある農業経営に取り組

み、所得の向上を図ることとしていま

す。そこで、販売金額における一定規

模（1000 万円）以上の農家の割合によ

り、その状況を測るものです。 

10%以上 

H22 

7.7% 

H7 

7.8% 

H12 

― ― Ｅ H12 年調査では 0.1％の伸

びがありましたが、その後

の調査が行われておらず

判断ができません。 

次回調査は、H17 年に実施

される予定です。 

40． 

２０～２４歳層

の 社 会 移 動

（転入・転出）

状況 

「地力と風格のある都市久留米」では

活力ある産業の再構築と県南の拠点

都市としての求心力の向上を図ること

を目標に、魅力ある就業機会の多いま

ちづくりを目指しています。そこで、大

学等卒業後の地元就職・定着状況を

見るために、直接的な指標設定が難し

い中で、代替指標として「２０～２４歳層

の社会移動（転入・転出）状況」を設定

するものです。 

転入が転

出を上回

る 

△3.1% 

H3～H7 

(男性 

△11.7%) 

( 女 性

6.2%) 

△6.4% 

H8～H12 

(男性 

△13.1%) 

( 女 性

1.0%) 

― ― Ｅ H17年国勢調査の結果を待

たないと判断ができませ

ん。 

41． 

主要な大学・研

究機関の外国

人研究者・留

学生の数 

「アジアに開かれた学術研究のまち

に」では、「九州北部学術研究都市整

備構想(アジアス九州)」と連動して、地

域発展さらには世界、アジアの発展に

貢献できる学術研究機能集積を目指し

ています。また、「大学等の姿が見える

まちづくり」として、大学などにおける

研究活動や人材育成等の面において

も研究者や留学生の受入や相互交流

などを図ることとしています。そこで

「久留米地域の主要な大学・研究機関

の外国人研究者・留学生の数」として

指標を設定し、その実現状況を測定し

ようとするものです。 

350人 

H22 

175人 

H11 

221人 

H13 

214人 

H14 

251人 

H15 

Ｂ 対象は、久留米大学、久留

米工業大学、久留米工業高

等専門学校、久留米信愛女

学院短期大学、聖マリア学

院短期大学、九州沖縄農業

研究センター野菜花き研究

部、産業技術総合研究所九

州センター、福岡県工業技

術センター生物食品研究

所、福岡県森林林業技術セ

ンターです。この間76 人の

増加を見ており、このペー

スであればおおむね目標

達成ができる見込みです。 

42． 

九州大会規模

以上の学会の

開催回数 

「人と情報が行き交うにぎわいのある

まちに」では、本市の広域求心力を高

めていくために、重点的に商業振興や

中心市街地再整備を図り、更には、個

性を生かしたコンベンション振興などを

推進することとしています。この中で

は、スポーツコンベンションの振興や

学会などの多彩なコンベンションの誘

致を目指しています。そこで、学会開

催の中でも特に九州大会規模以上の

開催回数を指標として設定し、その実

現状況を測定しようとするものです。 

30 件 以

上 

H22 

19件 

H11 

27件 

H13 

17件 

H14 

14件 

H15 

Ｃ 年度により増減があるもの

の、この間の実績の状況で

あれば目標達成の見込み

はあまりありませんが、今

後とも各種のコンベンション

の誘致に努めていきます。 

地力と風

格のある

都 市 久

留米 

都市の

姿の指

標 

43． 

都心部の歩行

者通行量 

本市では、都心部の商業求心力が低

下し、都心部商業地域に人が集わない

状況が深まっています。このような中

でこれからの都心部地域には、商業や

金融・業務、アミューズ、医療等の機能

集積だけでなく広域から人々が集い、

行き交い、賑わいや出会いがある空間

が必要となっています。そこで、「人と

情報が行き交うにぎわいのあるまち

に」では、中心市街地を広域多機能拠

点として再構築するとともに、都心部商

業の振興を重点的に推進することとし

ています。そこで、都心部地域の賑わ

いの具体的な姿として、歩行者の通行

量を指標として設定し、その実現状況

を測定しようとするものです。 

平日 

8,595人 

休日 

13,553人 

（H3 ﾚﾍﾞ

ﾙ） 

H22 

平日 

5,858人 

休日 

8,350人 

H11 

平日 

5,744人 

休日 

7,590人 

H13 

― 平日 

5,218人 

休日 

7,134人 

H15 

Ｃ 六角堂広場のオープン時に

は持ち直しましたが、調査

時点では減少しています。 

今後、六角堂広場での年間

を通じた多彩なイベント等の

展開、空店舗への魅力的な

テナント入居支援等をすす

め、都心部のにぎわい回復

に努めていきます。 
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目標数値

等 

基準数値

等 
実 績 評 価 目 指 す

都 市 の

姿 

指標の

視点 
指 標 名 説  明 

目標年度 基準年度 
数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

評

価 
説    明 

44． 

年間商品販売

額 

「地力と風格のある都市久留米」では、

新しいことへ挑戦する起業家精神の醸

成や時代が求める新産業の創出を図

るなど、独創的でチャレンジ精神にあ

ふれた活力ある産業の再構築を進

め、縮小傾向にある本市産業の地力

回復を目指しています。そこで、分野

別（商業）の経済活動を示す指標として

「商品販売額」を設定するものです。 

1,149,230

百万円 

H22 

982,736

百万円 

H9 

974,373

百万円 

H11 

798,286

百万円 

H14 

― Ｂ 景気低迷による消費抑制等

によって、調査時点では減

少しています。 

しかしながら、景気が回復

しつつあることや、新たな大

型店の出店等によって、今

後、年間商品販売額は回復

すると思われます。 

45． 

商圏人口 

「地力と風格のある都市久留米」では、

低下傾向にある本市の求心力をどの

ように回復し高めていくかが大きな課

題であり、その中でも、広域商業機能

の再生が重要な問題となっています。

そのため、都心部商業や地域商業の

活性化、更には、総合的な商業等の集

積促進等を図ることとしています。そこ

で、商業求心力の状況を測る指標とし

て「商圏人口」を設定するものです。 

90万人 

H22 

70万人 

H10 

― ― ― Ｅ 当該調査を実施しておら

ず、判断ができません。Ｈ

16年度調査予定で、年度末

に結果が出る予定です。 

46． 

都市圏人口 

「地力と風格のある都市久留米」では、

低下傾向にある本市の求心力をどの

ように回復し高めていくかが大きな課

題となっています。そのため、広域的

な就業の場、機会の提供、商業・娯楽・

文化などの都市的な楽しみや交流・賑

わい、更には医療・福祉・教育・行政サ

ービス、国際交流・コンベンション・学

術研究機能など、総合的な都市機能

の再構築を図ることとしています。その

ことにより、本市を拠点として様々な形

での活動や交流が活性化することを想

定しています。そこで、その状況を測る

指標の一つとして、国勢調査に基づく

通勤・通学依存率をベースにした「都

市圏人口」を設定するものです。 

60万人 

H22 

505,722

人 

H7 

514,387

人 

H12 

― ― Ｅ 国勢調査における本市へ

の通勤・通学依存率が10％

以上の市町村の合計人口

です。 

H17年国勢調査の結果を待

たないと判断ができませ

ん。 

47． 

主要駅におけ

る乗降客数 

「地力と風格のある都市久留米」では、

低下傾向にある本市の求心力をどの

ように回復し高めていくかが大きな課

題となっています。そのため、広域的

な就業の場、機会の提供、商業・娯楽・

文化などの都市的な楽しみや交流・賑

わい、更には医療・福祉・教育・行政サ

ービス、国際交流・コンベンション・学

術研究機能など、総合的な都市機能

の再構築を図ることとしています。それ

により、本市を拠点に様々な形で活動

や交流が活性化することを想定してい

ます。そこで、その状況を測る指標の

一つとして、ＪＲ久留米駅と西鉄久留米

駅の１日の乗降客数である「主要駅に

おける乗降客数」を指標として設定す

るものです。 

78,000人 

H22 

65,000人 

H10 

58,384人 

H13 

56,537人 

H14 

56,010人 

H15 

Ｂ この間、当該指標に対して

は、顕著な成果は表れてい

ませんが、現在取り組んで

いる西鉄久留米駅及び花

畑駅周辺整備などにより、

一定の成果が期待されま

す。また、今後、九州新幹

線や幹線道路等の都市機

能の整備、活力ある産業の

振興、中心市街地の活性化

などに努め、広域における

求心力の向上を目指しま

す。 

地力と風

格のある

都 市 久

留米 

都市の

姿の指

標 

48． 

交流拠点指数 

「地力と風格のある都市久留米」では、

低下傾向にある本市の求心力をどの

ように回復し高めていくかが大きな課

題となっています。そのため、広域的

な就業の場、機会の提供、商業・娯楽・

文化などの都市的な楽しみや交流・賑

わい、更には医療・福祉・教育・行政サ

ービス、国際交流・コンベンション・学

術研究機能など、総合的な都市機能

の再構築を図ることとしています。その

ことにより、本市を拠点に様々な形の

活動や交流が活性化することを想定し

ています。そこで、拠点性を測る指標と

して、「昼夜間人口比率」と「小売中心

地性」による指数化を図り、「交流拠点

指数」を設定するものです。 

175 

H22 

160 

H9 

159.3 

H12 

― ― Ｅ 交流拠点指数＝昼夜間人

口比率×小売中心地性 

*昼夜間人口比率は国勢調

査に、小売中心地性は商圏

調査に基づきます。 

この間、当該調査を実施し

ておらず、判断ができませ

ん。Ｈ16 年度調査予定であ

り、年度末に結果が出る予

定です。 
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目標数値

等 

基準数値

等 
実 績 評 価 目 指 す

都 市 の

姿 

指標の

視点 
指 標 名 説  明 

目標年度 基準年度 
数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

評

価 
説    明 

49． 

インターネット

利用者数 

「高度情報都市の実現」においては、

地域情報化推進体制の整備を図りな

がら、快適な情報通信ネットワーク環

境の整備や地域イントラネット構築を

進めることとしています。そこで、情報

都市の実現状況を測る指標の一つとし

て、「インターネット利用者数」を設定す

るものです。 

195,000

人 

H22 

21,000人 

H9 

（推計） 

98,000人 

H13 

（推計） 

99,000人 

H14 

（推計） 

108,000

人 

H15 

（推計） 

Ｂ 人口の 75％程度を目標とし

ており、Ｈ15 年度実績は

45.9％でしたが、今後のイ

ンターネットの急速な普及と

本市の情報化施策の展開

を考慮し、おおむね目標達

成ができると考えられま

す。 

都市の

姿の指

標 

50． 

広域圏におけ

る久留米市の

センター機能 

「地力と風格のある都市久留米」では、

低下傾向にある本市の求心力をどの

ように回復し高めていくかが大きな課

題となっています。そのため、広域的

な就業の場、機会の提供、商業・娯楽・

文化などの都市的な楽しみや交流・賑

わい、更には医療・福祉・教育・行政サ

ービス、国際交流・コンベンション・学

術研究機能など、総合的な都市機能

の再構築を図ることとしています。その

ことにより、本市を拠点に様々な形で

活動や交流が活性化することを想定し

ています。そこで、日常行動における

本市の拠点性を図る指標として、「広

域圏における久留米市のセンター機

能」（8 種類の日常行動の場が久留米

である人の割合）を設定するもので

す。 

50%以上 

H22 

40.2% 

H11 

― ― ― Ｅ 基準年度以来、当該調査を

行っておらず、目標達成見

込みの判断ができません。

次回調査の時期について

は未定です。 

51． 

「希望する職業

への転職が容

易である」と思

う市民の割合 

「地力と風格のある都市久留米」では、

新しいことへ挑戦する起業家精神の醸

成や時代が求める新産業の創出を図

るなど、独創的でチャレンジ精神にあ

ふれた活力ある産業の再構築を進

め、縮小傾向にある本市産業の地力

回復を目指しています。そのため、新

産業団地建設や企業誘致等を積極的

に推進し、魅力ある雇用の場の創出を

図ることとしています。そこで、本市の

雇用状況を市民がどのように捉えてい

るかを測る指標として「希望する職業

への転職が容易であると思う市民の

割合」を設定するものです。 

10%以上 

H22 

4% 

H7 

― ― 3.6% 

H15 

Ｃ 景気低迷により厳しい状況

が続いていましたが、最近

の景気回復傾向に伴い雇

用情勢も上向きつつありま

す。引き続き、新産業団地

の建設や企業誘致等を積

極的に進めるとともに、国・

県と連携し就職支援事業を

充実し、目標達成に努めて

いきます。 

市民満

足度・意

識指標 

52． 

久留米市内商

店への満足度 

「人と情報が行き交うにぎわいのある

まちに」では、都心部商業や地域商業

の活性化、更には、総合的な商業等の

集積促進等を図ることとしています。そ

こで、その実現状況を測るものとして、

「消費者調査」による各商品（衣料品、

食料品など 21 商品）の久留米市内商

店への満足状況について、「久留米市

内商店への満足度」として指標を設定

するものです。 

50%以上 

H22 

32.1% 

H10 

― ― ― Ｅ 当該調査を実施しておら

ず、判断ができません。Ｈ

16年度調査予定で、年度末

に結果が出る予定です。 

地力と風

格のある

都 市 久

留米 

市民参

加・活動

指標 

53． 

地域企業のチ

ャレンジ指数 

「地力と風格のある都市久留米」では、

新しいことへ挑戦する起業家精神の醸

成や時代が求める新産業の創出を図

るなど、独創的でチャレンジ精神にあ

ふれた活力ある産業の再構築を進

め、縮小傾向にある本市産業の地力

回復を目指しています。そこで、事業

所の改廃状況（事業所増加率）を「地

域企業のチャレンジ指数」として指標

設定し、その状況を測定しようとするも

のです。 

0.3 

H22 

△0.3 

H6～H8 

△1.06 

H8～H11 

±0 

H11 ～

H13 

― Ｂ 事業所・企業統計調査に基

づきます。 

この間、マイナス傾向であっ

たものがプラス傾向に転じ

ており、このペースであれ

ばおおむね目標達成できる

見込みです。 

次回調査は、Ｈ16 年度で結

果が出るのはＨ17年度にな

る予定です。 
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目標数値

等 

基準数値

等 
実 績 評 価 目 指 す

都 市 の

姿 

指標の

視点 
指 標 名 説  明 

目標年度 基準年度 
数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

数値等 

年  度 

評

価 
説    明 

54． 

大学などの公

開講座などに

参加する市民

の数 

「アジアに開かれた学術研究のまち

に」では、学術研究機能の集積促進と

大学等の姿が見えるまちづくりを進め

ることにしています。その中では、大学

や研究機関などの人材、施設及び研

究成果などの積極的な地域開放や市

民活動等との連携促進を図ることとし

ています。そこで、その状況を測る指

標の一つとして、各大学での公開講座

への市民の受講状況として「大学など

の公開講座などに参加する市民の数」

を設定するものです。 

5,000人 

(100 講

座) 

H22 

2,591人 

(47講座) 

H11 

2,601人 

(37講座) 

H13 

2,878人 

(44講座) 

H14 

2,663人 

(49講座) 

Ｃ 久留米大学、久留米工業大

学、久留米信愛女学院短期

大学、聖マリア学院短期大

学、久留米工業高等専門学

校、久留米コンピュータカレ

ッジでの公開講座の受講者

と実施講座数です。 

現状から勘案すると目標達

成できる見込みはあまりあ

りませんが、今後とも、大

学・短大等の学術研究機能

の拡充を支援するとともに、

試験研究機関等との連携を

図るなど、学術研究都市づ

くりを進めていきます。 

地力と風

格のある

都 市 久

留米 

市民参

加・活動

指標 

55． 

市内商店街で

の買い物率 

「人と情報が行き交うにぎわいのある

まちに」では、都心部商業や地域商業

の活性化、更には、総合的な商業等の

集積促進等を図ることとしています。広

域的に求心力のある商業集積とあわ

せて、久留米市民も気軽に買い物がで

きる魅力ある商業を目指しています。

そこで、久留米市民がどれほど市内で

買い物をしているかを「市内商店街で

の買い物率」として指標設定し、その

実現状況を測定するものです。 

85%以上 

H22 

80.8% 

H10 

― ― ― Ｅ 久留米市商圏調査（消費者

調査）に基づきます。 

久留米市民が久留米市内

の店舗で商品（調査21品目

全商品対象）を購入する割

合です。 

Ｈ16 年度調査実施ですが、

結果が出るのはＨ17年度に

なる予定であり、現段階で

は目標達成の見込みは判

断できません。 

 



20 

■事業等評価制度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．誇りがもてる美しい都市久留米 １．四季が見えるまちに 緑あふれる都市づくり 

  
多自然地域の創造 

  
水辺空間の利用と再生 

  
季節のイベント振興 

  
魅力ある歴史環境の未来への継承 

 
２．快適がデザインされたまちに 快適で潤いある都市基盤･生活基盤の整備 

  
魅力ある都市景観づくり 

  
安全・安心なまちづくり 

 
３．清潔感あふれるまちに 環境に配慮したまちづくり 

  
生活環境の保全と向上 

  
循環型ごみ処理システムづくり 

 
４．外で活動したくなるまちに 会話がはずむ空間づくり 

  
歩きたくなる道づくり 

  
自転車が似合うまちづくり 

  
ユニバーサルデザインのまちづくり 

 

Ⅱ．市民一人ひとりが輝く都市久留米 １．人権が尊重されるまちに 人権意識の確立 

  
同和対策の充実 

  
男女の自立と男女共同参画社会の実現 

 
２．多様な市民活動が連帯するまちに 市民活動の支援 

  
豊かな生涯学習の振興 

  
多様で魅力ある市民文化の振興 

  
活力あふれる市民スポーツの振興 

 
３．子どもの笑顔があふれるまちに 安心して産み育てられる環境づくり 

  
生き生き育つ教育環境づくり 

  
豊かな心を育む地域環境づくり 

  
子どもの権利を尊重し、地域で育てる社会づくり 

 
４．健康で生きがいがもてるまちに 健康の保持・増進対策の推進 

  
国民健康保険制度の健全な運営 

水と緑の人間都市 誇りがもてる美しい都市久留米 

市民一人ひとりが輝く都市久留米 

地力と風格のある都市久留米 

基本構想推進にあたって 
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高齢者の生きがい対策と社会参加の促進 

  
保健・医療・福祉施策の総合的推進 

 
５．やさしさと思いやりの見えるまちに 地域福祉の推進 

  
障害者福祉の充実 

  
高齢者福祉の充実 

  
介護保険制度の円滑な運営 

  
母子・父子福祉の充実 

  
援護策の推進 

 

Ⅲ．地力と風格のある都市久留米 １．知恵と技術を創造するまちに 次代を拓く新たな産業の創出 

  
活気ある地域産業の振興 

  
戦略的な産業集積の促進 

  
次代を見据えた地域農業の振興 

  
働きやすい労働環境の整備 

 
２．アジアに開かれた学術研究のまちに 学術研究機能の集積促進 

  
大学等の姿が見えるまちづくり 

 
３．人と情報が行き交うにぎわいのあるまちに にぎわいと豊かな生活文化を創出する商業などの振興 

  
人が集い楽しむ場と機能の整備 

  
国際性豊かなまちの実現 

 
４．拠点都市の役割が果たせるまちに 拠点都市機能の充実強化 

  
総合的な交通体系の確立 

  
高度情報都市の実現 

  
高度医療都市の実現 

  
シティ・セールスの推進 

  
拠点計画の推進と交流連携の推進 

 

Ⅳ．基本構想推進にあたって １．市民との協働によって築かれるまちに 協働のまちづくりの推進 

  
行政の透明性の向上 

 
２．機能的でコンパクトな行政経営を進める 効率的な行財政運営の推進 

 
まちに 分権型社会にふさわしい人材の育成・確保 

  
計画的行政の推進 

 
３．圏域とともに歩むまちに 広域行政の推進 

  
合併等の推進 
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注１） 「目標達成状況」は、15 年度目標に対して、○…目標達成ができた(100%以上) △…おおむねできた(100 未満-70%) ×…できなかった(70%未満) 

―…実績データなし、対象外 

注 2） 「評価」欄の記号は、Ａ…現状のまま計画どおり事業を進めることが適当   Ｂ…事業の進め方、手段等の改善が必要   

Ｃ…事業規模、年次計画等の見直しが必要   Ｄ…事業の統合、休廃止が適当   ※…事業完了 

 

 

Ⅰ．誇りがもてる美しい都市久留米 

１．四季が見えるまちに 

（１）緑あふれる都市づくり 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

緑の基本

計画策定

事業 

「緑」に関する総合

的な施策や市民と

の協働の仕組み

づくりを明らかにし

た「緑の基本計画」

をつくり、市民の理

解と協力を求めな

がら、都市生活空

間に「緑」を意識的

に取り込んだ都市

づくりを進めます。 

公共施設から民有地

緑化の推進まで、

「緑」全般についての

将来の姿とその実現

のための施策・手段

を明らかにする計画

を策定します。 

緑の基本計

画の策定と

市民参加へ

の理解促進 

緑 の 基

本 計画

の策定 

H14 

市 民 参

加 へ の

理 解 促

進 

H15 

― ― 

H13 

緑 の 基

本 計 画

素 案 の

策定 

14 

計 画 書

等 の 作

成 

H15 

× Ｃ H15 年度に各関係機関との

協議調整が終了しましたが、

公表には至りませんでした。 

引き続き基本計画の決定手

続きと、計画内容の公表並

びに実施プランの策定作業

を進めます。 

建設部

都市計

画課、

公園緑

地課、

花みど

り推進

室 

街路樹ネ

ットワーク

づくり事業 

緑のシンボルとな

る空間を創出する

ことにより、緑あふ

れる都市の形成を

図ります。 

緑の基本計画に基

づいて、緑のシンボ

ルとなる街路樹ネッ

トワークを計画的に

整備します。 

シンボルロ

ードの整備 

H22年度

までにシ

ンボルロ

ードを整

備 し ま

す。 

― ― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

― Ｃ 現在、国・県・市から構成さ

れる久留米地域街路樹協議

会を設置し、街路樹の植栽

や管理について協議してい

ます。 

今後の整備に当っては、久

留米地域街路樹協議会並び

に各道路管理者との協議や

他事業との連携を図り、年次

計画等を見直しながら、実施

していきます。 

建設部

花みど

り推進

室 

緑化拠点

整備事業 

中心市街地におけ

る地域資源を活用

したシンボル的な

緑の創出を図りま

す。 

緑の基本計画の中

で、中心市街地に緑

のシンボルとなる緑

化拠点を位置づけ、

計画的な整備を行い

ます。 

緑のシンボ

ルとなる緑

化拠点の整

備 

H22年度

までに緑

のシンボ

ルとなる

緑 化 拠

点 の 整

備を目指

します 

― 

 

― 

H13 

― 

H14 

池 町 川

緑 道 整

備 の 可

能 性 調

査 の 実

施 

Ｈ15 

― Ｃ 緑の基本計画の中で、中心

市街地の緑のシンボルとな

る緑化拠点を位置付けま

す。実施に当っては、他事業

との連携を図り、年次計画等

を見直しながら、効果的な緑

化拠点の整備を進めます。 

建設部

公園緑

地課 

市民とつく

る花と緑

のまちづ

くり事業 

花と緑豊かなまち

の実現を図りま

す。 

今までの行政主導の

「緑」整備から、市

民・企業・地域など、

市民参画システムへ

の転換を図るための

仕組みづくりとあわ

せ、都心部へのハン

ギングバスケットの

設置等、花と緑の名

所づくりを進めてい

きます。 

市民参画に

よる花と緑

の名所の数 

37箇所 

H15 

100箇所 

H22 

― 

 

14箇所 

H13 

29 箇所

（累計） 

H14 

45 箇所

(累計) 

H15 

○ Ｂ 整備個所数については、目

標を達成することができまし

た。「名所」という言葉のイメ

ージに少しでも近づけよう

と、それぞれの名所で、地域

の人たちが活発に活動して

います。そのため、今まで以

上に市の花苗支給等を希望

する声が寄せられていま

す。しかし、市の支援にも限

界があるため、継続的に市

民の自主的な運営が可能と

なる仕組みを整備する必要

があります。 

建設部

花みど

り推進

室 
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（２）多自然地域の創造 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

種 苗 苗 木

粗生産額 

36 億円 

H22 

33 億円 

H11 

― 

(32.3 億

円) 

H12 

― 

(32.7 億

円) 

H13 

― 

(31.5 億

円) 

H14 

緑花流通センターリニューア

ルについては、地権者の合

意形成は非常に困難な状況

です。つつじ・つばきの里づ

くりについては、検討委員会

を設置し、基本計画の策定

を行いました。しかし、成果

指標については、経済環境

の悪化等の要因もあり、とも

に基準を下回っています。 

緑の情報受発信ゾーンの整

備に関しては、引き続きファ

ーマーズマーケット設置を基

本とした再整備と活性化に

向けて検討します。また、つ

つじ・つばきの里づくり事業

においては、地元関係者を

中心とした具体的な行動プ

ランの策定と協働推進体制

整備、支援事業の内容の検

討を進めます。 

（ ）は、現状での参考値で

す。 

農政部

みどり

の里づ

くり推

進室 

緑の里づ

くり事業 

耳納北麓の豊か

な自然と多様性を

活かして、民間や

地域住民との連

携や協働の推進

を行いながら、地

域資源を活用し

た産業や観光振

興などを図りま

す。 

耳納北麓の自然・

景観・生活・文化な

どの環境の保全・整

備を進めます。具体

的には、草野地区

の小公園・サイン等

の整備を行います。

また、山辺道文化

館の整備、観光ル

ートの調査研究等

を行います。 

耳 納 北 麓

地 区 等 へ

の 交 流 人

口 

83 万人 

Ｈ15 

111 万

人 

Ｈ22 

81 万人 

Ｈ11 

92 万人 

H13 

84 万人 

H14 

71万人 

H15 

― Ｃ 

耳納北麓地区等への交流人

口は、目標を達成できませ

んでした。今後は、合併を契

機に田主丸町地域を含めた

耳納北麓地区の見直しを行

い、交流人口の増加を図り

ます。 

商工部

観光振

興課 

四季の見

える公園

づくり事

業 

地域資源を活か

した地域間交流

施設として、様々

な季節を感じ、体

験できる公園を建

設し、都市魅力の

形成を図ります。 

自然に恵まれた地

域資源を活用し、地

域間交流広場とし

て、四季を見る・味

わう・体験する四季

の見える公園を整

備します。 

公 園 利 用

者（ピーク

時） 

公 園利

用 者

500 人

／日 

竣 工後

ピ ー ク

時

（H22） 

― ― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

― Ｂ 概ね計画どおりの完成が見

込まれますが、その後の運

営については適切かつ効果

的な形態を検討する必要が

あります。 

環境部

建設課 

広 葉 樹 造

林面積 

4ha 

H15 

20ha 

H22 

0ｈａ 

H12 

0ｈａ 

H13 

0ｈａ 

H14 

10.1ha 

H15 

四季の森

づくり事

業 

市民とともに市民

の森として、安ら

ぎや憩いの場等

多様な機能を持

つ季節感のある

森を創っていきま

す。 

耳納山地全体、特

に高良山周辺の森

林の多様な機能を

活用し、多様な役割

を持つ季節感のあ

る森を市民とともに

整備します。 市民と森林

のふれあい

交 流 事 業

参加者       

0 人 

H15 

200 人 

H22                            

― 

 

0 人 

(62 人…

参考：県

主催の

林業教

室等参

加数) 

H13 

0 人 

(86 人…

参考：県

主催の

林業教

室等参

加数) 

H14 

0人 

(70 人…

参考：県

主催の

林業教

室等参

加数) 

H15 

○ Ｂ 自然林改良整備について

は、これまで計画に基づき

適切な執行を行っています。 

ハード整備に関しては、今後

も県と協働して計画的な広

葉樹林への転換を図るとと

もに、植林ボランティア活用

など市民との協働による手

作りの森の展開を検討しま

す。ソフト面では、「市民と森

林のふれあい事業」につい

て、既存施設も活用した実施

計画の検討を行います。 

農政部

農林課 
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（３）水辺空間の利用と再生 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

久 留 米 西

部 河 川 防

災ステーシ

ョン年間利

用者数 

46,500

人 

H15 

50,000

人 

H22 

― ― 

H13 

26,581

人 

H14 

(7 ～ 3

月) 

36,426

人 

H15 

国との連携のもと

に、自然と触れ合う

親水空間を含む西

部河川防災ステー

ションの整備や筑

後川発見館「くるめ

ウス」の建設を行

い、その利用を促

進します。 

筑 後 川 発

見館「くるめ

ウス」の年

間 利 用 者

数 

20,000

人 

H15 

22,000

人 

H22 

― 

 

― ― 56,649

人 

H15 

年間利用者数については、

西部防災ステーションで、

目標の約 8 割にとどまりま

したが、概ね良好な利用状

況です。 

今後も継続して、スポーツ

施設の空き時間を利活用し

た教室・講習会などを開催

します。 

建設部

河川課 

水の里づ

くり整備

事業 

筑後川を｢水｣の

シンボルとして、

学習機能や観光

機能等にも着目

し、多様な機能の

活用と再生を図り

ます。 

舟運事業の先進地

調査研究、市民へ

の啓発及び事業認

知の促進、流域市

町との啓発交流事

業、事業主体となる

民間業者の啓発誘

導を行います。ま

た、舟運の具体的

な検討を行うための

基礎調査及び基本

構想の策定を行い

ます。 

筑 後 川 舟

運 事 業 の

復活 

筑 後川

舟運事

業の復

活 を 目

指 し ま

す。 

― ― 

筑 後 川

舟運ｼﾝ

ﾎﾟｼ ﾞｳﾑ

開催 

H12 

体 験 乗

船会等

の実施 

H12･13 

― 

体 験 乗

船会の

実 施 (5

回) 

H14 

― 

H15 

△ Ａ 

舟運については、国土交通

省による新小森野閘門工

事が現在進められており、

体験乗船会についても、参

加者には大変好評を得て

います。今後も引き続き、

舟運復活に向けて事業に

取り組みます。 

商工部

観光振

興課 

筑後川中

流域未来

空間形成

事業 

筑後川空間の利

活用及び保全計

画などの具体的

な推進計画を策

定し推進すること

で、広域交通体

系の形成や観光

振興を図ります。 

筑後川中流域に求

められる望ましい河

川空間のあり方に

ついて、国県及び

流域の市町が連携

して、舟運など魅力

ある活用手法と再

生のための計画を

策定します。 

筑 後 川 中

流 域 未 来

空 間 形 成

基本構想と

推 進 計 画

の策定 

推 進計

画の策

定 

H17 

― ― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

― Ａ H16 年 2 月に計画検討協議

会を設立し、基本構想の具

体的な検討に着手しました。 

H17 年度に推進計画を策定

することを目標に協議を進

めます。 

建設部

国県道

整備対

策室 

（４）季節のイベント振興 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

つつじフ

ェスタ開

催事業 

久留米市の花で

あるつつじで春の

季節を表現し、季

節感豊かなまち

づくりを実現しま

す。 

つつじフェスタ実行

委員会（事務局は

観光ｺﾝﾍ ﾞﾝｼｮﾝ協

会）に対し補助を行

います。 

つつじフェ

スタへの来

場者数 

500,000

人 

H15 

456,000

人 

H12 

408,000

人 

H13 

398,000

人 

H14 

342,000

人 

H15 

× D 景気の低迷などの影響もあ

り、目標とする入場者の確保

はできませんでした。 

つつじフェスタの効果や事業

の意義を再検討した結果、

H15 年度をもって事業を廃止

しました。 

農政部

生産流

通課 

四季のイ

ベント振

興事業 

久留米市の四季

を彩る祭り、イベ

ントを振興し、季

節感豊かな「まち

づくり」を推進する

と共に観光客の

誘致を図ります。 

久留米市の自然や

産業などの特性を

生かした祭り、イベ

ントの支援及び事

業運営費の補助を

行います。 

久 留 米 市

入 込 客 数

推計調査に

よる入込客

数 

333 万

人 

Ｈ15 

330 万

人 

Ｈ11 

336 万

人 

H13 

337万人 

H14 

317万人 

H15 

△ Ｂ 久留米市入込客数推計調査

による入込客数は、ほぼ目

標を達成しました。今後は、

合併を契機に各町の祭･イベ

ント含め全市的な見直しを行

い、入込客数の増加を図り

ます。 

商工部

観光振

興課 
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（５）魅力ある歴史環境の未来への継承 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

筑後国府

跡歴史公

園整備事

業 

古代都市である

筑後国府跡遺跡

を保存整備し、市

民の皆さんが身

近な場所で歴史

を感じ、「まち」に

対する愛着心を

高めることが出来

るようにするととも

に、その魅力を未

来に継承していき

ます。 

指定地域のうち、柿

ノ内・ギャクシ地区

を計画的に公有化

し、歴史公園として

整 備 し ま す 。                                

※公有化とは、私

有地の購入等によ

り、久留米市の所

有とするものです。 

現 指 定 地

域 の 公 有

化率 

64％ 

H15 

36％ 

H11 

44% 

H13 

48% 

H14 

52.5% 

H15 

△ Ａ 関係機関との協議・調整や

国県補助交付額減額の影響

で、目標を達成できませんで

した。 

今後も関係機関と十分な協

議を行い、引き続き事業を進

めます。 

教育文

化部文

化財保

護課 

 

２．快適がデザインされたまちに 

（１）快適で潤いある都市基盤・生活基盤の整備 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

交通渋滞

緩和対策

事業 

交通渋滞が恒常

化している幹線道

路の交差点を改

良して、交通渋滞

の早期緩和と安

全性の向上を図

ります。 

右左折待ち、交差

点の形状により渋

滞を招いている交

差点に、右左折レ

ーン等を整備するこ

とにより、スムーズ

な通過交通の確保

を図ります。 

大 規 模 交

差 点 の 改

良箇所数 

累計 13

箇所 

H22 

累計8箇

所 

H12 

累計 8

箇所 

H13 

累 計 9

箇所 

H14 

累計9箇

所 

H15 

△ Ｃ 道路管理者など関係者との

協議・調整に時間を要したた

め、計画より遅れています。 

しかし、交通渋滞の早期緩

和と安全性の向上のため、

年次計画等を見直しながら、

今後も継続的に取り組みま

す。 

建設部

道路課 

公共用水域の水質

を保全し、居住空間

の快適性を高める

ため、地域特性に

応じた効果的、効率

的な生活排水処理

事業を進めます｡ 

公 共 下 水

道における

処 理 人 口

普及率 

70% 

H15 

80% 

H22 

63.9% 

H11 

67.4% 

H13 

68.9% 

H14 

70.6% 

H15 

建設部

下水道

建設課 

総合的な

生活排水

処理事業 

河川等の公共用

水域の水質を保

全し、居住空間の

快適性を高める

ため、地域特性に

応じた効果的・効

率的な生活排水

処理事業を進め

ます。 
生活排水処理基本

計画の計画区域と

下水道等の整備が

見込めない区域で

50 人以下の合併処

理浄化槽設置を補

助します。 

★ 生 活 排

水 処 理 率

（補助対象

区 域 内 の

合 併 処 理

浄 化 槽 の

設置率） 

12.3% 

H15 

9.2% 

H12 

10.2% 

H13 

11.2% 

H14 

12.3% 

H15 

○ Ａ 公共下水道については、計

画どおり整備を進め、目標を

達成するとともに、認可区域

外については、合併処理浄

化槽設置補助を実施するこ

とで、両事業による効果的な

整備を進めることが出来まし

た。 

広域合併の実施に併せ、新

たに生活排水処理の事業調

整を行い、新市として今後も

下水道整備を推進していき

ます。 

環境部

環境保

全室 

市街化区

域内未利

用地等整

備事業 

市街化区域内未

利用地の有効な

土地利用を促進

します。 

市街化区域内の未

利用等について、

合理的な土地利用

の促進と、地域の

主体的な取組みを

支援するために、宅

地化等促進のため

の施策を充実して

有効利用を図りま

す。 

市 街 化 区

域内適正な

土 地 利 用

へ の 転 換

面積 

220ha(

残 93ha) 

H22 

0ha( 残

313ha) 

H１2 

12ha(

残

301ha) 

H13 

28ha( 残

285ｈａ) 

H14 

19ha( 残

266ｈａ) 

H15 

△ Ｃ H15 年度は、土地利用基本

方針の検討を進めました

が、基本計画の策定には至

りませんでした。 

一方、土地利用の転換は進

んでいますが、開発条件（接

道条件）が悪く自主的な宅地

への転換が困難な地区が、

取り残されていくと考えられ

ます。 

市街化区域内の土地は、都

市計画的には市街化を促進

する区域ですから、法制度

の適用や市の支援などによ

り未利用地の宅地化を促進

します。 

建設部

都市計

画課 
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集落地区

等整備事

業 

市街化調整区域

内の農村集落地

域やコミュニティ

の維持が懸念さ

れる地域につい

て、快適な生活環

境の整備を図りま

す。 

市街化調整区域内

において、地域の主

体的な取組みと協

働し、集落地区等

の生活環境整備を

図ります。 

立 地 基 準

の策定によ

るまちづくり

支 援 制 度

の整備 

地区計画

制度の導

入及び開

発行為許

可条例化

区域の設

定 

H15 

― ― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

△ Ａ 都市計画法改正に伴う市街

化調整区域の土地利用の緩

和策として、立地基準条例を

Ｈ16 年 6 月議会に上程し成

立しました。6月28日に公布

し、9 月 1 日施行されます。

引き続き、地域主体のまち

づくりの手法として、地区計

画制度の適用基準を策定し

ます。 

建設部

都市計

画課 

幹線道路

等整備事

業 

国県道等の主要

な幹線道路を補

完する補助幹線

道路を整備するこ

とで、道路交通ネ

ットワークを強化

し、交通の円滑化

と安全性の向上

を目指します｡ 

京町西田線（国道２

６４号バイパスまで

の区間）、宮本今Ｃ

７号線（２期）、筑後

川堤防道路（国道２

１０号から鎮西橋区

間）、津福本荒木Ｃ

８５９号線（１期）等

の整備を推進しま

す。 

道 路 整 備

率 

62.2% 

H15 

28.5% 

H12 

47.1% 

H13 

47.1% 

H14 

51.7% 

H15 

△ Ｃ 津福本荒木Ｃ８５９号線（1

期）工事が完了しましたが、

全体としては目標を達成でき

ませんでした。 

今後、年次計画等の見直し

を行い、効果的・効率的な整

備を進めていきます。 

建設部

道路課 

農村総合

整備事業 

農村集落の生活

環境の改善や農

業用施設の生産

基盤とともに一体

的な整備を行い

ます。 

集落道、用排水路、

集落排水、コミュニ

ティ広場、クリーク、

ため池等の整備を

行います。 

農 業 集 落

排 水 整 備

地区数 

1 地 区

着手 

H16 

― 0 

H13 

0 

H14 

0 

H15 

× Ｃ 農道、ため池等の整備を行

う農村振興総合整備事業は

計画どおり進んでいますが、

農業集落排水事業について

は合併による新整備計画策

定を前に着手予定が 2 年延

期されることとなりました。 

今後、生活排水基本計画を

見直す予定であり、事業の

手法や規模、年次計画の変

更を行います。 

農政部

農村整

備課 

経 年 管 布

設 替 完 了

率 

54.7% 

(128.5/2

35 ㎞) 

H15 

41.3% 

(97.0/23

5 ㎞) 

H12 

45.8% 

(107.6/

235 ㎞) 

H13 

50.7％ 

（119.2/

235 ㎞） 

H14 

55.9％ 

（131.3/2

35 ㎞） 

H15 

経年管改

良事業 

配水管の機能が

落ちてきている材

質の管(経年管)を

新しいものに取り

替えて、漏水を防

止し、水道水を安

定してお届けする

ようにします。 

現在配水管には使

用していませんが、

以前布設し、機能

が落ちてきている①

昭和43年以前に布

設した非ライニング

鋳鉄管、②非ライニ

ング鋼管を経年管

(総延長 235.0 ㎞)と

位置付け、重点的

に取り替えを行って

いきます。 

経 年 管 漏

水件数 

70 件以

下 

H15 

78 件 

H12 

67 件 

H13 

65 件 

H14 

67 件 

H15 

○ Ａ 目標達成しており、今後も計

画的に事業に取り組むこと

が適当です。 

なお、今後、効率性の観点

からの成果指標の検討が必

要と考えています。 

水道ガ

ス部施

設整備

課 

天然ガス

導入事業 

市民生活に欠か

すことのできない

ガスエネルギー

を、環境への影響

を抑えながら長期

にわたって安定し

てお届けするた

め、二酸化炭素

の排出量が少なく

埋蔵量が豊富な

天然ガスへの切

り替えを行い、環

境にやさしい街づ

くりを進めます。 

現在の石油系のブ

タンガスから天然ガ

スにスムーズに切り

替えるため、設備を

整備するとともに、

使用中の器具の調

査を事前に行い、

必要な部品をあら

かじめ取り寄せてお

き、平成 14 年度に

切り替えのための

器具調整作業を地

域的に順次実施し

ていきます。 

天然ガス供

給戸数 

28,345

戸 

(ブタン

ガ ス 0

戸) 

H15 

0 戸 

(ブタンガ

ス27,120

戸) 

H12 

0 戸 

(ブタン

ガ ス

27,272

戸) 

H13 

27,385

戸 

(ブタン

ガス 0

戸) 

H14 

27,644

戸 

(ブタンガ

ス0 戸) 

H15 

△ ※ 

事

業

完

了 

導入事業としては完了し、概

ね目標が達成しています。 

今後、ガス事業全体の運営

として、経営的な視点での指

標設定を行うこととします。 

水道ガ

ス部総

務 

注）指標名欄の「★」印は、新総合計画策定後新たに設定した指標です。 
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（２）魅力ある都市景観づくり 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

都市景観

形成基本

計画策定

事業 

都市景観に対す

る高い市民意識

に応え、未来へ向

けて個性的で美し

い都市景観を創

ります。 

都市景観形成基本

計画策定、条例制

定を行うことで、市

民と行政の協動に

よる長期的な視点

に立った都市景観

の保全、整備、充実

を促進します。 

都 市 景 観

形 成 基 本

計 画 の 策

定と景観条

例の制定 

都 市景

観基本

計画の

策定 

H16 

景 観 条

例の制

定 

H17 

ー ― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

― Ｃ Ｈ15 年度に、現在の久留米

市域における優れた景観資

源の調査をしましたが、4 町

との合併の具体化及び景観

緑三法(※)制定を受け、基本

計画の策定と条例の制定に

ついては、見送りました。 

新市発足以降に、事業内

容、事業規模、年次計画等

を見直し、改めて事業を進め

ます。 

（※）景観法・都市緑地保全

法等の一部を改正する法

律・景観法の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法

律 

建設部

都市計

画課 

電線類地

中化事業 

美しい街並みを

形成するため都

心部や周辺市街

地の魅力ある都

市景観や、歩行

空間を確保しま

す。 

良好な都市景観の

実現、快適な歩行

空間を確保するた

め、国・県と連動し

て一体的な電線類

の地中化を図りま

す。 

市 道 の 電

線 類 地 中

化の延長 

累 計

5.0km 

H22 

累計 

2.6km 

H12 

累 計

2.6km 

H13 

累 計

2.6km 

H14 

累 計

2.6km 

H15 

△ Ｃ 整備を進めていますが、関

係機関との協議・調整に時

間を要したため、計画より遅

れています。 

今後、年次計画等の見直し

を行い、効果的・効率的な整

備を進めていきます。 

建設部

道路課 

（３）安全・安心なまちづくり 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

総合治水

対策事業 

市内中小河川の

流域について、浸

水被害の早期軽

減を図ります。 

筑後川の浸水対策

等を国や県との緊

密な連携のもとに

進め、市内中小河

川については、浸

水対策基本計画を

策定し、｢水害に強

いまちづくり｣のため

の効果的な整備を

図ります。特に、市

街地において被害

が集中する筒川・池

町川等について、

浸水対策を進めま

す。 

浸 水 解 消

箇所数 

3 箇所 

H15 

9 箇所 

H22 

― 3 箇所 

H13 

3 箇所 

H14 

4 箇所 

H15 

○ Ａ 雨水貯留施設の整備や河川

改修など、浸水個所の特性

に応じた整備を進め、目標を

達成しました。 

しかし、浸水被害は、近年の

降雨傾向である短時間の集

中豪雨や、都市化の進展に

よる保水、遊水、浸透機能な

どの低下により、増加傾向

にあります。 

浸水の解消は、快適な市民

生活にとって重要な課題で

あり、今後も継続的に整備を

進めます。 

建設部

河川課 

下水道

建設課 

地域を対象に防災

訓練や防火講習

会、救急講習会等

を実施し、自主防災

組織の核となりうる

防災リーダーの養

成に取り組みます。 

防災リーダ

ーの養成地

域数 

105 地

域 

H22 

0 地域 

Ｈ13 

0 地域 

H13 

0 地域 

H14 

15 地域 

H15 

消防本

部警防

課 

地域防災

組織等推

進事業 

市民に対する防

災知識の普及啓

発や 救命処置が

できるバイスタン

ダーを養成するこ

とにより、地域や

事業所での自主

防災体制を整備

するとともに、地

域ごとの防災ネッ

トワークづくりを促

進し、市民と消防

の協働による「安

全・安心なまちづ

くり」を目指しま

す。       

救命率を向上させ

るために、地域や事

業所において、一般

救急法指導・普通

救命講習・上級救

命講習等を実施し、

バイスタンダーの養

成(そばに居合わせ

た人による早期応

急手当の実施)に取

り組みます。 

救 命 講 習

修了者数 

9,500 人 

Ｈ15 

20,000

人 

H22 

3,736 人 

Ｈ11 

7,474

人 

H13 

9,271 人 

H14 

11,544

人 

H15 

○ Ｂ バイスタンダー養成につい

ては、計画的に進捗しており

成果も順調に得られている

ため、今後も計画的に取り組

むことが適当です。 

自主防災組織結成の推進に

おいては、成果としての防災

リーダーの養成は順調に進

んでいますが、事業目的達

成の観点からは、地域全体

としての体制作りが重要で

あるため、より効果的な方策

を検討する必要があります。 

消防本

部救急

防災課 
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救急・消

防防災拠

点整備事

業 

救急・消防防災拠

点として、各地域

ごとの施設や資

機材の整備、職

員等の知識・技能

の充実強化など、

高度化・複雑化す

る救急・消防業務

に対応していくた

めの体制基盤を

整備し、行政サー

ビスの充実を図り

ます。 

西部地域の防災拠

点施設として、新西

出張所を建設する

とともに高規格救急

車を配備し、初動体

制の充実を図りま

す。 

西部地域に

おける高規

格 救 急 車

現 場 到 着

時 間 の 短

縮（約3分） 

7.9 分 

Ｈ17 

10.9 分 

Ｈ11 

9.8 分 

H13 

7.8 分 

H14 

6.3 分 

H15 

○ ※ 

事

業

完

了 

西出張所整備については、

高規格救急車を配備したこ

とにより目標を達成し、施設

についても、H16年度完成で

事業完了予定です。 

消防本

部総務

課 

河川改修

事業（準

用河川） 

洪水による被害を

防除し、周辺住民

の生活環境の保

全を図ります。 

法に基づき管理す

る市管理河川（準用

河川）を指定し、国

の補助事業等によ

り整備します。準用

河川指定河川数：8

河川指定区間総延

長：L=21,050ｍ 

改修率 

（指定区間

延長に対す

る改修済延

長の率） 

79% 

H15 

73% 

H12 

74% 

H13 

77% 

H14 

80% 

H15 

○ Ａ 整備目標については、達成

することができました。 

今後も、浸水箇所の解消を

効果的に進めていくために、

流域対策（河川への流入抑

制）との効果的な連携を図

り、継続的に整備を進めま

す。 

建設部

河川課 

 

３．清潔感あふれるまちに 

（１）環境に配慮したまちづくり 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

市 庁 舎 内

のエネルギ

ー使用量の

抑制 

・電気使用

量 

 

 

97.8kwh

/㎡ 

H12 

 

 

95.6kw

h/㎡ 

H13 

 

 

0.5％減 

（97.3kw

h/㎡） 

H14 

 

 

1.2%増 

(99.0kwh

/㎡) 

H15 

・ガス使用

量 

16.6 �/

㎡ 

H12 

14.3 �

/㎡ 

H13 

1.2％減 

（16.4 �

/㎡） 

H14 

11.4%減 

14.7 �/

㎡） 

H15 

・水道使用

量 

0.52 �/

㎡ 

H12 

0.54 �

/㎡ 

H13 

1.9％増 

（0.53 �

/㎡） 

H14 

3.8%増 

(0.54 �/

㎡) 

H15 

・コピー用

紙使用量 

11,779,6

20 枚 

H12 

11,189,

323 枚 

H13 

4.5％減 

(11,250,

395 枚) 

H14 

1.4%減 

(11,617,1

05 枚) 

H15 

・公用車燃

料使用量 

824 ㍑/

台 

H12 

862 ㍑/

台 

H13 

7.6％増 

（887 ㍑

/台） 

H14 

11.2%増 

(916 ㍑/

台) 

H15 

環境負荷

低減行動

推進事業 

地球温暖化防止

実行計画の推進

や市の率先行動

による市全体へ

の波及効果、更

には市庁舎にお

けるエネルギー

消費量の削減等

を図り、市民や事

業者の環境負荷

低減等に対する

啓発を推進しま

す。 

地球温暖化対策実

行計画を実効性の

ある計画とするた

め、市庁舎のＩＳＯ

14001 を取得し、環

境への負荷低減を

継続的に実践しま

す。 

・廃棄物排

出量（ごみ

袋 使 用 枚

数） 

各 H12

比 1%削

減 

14,501

枚 

H12 

13,784

枚 

H13 

13.1 ％

減 

（12,598

枚） 

H14 

15.2%減 

(12,290

枚) 

H15 

△ Ｂ 一部では目標達成できてい

ない成果指標項目もありま

すが、概ね目標達成ができ

ており、今後も計画的に事業

に取り組むことが適当です。 

ただし、更なるエネルギー削

減方策や、市民・事業所へ

の啓発の充実などにおい

て、検討が必要と考えます。 

環境部

ＩＳＯ推

進室 

環境教室・

学 習 会 の

参 加 者 数

（年間） 

3,500 人 

H15 

3,271 人 

H11 

1,522

人 

H13 

1,231 人 

H14 

1,763 人 

H15 

環 境 保 全

協 定 締 結

数（累計） 

18 件 

H15 

0 件 

H11 

0 件 

H13 

0 件 

H14 

0 件 

H15 

環境基本

計画推進

事業 

市民・事業者・行

政が主体的に参

加、連携して｢持

続的発展が可能

な環境都市｣の実

現を図ります。 

環境学習や環境教

育を推進し、市民の

主体的な取組みを

支援します。また、

環境保全協定の締

結などにより事業者

の行動を支援しま

す。 

★ 市 民 環

境 大 学 の

参加者数 

50 人 

H15 

― 

H13 

― 

H14 

48 人 

H15 

42 人 

H15 

× Ｂ 成果目標は達成されていま

せんが、環境に配慮したま

ちづくりにおいて、市民・事

業者との協働による有意義

な取り組みであり重点的に

取り組むべき事業でありま

す。 

しかし、より一層の成果を挙

げるため、その手法につい

て、有効性、効率性の観点

から継続的に検討を行う必

要があります。 

環境部

環境政

策推進

課 

注）指標名欄の「★」印は、新総合計画策定後新たに設定した指標です。 
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（２）生活環境の保全と向上 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

★ 環 境 美

化ボランテ

ィア推進事

業 の 参 加

団体数及び

参加者数 

100 団

体 、

2,000 人 

Ｈ15 

― ― 

H13 

106 団

体 

23 個人 

4,295 人 

H14 

124 団体 

24 個人 

4,741 人 

H15 

環境美化

促進事業 

ポイ捨てなどによ

る散乱ごみのな

い、清潔感あふ

れる美しいまちづ

くりの実現を目指

します。 

市民と行政が協働

した美化清掃活動

の充実や、環境美

化促進についての

啓発活動などに取

り組みます。 

ポイ捨てご

みの収集推

計量(ボラン

ティア袋使

用枚数によ

る推計)の削

減率 

対 H11

比 

－6% 

H15 

－20% 

H22 

(60 ﾄﾝ) 

H11 

55%増 

(93 ㌧) 

H13 

18%増 

(71 ㌧) 

H14 

31%増 

(79 ㌧) 

H15 

△ Ａ ポイ捨てごみの収集量の増

加は、市民ボランティア活動

の活性化の現れであり一時

的なものと受け止められま

す。事業目的である「清潔感

あふれる美しいまちづくり」

達成に向けて、市民の美化

活動意識の日常化への更な

る啓発などの取り組みが必

要と考えています。 

環境部

環境政

策推進

課 

注）指標名欄の「★」印は、新総合計画策定後新たに設定した指標です。 

 

（３）循環型ごみ処理システムづくり 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

リサイクル

率 

19%の維

持 

H22 

19% 

H11 

18.1% 

H13 

17.7% 

H14 

17.5% 

H15 

ご み 減

量・分別

リサイク

ル推進事

業 

市民・事業者・行

政が一体となり、

ごみ減量・リサイ

クルを推進し、清

潔感あふれるま

ちづくりを目指し

ます。 

新たな法整備への

対応や、事業系一

般廃棄物対策を重

点的に図り、ごみ減

量・リサイクルを目

指します。 

分 別 排 出

が悪い集積

所（Ｃラン

ク）率 

可 燃

14%、資

源 31% 

H15 

可 燃

8% 、 資

源 18.5% 

H22（対

H11 比

半減） 

可 燃

16%、資

源 37% 

H11 

可 燃

10%、資

源 22% 

H13 

可 燃

8%、 

資 源

19% 

H14 

可 燃

6%、 

資源 17% 

H15 

△ Ｂ 分別排出が悪い集積所の削

減については、一定の目標

達成ができていますが、リサ

イクル率の維持について

は、ごみ総量の増加により

目標達成ができていませ

ん。更なるごみ減量対策とと

もに、市民への効果的な啓

発が必要と考えています。 

環境部

リサイ

クル推

進室、

業 務

課、施

設課 

リサイク

ル関連施

設整備事

業 

新しい中間処理施

設の整備に併せ、

リサイクル関連施

設を総合的に整備

し、循環型ごみ処

理システムの構築

を図ります。 

不燃物や粗大ごみ

の破砕選別施設等

を総合的に整備し

ます。 

不 燃 物 や

粗 大 ご み

（不燃物）

の 最 終 処

分率 

70% 

H20 

100% 

H11 

― 

(100%) 

H13 

― 

(100%) 

H14 

― 

(15%) 

H15 

― Ｃ 循環型ごみ処理システムの

構築のために有効な事業で

すが、新しい中間処理施設

の整備にあわせた検討が必

要です。 

（ ）は、現施設での参考値

です。 

環境部

建設課 

次期中間

処理施設

整備事業 

現中間処理施設

の耐用年数以降

の廃棄物処理施

設として、現処理

施設更新との整

合を持った処理

方式による施設を

整備し、廃棄物の

長期的安定処理

を行います。 

廃棄物の長期的な

安定処理に向け

て、新技術による循

環型を目指した次

期中間処理施設を

建設します。 

最 終 処 分

率（最終処

分量／総ご

み発生量） 

10% 

H20 

13% 

H10 

― 

(11%) 

H13 

― 

(11%) 

H14 

― 

(11%) 

H15 

― Ｃ ごみ減量施策等により、これ

まで次期中間処理施設の整

備を先送りしてきましたが、

廃棄物の長期的に安定した

処理のためには必要な事業

であり、計画的に取り組むこ

とが重要です。更なるごみ減

量施策も含め総合的なごみ

処理施策の中で施設のＨ22

年度完成を目指します。 

（ ）は、現施設での参考値

です。 

環境部

建設課 

新埋立地

（第一処

分場）整

備事業 

一般廃棄物の市

域内での長期的

な安定処理を目

指し、市域内に一

般廃棄物最終処

分場を整備しま

す。 

より安全で安定した

廃棄物処分を可能

とする一般廃棄物

最終処分場を高良

内町杉谷地区に整

備します。 

焼却灰・不

燃 物 の 市

域 内 処 理

率 

100% 

H15 

0% 

H12 

― 

(0%) 

H13 

― 

(0%) 

H14 

― 

(0%) 

H15 

― Ｃ 当初計画より遅れているも

のの、一般廃棄物の長期的

な市域内処理を行うため必

要な事業であり、年次計画

の見直しを含め確実に実施

することが適当です。 

（ ）は、現施設での参考値

です。 

環境部

建設課 
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新埋立地

（第ニ処

分場）整

備事業 

一般廃棄物の市

域内での長期的

な安定処理を目

指し、市域内に一

般廃棄物最終処

分場を整備しま

す。 

より安全で安定した

廃棄物処分を可能

とする一般廃棄物

最終処分場を高良

内町杉谷地区に整

備します。 

焼却灰・不

燃 物 の 市

域 内 処 理

率 

100% 

H20 

0% 

H12 

― 

(0%) 

H13 

― 

(0%) 

H14 

― 

(0%) 

H15 

― Ｃ 当初計画より遅れているも

のの、一般廃棄物の長期的

な市域内処理を行うため必

要な事業であり、年次計画

の見直しを含め確実に実施

することが適当です。 

（ ）は、現施設での参考値

です。 

環境部

建設課 

リサイクル

活 動 団 体

数 

305 団

体 

H15 

269 団体 

H12 

272 団

体 

H13 

262 団

体 

H14 

260 団体 

H15 

★リサイク

ル 活 動 団

体 の 回 収

量 

3,660 ㌧ 

H15 

3,561 ㌧ 

H12 

3,334

㌧ 

H13 

3,121 ㌧ 

H14 

3,081 ㌧ 

H15 

資源回収

活動活性

化事業 

リサイクル活動に

取り組む優良団

体の表彰や奨励

金の交付によりご

み減量リサイクル

に関する市民意

識の向上を図りま

す。 

リサイクル活動（資

源回収等）の優良

団体への表彰や団

体に対する奨励金

の交付を行います。 

★リサイク

ル 活 動 推

進 団 体 表

彰数 

40 団体 

H15 

22 団体 

H12 

24 団体 

H13 

24 団体 

H14 

20 団体 

H15 

△ Ｂ 成果目標は、社会的な環境

変化の中で未達成ですが、

リサイクルの推進、および市

民意識の向上において一定

の成果が認められます。 

今後は、地域等の状況に即

したリサイクルの推進を図り

ます。 

環境部

リサイ

クル推

進室 

リサイク

ル品利用

促進事業 

市民から提供さ

れた不用品の再

使用促進等によ

り、ごみ減量・リ

サイクルを図りま

す。 

不用品を安価で提

供するリサイクルホ

ットラインとホーム

ページ上での情報

提供を行う情報提

供システムを運用し

ます。 

リサイクル

広 場 登 録

件数（年間

の 利 用 件

数） 

500 件 

H15 

73 件 

H12 

30 件 

H13 

23 件 

H14 

62 件 

H15 

× Ｂ リサイクルの促進において、

多様な媒体としての不用品

情報システムの取り組みは

意義がありますが、効率性

の観点からの見直しが必要

と考えます。 

環境部

リサイ

クル推

進室 

上津クリ

ーンセン

ター焼却

灰対策事

業 

埋立物の安全性

の向上を目指し、

安全で安心できる

ごみ処理システ

ムづくりを図りま

す。 

上津クリーンセンタ

ー内に焼却灰を薬

剤、セメント固化に

よる重金属の溶出

を防止するための

灰固形化施設を整

備します。 

焼 却 灰 の

重 金 属 溶

出 防 止 対

策 の 実 施

率 

100% 

H13 

0% 

H12 

100% 

H13 

― ― ○ ※ 

事

業

完

了 

H13 年 6 月に灰固形化施設

を設置し目標達成ができまし

た。 

環境部

建設課 

注）指標名欄の「★」印は、新総合計画策定後新たに設定した指標です。 

 

４．外で活動したくなるまちに 

（１）会話がはずむ空間づくり 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

リバーサイ

ドパーク年

間 施 設 利

用者数 

338,000

人 

H22 

263,000

人 

H12 

292,739

人 

H13 

400,068

人 

H14 

306,807

人 

H15 

都市基幹

公園整備

事業 

市民の休息・スポ

ーツ・レクリエｰシ

ョンの場を提供す

ると共に、広域的

都市魅力の創出

を図ります。 

市民の休息・スポー

ツ・レクリエｰション

の場として、筑後川

リバーサイドパ－

ク、津福公園を整備

します。 津 福 公 園

の 年 間 施

設 利 用 者

数 

100,000

人 

H22 

30,000

人 

H12 

26,836

人 

H13 

13,280

人 

H14 

5,465 人 

H15 

△ Ａ 工事による利用禁止期間が

生じた施設もあり、利用者数

は減少しましたが、それ以外

の施設では、目標を達成し

ました。 

都市の緑地拠点としての機

能形成や、市民のレクリェー

ション、憩い、更には防災機

能等を確保するために、今

後とも継続的に整備を進め

ます。 

建設部

公園緑

地課 

（２）歩きたくなる道づくり 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

コミュニテ

ィ道路等

整備事業 

住宅地の道路に

求められる生活

空間としての機能

の再生を図りま

す。 

住宅地､商業地にお

いて、コミュニティ道

路等の整備を計画

的に進め、道路に

は車の低速化を図

る植栽等を配置し、

道路空間を歩行者､

生活者優先の安全

快適な空間にしま

す。 

整 備 地 区

数 

累 計 3

地区 

H22 

累計1地

区 

（日吉町

ブ ロ ッ

ク） 

H12 

累計 1

地区 

（日吉

町ブロ

ック） 

H13 

累 計 1

地区 

（日吉町

ブ ロ ッ

ク） 

H14 

累計1地

区 

（日吉町

ブロック） 

H15 

× Ｃ 整備予定地区の関係者との

協議・調整が図れず、事業を

計画どおり進めることができ

ませんでした。 

今後、年次計画等の見直し

を行い、歩行者、生活者優

先の道路空間づくりを継続

的に進めます。 

建設部

道路課 
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（３）自転車が似合うまちづくり 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

自転車利

用環境整

備事業 

自転車を利用し

やすい都市づく

り・子どもや高齢

者が自転車で安

全に移動できる

環境づくりを推進

します。 

自転車利用を促進

するため、自転車利

用環境整備基本計

画を策定するととも

に、モデル地区を設

定し、自転車道や

駐車場整備を図り

ます。 

中 心 市 街

地における

自 転 車 道

路ネットワ

ークの形成 

中 心市

街 地 に

お け る

自転車

道 路 ネ

ットワー

ク の 形

成 を 目

指 し ま

す 

H22 

― 

 

― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

― Ｃ 国県道管理者との協議・調

整の遅れ等から、実施個所

の選定に至らず、整備スケ

ジュールは遅れています。 

引き続き各道路管理者との

調整・連携を進め、年次計画

等を見直し、市事業である電

線類地中化や歩道設置事

業、街路事業等と連携しな

がら、ネットワークを整備し

ます。 

建設部

道路課 

（４）ユニバーサルデザインのまちづくり 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

バリアフ

リー促進

事業 

高齢者､障害者を

はじめ､すべての

市民が社会参加

できるまちづくり

に取り組みます。 

「人にやさしいまち

づくり整備基本計

画」を策定し、PR す

るとともに、モデル

地区を設定して民

間を含めた建築物

の改修などを推進

します。 

建物のバリ

アフリー改

修 工 事 件

数 

15 件  

H22 

― ― 

H13 

― 

H14 

2 件 

H15 

― Ａ 「人にやさしいまちづくり整備

基本計画」に基づき、支援事

業のＰＲを行いながら、目標

達成に向けて計画どおり進

んでいます。今後も継続的

に実施します。 

建設部

建築指

導室 

バリアフ

リー歩行

空間ネッ

トワーク

整備事業 

高齢者､障害者を

はじめ､誰もが気

軽に外出し、活動

できる道路環境

整備を図ります。 

西鉄久留米駅周辺

等において､重点的

なバリアフリー対策

を推進し、誰もが快

適に、安心して活動

できるように、歩行

空間の整備とバリ

アフリー化を進めま

す。（重点整備地

区：西鉄久留米駅

周辺、ＪＲ久留米駅

周辺、西鉄花畑駅

周辺） 

重 点 整 備

地 区 の 整

備地区数 

3 地区 

H22 

― 

 

― 

H13 

― 

H14 

2 地区 

H15 

― Ａ 路線の整備については、計

画どおり進んでいます。 

今後も高齢者、障害をもつ人

等が、自立した日常生活や

社会生活を営むことが出来

る環境整備を継続的に進め

ます。 

建設部

道路課 
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Ⅱ．市民一人ひとりが輝く都市久留米 

１．人権が尊重されるまちに 

（１）人権意識の確立 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

人 権 教

育・啓発

推進事業 

地域に根ざした人

権教育啓発活動

の推進により、差

別をなくす意志と

実践力を身につ

けた豊かな人権

感覚を持った人

間の育成を目指

します。 

市内全中学校区（１

３校区）に「人権の

まちづくり推進協議

会」を設置し、学校

と地域が連携し、地

域主体の人権教

育・啓発を進めま

す。 

「人権のま

ちづくり推

進協議会」

の設置数 

5 中 学

校区 

H15 

13 中学

校区 

H22 

1 中学校

区 

H11 

2 中学

校区 

H13 

4 中 学

校区 

H14 

5 中学校

区 

H15 

○ Ａ 小・中学校の連携がスムー

ズに進められ、また、校区人

権協の積極的な取り組みも

あり目標を達成できました。 

設置済みの校区の取り組み

が順調に進んでいる中で、

他校区でも設立に向けた動

きが活発になり、残るほとん

どの校区でも、現在の年次

計画よりも早く準備計画が進

んでいます。 

教育文

化部人

権・同

和教育

室 

人権啓発

センター

運営事業 

人権問題を正しく

認識し、自らの課

題として取り組む

市民の育成を図

ります。 

同和問題を中心とし

た常設展示や講演

会・学習会の開催、

また人権問題に関

する情報・資料の収

集及び提供、広報

等を行います。 

人権啓発セ

ンター年間

入場者数 

15,000

人以上 

H15 

― 8,791

人 

H13 

9,384 人 

H14 

9,795 人 

H15 

× Ｂ 特別展では、一定の入場者

がありましたが、小学生、中

学生の入場者が思ったよう

に伸びませんでした。 

魅力ある展示内容にするた

め、展示内容の更新、充実

を図っていくとともに、センタ

ーの活動について、さらに多

くの機会で情報発信に努め

ます。 

市民部

人権啓

発セン

ター 

（２）男女の自立と男女共同参画社会の実現 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

男 女 平 等

推進センタ

ー稼動率 

64% 

H15 

70% 

H22 

（参考） 

62% 

H11: 勤

労 婦 人

センター 

44% 

H13 

47% 

H14 

60% 

H15 

男女平等

推進セン

ター事業 

男女の自立と性

差別撤廃を目的

とした事業を行

い、男女共同参

画社会の実現を

目指します。 

男女平等推進のた

めの様々な事業に

取り組みます。 

・女性問題解決の

ための講座、研修、

相談事業、調査研

究事業 

・女性（男性）問題

に関する図書資料

の収集・提供 

・男女平等を進める

市民活動、交流の

支援 

男 女 平 等

推進センタ

ー利用者数 

30,000

人 

H15 

35,000

人 

H22 

（参考） 

16,000

人 

H11: 勤

労 婦 人

センター 

71,210

人 

H13 

80,529

人 

H14 

85,198

人 

H15 

△ Ａ 拠点施設であるセンターで

の事業が市民の間に浸透し

つつあり、男女平等を推進

する市民の主体的な活動の

支援策として効果がありまし

た。 

今後も、センターのＰＲ強化

や自主グループの育成・活

動支援に取り組みます。 

市民部

男女平

等推進

センタ

ー 

 

２．多様な市民活動が連帯するまちに 

（１）市民活動の支援 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

市民活動

サポート

センター

整備事業 

市民活動団体や

ボランティアが、

主体的に多様な

活動を展開できる

環境を整備しま

す。 

市民活動サポート

センター施設の整

備を行い、市民によ

る運営体制を確立

します。 

久留米ボラ

ンティア情

報ネットワ

ークへの市

民 活 動 団

体登録数 

210 団

体 

H15 

250 団

体 

H22 

165 団体 

H11 

213 団

体 

H13 

235 団

体 

H14 

258 団体 

H15 

○ Ａ 

  

市民活動団体の登録数は目

標を達成しました。 

今後、団体の自立度・成熟

度を高めるため、団体間の

ネットワーク構築の観点から

市民活動サポートセンター

設置の検討をすすめます。 

市民部

市民活

動振興

室 
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総合的なま

ちづくり推

進 体 制 再

編整備に取

り組んだ校

区数 

27 校区 

H22 

― 0 校区 

H13 

6 校区 

H14 

6 校区 

H15 

校区コミ

ュニティ

ネットワ

ーク事業 

各々の校区内の

自治会や校区公

民館などの各種

団体、事業所、グ

ループ、サーク

ル、個人等をネッ

トワーク化し、校

区住民により自

主的、主体的にま

ちづくり活動が推

進されるよう振興

を図ります。 

住民参加のコミュニ

ティ形成をとおして

のまちづくり推進の

ためにモデル校区

を設置して、コミュニ

ティ組織の在り方を

検討、校区公民館

や校区まちづくり委

員会等の再編整備

を行い、まちづくり

計画を策定します。 

まちづくり

計画を策定

する校区数 

27 校区 

H22 

― 0 校区 

H13 

0 校区 

H14 

0 校区 

H15 

△ Ｂ 6 校区でまちづくり推進体制

の整備が進みましたが、今

後も事務局体制の強化や各

種団体等との調整が必要で

す。 

コミュニティ再編は、「協働の

まちづくり」の基盤を整備す

ることであり、今後も、まちづ

くり計画を策定することがで

きる体制の整備を推進しま

す。 

市民部

市民活

動振興

室 

市民セン

ター多目

的棟建設

事業 

地域における市

民活動の拠点を

整備し、多様な市

民活動の場の提

供や充実を図りま

す。 

市内５ヶ所の市民セ

ンターに市民センタ

ー多目的棟を建設

し、運営します。 

多 目 的 棟

の主な施設

(体育館・ホ

ール及び会

議室等 )の

稼働率 

多 目的

ホ ー ル

稼動率 

90% 

会 議 室

等稼働

率 

50% 

H15 

多 目 的

ホ ー ル

稼 働 率 

84.7% 

会 議 室

等 稼 働

率 

38.4% 

H11（筑

邦 市 民

センター

のみ） 

多目的

ホール

稼働率

85.5% 

会議室

等稼働

率 

53.1% 

H13 

多 目 的

ホ ー ル

稼働率

88.2% 

会 議 室

等稼働

率 

55.6% 

H14 

多 目 的

ホ ー ル

稼 働 率

92.1% 

会 議 室

等 稼 働

率 

51.1% 

H15 

○ Ｂ ホールの利用率が90％を超

え、利用者が定着しつつあり

ます。 

今後、多目的棟のより一層

の利用促進を図るため、新

しい利用者層を掘り起こすと

ともに、利用者の主体的な

活動を促進します。 

市民部

総務 

（２）豊かな生涯学習 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

歴史博物

館整備事

業 

多様な生涯学習

支援施設の一つ

として、市民の皆

さんがふるさとの

歴史や風土など、

地域の歴史文化

を学び交流する

など、生涯を通じ

た学習の場として

活用できるよう整

備します。 

地域の歴史と文化

を学ぶ拠点施設で

ある歴史博物館を

建設します。また、

地域にとって貴重な

資料の調査・収集・

保存・公開（活用）を

行います。 

歴 史 博 物

館 年 間 利

用者数 

30,000

人以上 

H22 

― ― 

（参考） 

文化財

収蔵館

企画展

等利用

者数 

4,936

人 

H13 

― 

（参考） 

文 化財

収蔵館

企画展

等利用

者数 

6,817 人 

H14      

― 

（参考） 

文 化 財

収 蔵 館

企 画 展

等 利 用

者数 

4,031 人 

H15      

― Ｃ 展示会の内容やＰＲ不足も

あり企画展の入場者数は伸

びませんでした。 

厳しい財政状況の中で、老

朽化した文化財収蔵館の改

修・整備も視野に入れ計画

の見直しを検討します。 

教育文

化部文

化財保

護課 

えーるピ

ア久留米

活用事業 

えーるピア久留米

を会場に、今日的

なテーマで多様な

講座を実施し、市

民の皆さんの主

体的な学習活動

を促進し、豊かな

生涯学習社会づ

くりを進めます。 

高齢者、成人、子ど

もなど対象別に、多

様な内容で市民教

養講座を行います。 

えーるピア

久 留 米 稼

働率及び利

用者数 

稼働率 

61.7% 以

上 

利 用 者

数 

396,000

人        

H15                

（参考） 

中 央 公

民 館 等

稼 働 率

55.4% 

利 用 者

数

200,000

人 

H11 

稼働率 

49% 

利用者

数 

257,024

人 

H13 

稼働率 

54% 

利 用 者

数 

286,022

人 

H14 

稼働率 

60% 

利 用 者

数 

317,593

人 

H15 

△ Ａ 生涯学習の拠点として利用

が伸びており、稼働率につ

いてはおおむね目標を達成

できました。 

定員に対しての利用者数が

少なかったため、利用者総

数は目標を下回りましたの

で、今後はより効果的な主

催事業の開催や施設運営な

ど集客に努めます。 

教育文

化部生

涯学習

センタ

ー 

校区公民

館事業費

助成事業 

地域における市

民の主体的なコミ

ュニティ活動や社

会教育活動を促

進します。 

校区公民館の事業

費（人件費、維持管

理費、機材整備費

など）の一部を補助

金として交付しま

す。 

校 区 公 民

館 の 利 用

者数 

620,000

人 

H15 

565,000

人 

H11 

597,000

人 

H13 

595,000

人 

H14 

605,000

人 

H15 

△ Ｃ 目標数値には達していませ

んが、校区公民館の利用者

数は増加傾向にあります。 

活動が活発な校区公民館の

取り組みを他の校区公民館

に波及させていくなど、全て

の校区公民館活動の活発化

を促進します。 

 

市民部

市民活

動振興

室 
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（３）多様で魅力ある市民文化の振興 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

個性を生

かす文化

事業 

本市の文化芸術

の歴史や伝統、

人材等の地域資

源を生かした個

性的・魅力的な文

化事業を行うこと

により、市民が誇

りと都市アイデン

ティティを実感で

きるような文化芸

術の振興と個性と

活力ある都市づく

りを目指します。 

青木繁記念大賞公

募展、丸山豊記念

現代詩賞、賢順記

念全国箏曲祭、芸

術の薫る都市づくり

事業、青木繁旧居

保存事業などに取

りくみます。 

文 化 事 業

参 加 者 数

(青木公募

展、全国箏

曲祭、丸山

現 代 詩 賞

の応募者・

入場者数) 

3,700 人 

（応募者

585 人、

入場者

3,115

人） 

H15 

3,303 人 

（応募者

553 人、

入 場 者

2,750

人） 

H11 

3,930

人 

（応募

者 452

人、入

場 者

3,478

人） 

H13 

4,530 人 

（応募者

543 人、

入場者

3,987

人） 

H14 

5,699 人 

（応募者

672 人、

入 場 者

5,027

人） 

H15 

○ Ｃ 郷土の芸術家を記念した文

化事業を実施することで、全

国に文化都市としての情報

を発信するなど、一定の事

業効果がありました。 

参加者の水準が高くなる一

方で、企業協賛支援等は逓

減傾向にあり、今後、市民が

参加しやすい事業へと抜本

的に見直す必要がありま

す。 

市民部

市民文

化振興

室 

市民文化

振興体制

の充実事

業 

積極的な市民文

化活動を促し、文

化的魅力と活力

溢れるまちづくり

を行います。 

（財）久留米文化振

興会やカルキャッチ

くるめなどの文化団

体の活動充実と文

化情報ネットワーク

整備・芸術文化研

究を行います。 

文 化 事 業

後援数（市

と久留米文

化振興会と

カルキャッ

チくるめの3

団体による

後 援 数 の

合計） 

135 件 

H15 

123 件 

H11 

129 件 

H13 

128 件 

H14 

121 件 

H15 

△ Ａ 目標数値には達していませ

んが、今後も、市民（団体）に

よる自主的な文化事業や活

動を後援・支援することで、

さらに市民主体の文化活動

を促進します。 

市民部

市民文

化振興

室 

（４）活力あふれる市民スポーツの振興 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

スポーツ

施設の整

備活用事

業 

多様な市民スポ

ーツニーズに応え

るための施設の

環境整備と、その

活用による生涯

スポーツを振興し

ます。 

市民スポーツのニ

ーズに応える施設

整備として、新西部

地区体育館を建設

するとともに、西田

テニスコートの整備

を行います。 

スポーツ施

設 の 稼 働

率及び利用

者数 

稼 働率

67% 

利 用 者

数

129,000

人 

H15 

稼 働 率

70% 

利 用 者

数

145,000

人 

H22 

稼 働 率

64％ 

利 用 者

数

114,700

人 

Ｈ11 

稼働率

65.5% 

利用者

数

106,116

人 

H13 

稼 働 率

60.1% 

利 用 者

数

123,160

人 

H14 

稼 働 率

62.9% 

利 用 者

数

134,435

人 

H15 

○ Ｂ 利用者数は年々増加してお

り、目標を達成できました。

今後はスポーツ教室・講習

会などの開催を行う際、多く

の市民のみなさんに参加し

ていただけるよう広報方法

の改善を行います。 

性別体力の如何を問わず、

幅広い年齢層の人々が取り

組める各種教室等を数多く

開催する等、スポーツ人口

を増加することが稼働率や

利用者増につながると考え

ております。 

教育文

化部体

育スポ

ーツ課 

生涯スポ

ーツ振興

体制の整

備事業 

スポーツに対する

多様な市民ニー

ズに応え、生涯ス

ポーツの仕組み

づくりを図るととも

に、地域スポーツ

の振興を図りま

す。 

生涯スポーツ推進

のため、スポーツに

対する市民の意識

啓発を図るととも

に、その活動のベ

ースとなる総合型地

域スポーツクラブの

設立を図ります。 

※総合型地域スポ

ーツクラブとは、子

どもから高齢者まで

が、身近で手軽に

参加できる文化・ス

ポーツクラブです。 

総 合 型 地

域スポーツ

クラブ設立

数 

クラブ数

2 

H15 

クラブ数

0 

H11 

クラブ

数 0 

( 準 備

委員会

設立 1) 

H13 

クラブ数

1 

H14 

クラブ数

3 

H15 

○ Ｂ 市内全域での普及啓発によ

ってクラブ設立の機運が高

まり、また財政支援（スポー

ツ振興くじ）もあったため目

標を超える設立数となりまし

た。 

様々な世代が関わる生涯ス

ポーツの場として有効な事

業ですが、財源確保や事業

の効率性の点から、今後、

見直し改善が必要と思われ

ます。 

教育文

化部体

育スポ

ーツ課 
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３．子どもの笑顔があふれるまちに 

（１）安心して子どもを産み育てられる環境づくり 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

地域子育

て促進事

業 

子育て中の保護

者の相互援助的

な子育て支援活

動及び子育てボ

ランティア活動の

支援・促進を図り

ます。 

相互交流や相談,情

報の収集・提供、活

動の場の提供等の

機能を備えた(仮称)

「子育て交流プラ

ザ」を整備し,運営し

ます。 

子育て交流

プラザ利用

者数（来所

者数） 

9,900 人 

H15 

20,000

人 

H22            

― ― 

H13 

19,180

人 

H14 

44,551

人 

H15 

○ Ａ 年間を通して目標を大きく超

える利用があり、一定の成

果を達成できました。今後

は、市民主体の施設として、

施設の運営を市民の手に委

ね、より効果的な事業実施を

推進していくために、計画的

に団体の育成等に取り組

み、また、委託後の事業の

あり方などについても検討し

ていきます。 

保健福

祉部児

童保育

課 

地域子育て

支援センタ

ー事業実施

保育所数  

3ヶ所 

Ｈ15       

1ヶ所(晴

明 保 育

園内) 

Ｈ12        

1ヶ所 

H13     

2ヶ所 

H14 

3ヶ所 

H15 

地域子育

て支援セ

ンター事

業 

保育所の施設や

子育て専門知識

を有する保育士を

活用して、子育て

家庭の育児不安

の解消や保護者

相互の交流促進

等の育児支援を

行います。 

育児不安等の相談

指導・子育て情報

の提供・子育てサー

クルの育成・支援を

行います。また、さ

らなる子育て支援

の充実を目指して、

地域子育て支援セ

ンターを計画的に整

備していきます。 

子育て支援

教 室 へ の

参加者数 

1590 人 

Ｈ15 

1053 人 

Ｈ11 

1521 人 

H13 

1,796 人 

H14 

1,826 人 

H15 

○ Ａ 地域の子育て支援の拠点と

して、事業目的に合った成果

が一定達成できました。 

今後も利用者の状況等を把

握しながら事業に取り組み

ます。 

保健福

祉部児

童保育

課 

一 時 保 育

事 業 実 施

施設数                               

12ヶ所 

Ｈ15      

10ヶ所 

Ｈ12       

12ヶ所 

H13   

13ヶ所 

H14 

16ヶ所 

H15 

特別保育

事業 

保護者の勤務形

態の多様化等に

伴う保育ニーズ

の変化に対応し

た児童福祉の増

進を図ります。 

延長保育事業・一

時保育事業を行い

ます。 

一 時 保 育

事 業 月 延

べ受け入れ

数   

560 人 

Ｈ15 

465 人 

Ｈ12 

561 人 

H13 

575 人 

H14 

608 人 

H15 

○ Ａ 目標値を上回る施設で事業

への取り組みが行われ一時

的・緊急的な保育需要への

対応に成果がありました。今

後とも保育需要に応じた事

業推進を行います。 

保健福

祉部児

童保育

課 

（２）生き生き育つ教育環境づくり 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

２１生き

活きスク

ール事業 

地域の教育力を

取り入れることな

どにより、地域に

開かれた特色あ

る学校づくりを推

進し、生きる力の

育成を図ります。 

総合的な学習を中

心に、地域人材の

活用、地域社会で

の体験活動などを

支援します。学校評

議員制度を、小・

中・養護・高校の全

体で導入します。 

児 童 生 徒

が地域に出

かけ、主体

的な活動を

行う「地域

活 動 時 間

数」 

年間 30

時間 

H15 

年間 35

時間 

H22 

年間 1～

5 時間 

H11 

小学校 

11.9 時

間 

中学校 

8.4 時

間 

H13 

小学校 

25.9 時

間 

中学校 

13.7 時

間 

H14 

小学校 

31.1 時

間 

中学校 

14.1 時

間 

H15 

△ Ｂ 小学校については目標を達

成しましたが、中学校ではイ

ンターネットを活用した情報

収集など地域活動以外の活

動が活発に行われ、また総

合学習の総時間数の問題も

あり目標を達成できません

でした。今後は、学校規模に

応じた「均一的な支援」から、

学校の提案に応じて予算配

当を行う「学校提案」へのシ

フトなど事業の見直し・改善

を図りながら、体験活動等を

通じて児童・生徒の主体性・

創造性を向上させる事業とし

て継続的に取り組みます。 

教育文

化部学

校教育

課 

学校施設

の整備充

実事業 

児童・生徒等の安

全を確保し、多様

で新しい学習活

動に対応するとと

もに、地域におけ

る学習拠点として

学校施設の整備

充実を図ります。 

老朽化した学校施

設の大規模改造を

推進します。また、

校舎の増改築に当

たっては、地域等と

の交流を促進する

ため、校区公民館

などの生涯学習施

設等との複合化の

検討や、地域への

開放を念頭に置い

た施設の整備に取

り組みます。 

昭和 46 年

以 前 建 築

物 の 大 規

模 改 造 事

業実施率 

72% 

H15 

100% 

H22 

47.3% 

H11 

60.8% 

H13 

63.4% 

H14 

68.9% 

H15 

△ Ａ 計画を進めていますが、財

政状況が厳しい中、目標を

やや下回っています。 

施設の老朽化も著しいた

め、今後も継続的に取り組

みます。 

教育文

化部施

設整備

課 
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中学校心

の教育推

進事業 

学校や家庭等で

の悩みを持つ生

徒のストレスを和

らげるとともに、

早期の段階で対

応法を発見し、心

のゆとりを回復し

ます。 

中学校において、生

徒が悩み等を気軽

に話すことができ、

心のゆとりが持てる

ように支援するため

の心の教育相談員

を配置します。 

校内暴力・いじめ・

不登校等の問題に

対応するため、専門

的な知識と経験を

有するスクールカウ

ンセラー（臨床心理

士等）による教育相

談を実施します。 

不 登 校 生

徒数 

171 人

（対 H11

比、30%

減） 

H15 

244 人 

H11 

235 人 

H13 

230 人 

H14 

282 人 

H15 

× Ｂ 国の方針に先行したスクー

ルカウンセラー配置の充実

など、教育相談体制の強化

を図っていますが、家庭問

題を要因とする不登校の増

加や小学校の不登校児童数

の増加など、より早期段階

からの相談・支援活動が必

要となっています。 

教育文

化部学

校教育

課 

学校施設

の維持管

理事業 

学校施設におい

て、子どもたちの

安全性の確保を

図るとともに、現

在の生活水準や

新しい学習内容

の展開に対応し

た学校施設の維

持改善、機能確

保を図ります。 

学校施設において、

老朽化対策、維持

補修を実施し、安全

性の確保を図るとと

もに、心の教室整

備など子どもたちの

状況や多様な学習

指導方法に対応し

た施設の環境整備

を進めます。 

施 設 環 境

指 標 得 点 

6,200 点以

下 の 学 校

数（毎年 5

月 1日現在

調査） 

            

8 校 

H15 

18 校 

H12 

10 校 

H13 

10 校 

H14 

5 校 

H15 

○ Ａ 計画どおりに進展し、目標を

達成しました。 

厳しい財政状況の中ではあ

りますが、施設の老朽化も

著しいため、今後も継続的に

取り組みます。 

※施設環境指標得点とは、学習

関係諸室・屋内外運動場等の標

準的に整備すべき項目と、ラン

チルーム・クラブハウス等の整

備することが望ましい項目を４

分野に分類・配分し、各分野の

得点を合計したものです。 

教育文

化部施

設整備

課 

（３）豊かな心を育む地域環境づくり 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

青少年総

合研修施

設整備事

業 

多様な体験活動

や集団活動ので

きる拠点を整備

し、子どもたちの

自然とのふれあ

いや様々な人と

の交流体験を通

じて、自主性・主

体性・社会性な

ど、総合的な生き

る力を育てます。 

自然環境が豊かな

地域に、宿泊研修

等ができる青少年

のための総合研修

施設を整備し、集団

活動・野外活動・異

年齢活動・体験活

動などの機会や場

を提供し、充実した

青少年教育に取り

組みます。 

年 間 施 設

利用者数 

施 設利

用者数 

20,000

人        

H22 

― ― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

― Ｃ 広域合併や財源対策等の課

題がありますが、現在は施

設整備に向けての調査研究

を行っています。 

今後は、施設整備のあり方

について検討する必要があ

ります。 

教育文

化部生

涯学習

センタ

ー 

わくわく

遊友体験

事業 

子どもたちに不足

している、生活・

社会体験活動の

機会を提供し、豊

かな創造性・自主

性・協調性とたく

ましく生きる力を

育てます。 

通学合宿を行いな

がら、生活体験・社

会体験・自然体験

の多彩なカリキュラ

ムを実施します。 

事 業 参 加

後の「家事

や 地 域 行

事 等 へ の

活 動 参 加

率の向上」 

75%         

Ｈ15 

― 62% 

H13 

56% 

H14 

57% 

H15 

△ Ｂ 生活・社会体験活動を通じて

子どもの創造性・自主性・協

調性を醸成する事業として、

参加者・保護者ともに非常に

満足度が高く、また、青少年

育成の観点から継続的に取

り組む必要はありますが、そ

の効果が目標数値には反映

できませんでした。今後とも

カリキュラムの見直しなどよ

り効果的な改善を行います。 

教育文

化部生

涯学習

センタ

ー 

青少年育

成総合推

進事業 

年々凶悪化し、社

会問題化する青

少年による非行、

犯罪行為を防止・

抑制し、学校、地

域、家庭が一体と

なって、明るくたく

ましい子どもたち

の健全育成を推

進します。 

青少年育成市民会

議や各校区の青少

年対策協議会など地

域や市民主体の団

体、学校等との連携

を強化し、青少年の

非行防止及び健全

育成のための意識

啓発や、市民が一体

となった実践活動を

推進します。また、街

頭巡回の強化等によ

る個別指導強化及び

電話や面談による相

談業務の充実を図り

ます。 

年 間 少 年

補導件数 

2,970 件 

（対 H11

比 10%

減） 

H15 

3,307 件 

H11 

2,250

件 

H13 

3,255 件 

H14 

4,666 件 

H15 

× Ｂ H11～13 年度にかけて減少

傾向にあった補導件数は

H14 年度以降の補導や警察

の取り組み強化に伴い増加

しました。 

特に、深夜徘徊や喫煙など

の不良行為少年が増加して

おり、事業の必要性は益々

大きくなっています。今後

は、個々の事業の改善・統

廃合を行い、効果的な事業

実施をめざします。 

教育文

化部青

少年育

成セン

ター 
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４．健康で生きがいがもてるまちに 

（１）健康の保持・増進対策の推進 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

運動による

健康管理を

する人の割

合     

40％ 

Ｈ22             

― ― 

H13 

23.1% 

H14 

― 

H15 

健康久留

米 21 事

業 

地域特性に応じ

た健康に関する

生活習慣の数値

目標を定め,健康

づくりに対する市

民の意識の醸成

を図り,生活習慣

病の予防を目指

します。 

健康に関する実態

調査を実施し、その

結果を踏まえ、健康

久留米 21 プランを

策定します。また、

プランの数値目標

を達成するために、

市民の自主的・主

体的な健康活動を

支援する事業を実

施します。 

食生活によ

る健康管理

をする人の

割合（朝食

を欠食しな

い人） 

90％ 

Ｈ22 

― ― 

H13 

82.6% 

H14 

― 

H15 

― Ａ H14 年度に実態調査を行

い、プランを策定しました。

H15 年度は市民の皆さんへ

周知することを中心に事業

を展開しました。 

今後は目標達成に向けて具

体的な事業を実施していき

ます。 

保健福

祉部保

健医療

課 

ウォーキン

グ事業を実

施する校区

数                                                                                                                                 

25 校区 

Ｈ15 

27 校区 

Ｈ22 

10 校区 

Ｈ12      

15 校区 

H13   

20 校区 

H14 

22 校区 

H15 

健康ウォ

ーキング

事業 

市民の健康づくり

意識に基づいた

自主的・主体的な

健康活動である

ウォーキング活動

を促進します。 

ウォーキングマップ

やウォーキング事

業を実施する校区

を支援します。 

ウォーキン

グ大会参加

者数              

4,900 人 

Ｈ15 

8,000 人 

Ｈ22 

2,134 人 

Ｈ12 

3,194

人 

H13 

3,542 人 

H14 

3,856 人 

H15 

△ Ｂ 実施校区数、大会参加者数

とも目標には達しませんでし

たが、引き続き全校区でウォ

ーキングマップ作成と大会を

実施します。 

また、参加者数の増加を図

るための具体策を検討し、ウ

ォーキング人口の増加を図

ります。 

保健福

祉部保

健医療

課 

基 本 健 康

診 査 の 受

診者数 

16,360

人 

Ｈ15 

14,452

人 

Ｈ12 

16,098

人 

H13 

18,174

人 

H14 

19,440

人 

H15 

老人保健

（ヘルス）

事業 

高齢社会の到来

や疾病構造の変

化等に対し、保

健･医療・福祉の

連携を図りなが

ら、健康の保持増

進及び疾病の予

防に努めます。 

個別健康教育、総

合健康相談、健康

手帳の交付、基本

健康診査、ガン検

診、家庭訪問指導、

機能訓練などを行

います。 
集 団 健 康

教 室 の 参

加者数 

6,100 人 

Ｈ15 

3,571 人 

Ｈ12 

3,698

人 

H13 

2,166 人 

H14 

4,206 人 

H15 

○ Ｂ 基本健診受診者数は達成し

ていますが、国の健康教育

の方針が「集団から個人へ」

と変化する状況において、久

留米市も個別健康教育の充

実へと移行しているため、集

団健康教室の参加者数は伸

びておりません。 

今後は国の状況変化に応じ

た計画の目標値の見直しを

行います。 

保健福

祉部保

健医療

課 

 

５．やさしさと思いやりの見えるまちに 

（１）障害者福祉の充実 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

障 害 者 福

祉 施 設 の

整備状況                 

100%

（8/8） 

Ｈ17 

56% 

Ｈ12              

75%(6/

8ヶ所) 

H13 

75%(6/8

ヶ所) 

H14 

88% (7/8 

ヶ所) 

H15 

障害者福

祉施設整

備促進事

業 

障害の高度化や

介護者の高齢化

等に対応するた

めに、障害者の

自立・更生を支援

する施設の整備

に対し、民間によ

る積極的な取組

みを促進します。 

障害者福祉施設の

整備を図る設置者

に対し、助成を行い

ます。 
知 的 障 害

者 入 所 施

設・通所施

設 の 利 用

者数 

419 人 

Ｈ17 

 

291 人 

Ｈ12 

312 人 

H13 

330 人 

H14 

356 人 

H15 

― Ｂ 計画どおりに進展していま

す。 

今後は国・県の動向や福祉

ニーズの変化、広域合併等

に伴う状況をふまえ、目標の

設定を検討する必要があり

ます。 

保健福

祉部障

害者福

祉課 

障害児・

者自立支

援事業 

障害児・者の自立

を支援するため

に、幼児期からの

発達支援・自立訓

練事業を総合的

に展開し、障害者

福祉の充実を図

ります。 

医療,看護、リハビリ

テーションなどの総

合的療育や、発達

支援事業・自立訓

練事業・専門相談

事業・在宅支援・生

活支援事業・デイサ

ービス（レスパイト）

を行います。 

発 達 支 援

事業・自立

訓 練 事 業

へ の 登 録

者数 

400 人 

Ｈ22 

（参考） 

227 名 

Ｈ 13( 幼

研 及 び

心理リハ

ビリテー

ション登

録者数) 

― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

― Ｃ H15年度から身体・知的障害

児(者)の分野に障害者支援

費制度が導入されたことに

よって、計画策定時と比較し

て状況が大きく変化していま

す。 

障害者支援費制度の動向や

広域合併に伴う状況変化を

ふまえ、慎重に検討する必

要があります。 

保健福

祉部障

害者福

祉課 
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障害者社

会参加促

進事業 

ノーマライゼーシ

ョンの理念の実現

に向けて、障害者

のニーズに応じた

事業を実施し、積

極的な社会参加

の促進を図りま

す。 

点訳･要約筆記・手

話奉仕員などの養

成や派遣、スポーツ

を通じた障害者や

家族などの交流を

目的としたパラリン

ピックの開催、自転

車運転免許取得費

や車両改造の一部

助成、生活訓練事

業を行います。 

奉 仕 員 の

派遣を利用

した障害者

(延べ人数)

の伸び 

753 人 

（基準か

ら 10％

増） 

Ｈ15 

685 人 

Ｈ11 

785 人 

H13 

703 人 

H14 

960 人 

H15 

○ Ａ 目標数値を上回る利用があ

り、障害者の社会参加の機

会が増加するにつれて、参

加意欲も向上しているようで

す。 

今後も手話ができない中途

失聴障害者や高齢者の方な

ど、個別・多様化するニーズ

にあわせて、派遣内容の幅

を広げ、社会参加を促進で

きるように検討を図ります。 

保健福

祉部障

害者福

祉課 

（２）高齢者福祉の充実 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

施 設 の 整

備状況         

100% 

（ 23/23

ヶ所） 

Ｈ16 

36% 

H12    

52% 

(12/23) 

H13 

91% 

(21/23) 

H14 

148% 

(34/23) 

H15 

高齢者福

祉施設整

備促進事

業 

高齢者保健福祉

計画に定める老

人福祉施設を計

画的に整備する

ために、民間によ

る積極的な施設

整備の取組みの

支援を行います。 

老人福祉施設の整

備（新築・増改築に

要する施設整備及

び設備整備）を行う

者に対して補助金

を交付します。 通所サービ

ス及び介護

老 人 福 祉

施設・グル

ー プ ホ ー

ム・ケアﾊｳ

ｽ・生活支

援ﾊｳｽの利

用者数 

2,880 人 

Ｈ16 

1,945 人 

Ｈ12 

2,422

人 

H13 

2,950 人 

H14 

3,329 人 

H15 

○ Ｂ 目標を超えた施設整備が行

われ、利用者数も大きく伸び

ています。 

施設整備については、高齢

者保健福祉計画に基づき整

備していきますが、補助金財

源等の問題もあり、交付の

あり方を検討する必要があ

ります。 

保健福

祉部長

寿介護

課 

介 護 予

防・生活

支援事業 

日常生活上支援

を必要とする高齢

者に対し、必要な

サービスを提供

することにより、

住み慣れた地域

で可能な限り自

立した生活が出

来るように支援を

行います。 

生活支援ホームヘ

ルプサービス、生き

がいデイサービス、

寝具洗濯乾燥サー

ビス、生活管理指

導短期宿泊事業、

高齢者配食サービ

ス、訪問理美容事

業、自立生活支援

教室、外出支援事

業等を実施します。 

福祉サービ

スの適切な

提供（待機

者数） 

待 機者

0 名 

Ｈ15 

待機者 0

名 

Ｈ12 

待機者

0 名 

H13 

待 機 者

0 名 

H14 

待機者 0

名 

H15 

○ Ｂ 計画どおりに進展していま

す。介護保険の給付費の軽

減と高齢者の健康維持・増

進のため実施している事業

で、市の関与は一定必要と

思われます。 

今後、個々の事業の利用状

況やコスト軽減、利用者の満

足度など有効性・効率性の

点から検討を行います。 

保健福

祉部長

寿介護

課 

家 族 介 護

教 室 実 施

校区数 

20 校区 

Ｈ15 

6 校区 

Ｈ12 

延14校

区 

(8 回実

施) 

H13 

延 18 校

区 

(6 回実

施) 

H14 

延 20 校

区 

(6 回実

施) 

H15 

家族介護

支援事業 

高齢者を介護して

いる家族等の身

体的、精神的、経

済的負担の軽減

を図るとともに、

要介護高齢者の

在宅生活の継

続、向上を図りま

す。 

家族介護教室の実

施や、家族介護慰

労金事業（年額 12

万円）を行います。 

家 族 介 護

教 室 受 講

人数 

延 1,200

人 

Ｈ15 

延364人 

Ｈ12 

延 754

人 

H13 

延 921

人 

H14 

延 1,162

人 

H15 

△ Ｂ ほぼ計画どおりに進展して

います。 

介護の技術や知識を習得で

きる機会を提供することは、

高齢者の介護を直接担う家

族にとって有益な事業です

ので、内容や依託先の変更

など見直し・改善を行いなが

ら今後も効果的な事業実施

に努めます。 

保健福

祉部長

寿介護

課 

高 齢 者 家

族 食 生 活

改 善 教 室

の 延 べ 開

催校区数・ 

参加者数 

延 12 校

区 

660 人 

Ｈ15 

2 校区 

78 人 

Ｈ12 

延 5 校

区 

延 157

人 

H13 

延 8 校

区 

延 359

人 

H14 

延 12 校

区 

延450人 

H15 

介護予防

事業 

高齢者が、可能

な限り介護を受け

ずに、自立した生

活が営めるよう

に、特に寝たきり

防止に焦点を当

てた事業を実施

し、高齢者が活き

活きと暮らし、健

康寿命を延伸す

ることを目的とし

ます。 

高齢者のいる家族

を対象に高齢者の

食生活等に関する

教室や、転倒を予

防するための教室

を開催します。 

転 倒 予 防

教 室 の 延

べ 開 催 校

区数 

延 12 校

区 

Ｈ15      

0 校区 

Ｈ12 

延 2 校

区 

H13 

延 5 校

区 

H14 

延 10 校

区 

H15 

△ Ｄ 高齢者家族食生活改善教室

は、より効果的な事業実施

に向け、長寿介護課実施の

自立支援教室のメニューで

行っていきます。 

転倒予防教室は、目標校区

数は達成できませんでした

が、参加者に転倒危険度の

改善がみられます。H15 年

度から老人保健事業に移管

し実施しています。 

 

保健福

祉部保

健医療

課 
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（３）援護策の推進 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

成 年 後

見・相談

事業 

痴呆性高齢者・知

的障害者など判

断能力が低下し

た人を権利侵害

から擁護するた

め、法律に基づ

き、後見等の申し

立てを行なうとと

もに、制度の周知

や相談を行い、適

切な制度適用を

図ります。 

成年後見制度の活

用において、市の役

割である申し立て事

務・相談業務・啓発

事業等を行います。 

相談事業に

おける体制

整備状況 

権 利侵

害等か

ら 擁 護

す る た

めの体

制 を 整

備 し ま

す 

― 相談体

制整備

済 

（参考） 

相談件

数 20

件・市

長申立

1 件・講

演会 1

回 

H13 

相 談 体

制整備

済 

（参考） 

相 談件

数 21 件 

(うち専

門 家 に

よ る 相

談 1 件) 

H14 

相 談 体

制 整 備

済 

（参考） 

相 談 件

数 58 件 

(うち専

門 家 に

よる相談

14 件、) 

H15 

○ Ａ 高齢化が進展する中、年々

相談件数が増加していま

す。 

H13 年度に本庁担当課内に

相談体制を整備しました。 

高齢化社会における問題解

決の手段として有効な事業

ですので、より一層の制度

の周知や事業の充実を図り

ます。 

保健福

祉部障

害者福

祉課、

長寿介

護課 
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Ⅲ．地力と風格のある都市久留米 

１．知恵と技術を創造するまちに 

（１）次代を拓く新たな産業の創出 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

新事業創

出支援体

制充実事

業 

新産業・新技術の

創出を促進するこ

とで、地域産業の

浮揚を図ります。

特に、高度技術

産業集積活性化

計画において設

定した重点産業

分野等に力点を

置き、産業技術都

市くるめを創りま

す。 

企業と研究機関等

とを引き合わせる産

学コーディネートの

促進支援や、起業

化のため大学等か

らの技術シーズの

移転支援を行いま

す。また、地域プラ

ットホーム機関の連

携、協力体制の確

立を図ります。 

法で認定さ

れた新事業

開拓を行う

企業数 

① 中 小 企

業 創 造 活

動法 

② 新 産 業

創 出 促 進

法 

12 社 

Ｈ15 

24 社 

Ｈ22 

10 社 

Ｈ12 

①8 社 

②2 社 

12 社 

①10 社 

②2 社 

H13 

14 社 

①12 社 

②2 社 

H14 

15 社 

①13 社 

②2 社 

H15 

○ Ａ 法で認定された新事業開拓

を行う企業数は、目標を達成

しました。今後も、新産業の

創出を支援するため、事業

に取り組みます。 

商工部

新産業

創出支

援室 

新規事業

化プロジ

ェクト誘

致・設置

事業 

バイオ等最先端

分野の研究開発・

産業の拠点化を

進め、地域産業

の浮揚を図りま

す。 

バイオテクノロジ-

等に関する新規研

究プロジェクトの立

ち上げ支援及び立

ち上げ後研究開発

促進のための支援

を行います。 

新規事業プ

ロジェクト立

ち上げ件数 

3 件（累

計） 

Ｈ15 

10 件(累

計) 

Ｈ22 

１件 

Ｈ12 

1 件 

（累計） 

H13 

2 件 

（累計） 

H14 

4 件 

（累計） 

H15 

○ Ａ 新規事業プロジェクトの立上

げ件数は、目標を達成でき

ました。今後も KRP、地域の

大学、研究実施機関等と連

携した取り組みにより、新規

プロジェクトの採択を目指し

ます。 

商工部

新産業

創出支

援室 

開発・創

業者支援

事業 

新技術の開発や

創業が活性化で

きる事業環境を

整備することによ

り、構造変化する

経済社会に的確

に対応し、さらに

新たな雇用や市

場を生み出すこと

で地域経済の活

性化を図ります。 

起業塾（開業に必

要な知識を講習す

るセミナーの実

施）、新規開業資金

（これから開業する

者への資金面での

支援）、インキュベ

ート機能整備を行

います。 

年 間 新 規

開 業 事 業

所数 

530 件 

Ｈ15 

600 件 

Ｈ22  

507 件 

Ｈ8～Ｈ

11 年平

均 

647 件 

H13 

647 件 

H14 

647 件 

H15 

○ Ａ 年間新規開業事業所数につ

いては、目標を達成しまし

た。今後も商工会議所など

関係機関と連携し、新規開

業者支援を推進します。 

商工部

商工政

策課 

ビーシー

技術開発

研究所出

資事業 

バイオロジカルコ

ントロール技術研

究を一層推進し、

新産業・新技術の

創出、科学技術

の振興による地

域産業の活性化

を図ります。 

天敵ウイルス等を

利用した生物的防

除資材の開発を目

的とする、（株）ビー

シー技術開発研究

所に対し、株式の取

得により出資し、5ヶ

年支援を行います。

（研究期間：平成 11

年 2 月から平成 16

年 3 月） 

商 品 化 本

数 

0 本 

Ｈ15 

1 本 

Ｈ16 

0 本 

Ｈ12 

0 本 

H13 

0 本 

H14 

1 本 

H15 

○ ※

事

業

完

了 

商品化については、Ｈ15 に

生物農薬の製品化を 1 本実

現しました。今後研究の成果

は、福岡バイオインキュベー

ションセンターにおいて、㈱

九州メディカル、(有)マリンバ

イオシステムの研究に引き

継ぎます。 

商工部

新産業

創出支

援室 

（２）活気ある地域産業の振興 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

中小企業

金融対策

事業 

中小企業に対す

る低利の融資を

実現し、中小企業

の振興を図りま

す。 

中小企業融資制

度、団体育成強化

資金を準備していま

す。 

久 留 米 市

中 小 企 業

融 資 制 度

運用率（信

用 保 証 協

会預託分） 

85% 

Ｈ15 

85% 

Ｈ22 

84.6% 

Ｈ12 

89% 

H13 

84.7% 

H14 

79.7% △ Ａ 久留米市中小企業融資制度

運用率は、Ｈ15 年度は目標

を達成できませんでした。今

後も現在の制度をベースに

融資条件の見直しを図りな

がら、資金需要に応じた対

応をしていきます。 

商工部

商工政

策課 
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（３）戦略的な産業集積の促進 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

企業誘致

推進事業 

企業誘致により、

雇用の場の拡

大、産業構造の

高度化、地域産

業の活性化を図

り、高齢福祉社会

を支える産業基

盤を確立します。 

産業団地等への、

医療・健康・バイオ・

情報など次代を担う

産業分野における

企業の誘致数 

産 業 団 地

等へのバイ

オ・情報な

ど次代を担

う産業分野

における企

業 の 誘 致

数 

9 社 以

上 

Ｈ15 

30 社以

上 

Ｈ22 

5 社 

Ｈ12 年

度末 

10 社 

H13 

12 社 

H14 

27 社 

H15 

○ Ａ 医療・情報等の戦略的企業

誘致数については、目標を

達成しました。今後も更なる

企業誘致に取り組みます。 

商工部

企業誘

致推進

課 

分 譲 区 画

数 

30 区画 

Ｈ15 

60 区画 

Ｈ22 

分 譲 済

み8区画

(H12 ま

で） 

内訳：ビ

ジネスパ

ーク6 区

画4社 

ホームア

ルカディ

ア2区画2

社 

分譲済

み15区

画 

内訳：ビ

ジネス

パーク

10 区画

10社 

ホーム

アルカ

ディア 5

区画 5

社 

H13 

分 譲 済

み 17 区

画 

内訳：ビ

ジネスパ

ーク12区

画12社 

ホームア

ルカディ

ア5区画

5社 

H14 

分 譲 済

み 21 区

画 

内訳：ビ

ジネスパ

ーク16区

画 

ホームア

ルカディ

ア5区画 

H15 

オフィス

アルカデ

ィア建設

事業 

職住一体型の新

都市開発を行い、

高次都市機能の

集積、就業の場

の確保、若者の

地域定住を進め、

地域経済の活性

化を図ります。 

新都市空間創造の

ための基盤整備

（道路、公園、雨水

施設、上下水道、電

線地中化など）を進

め、企業の誘致を

図ります。 

★分譲率 50.0％ 

H15 

100％ 

H22 

22.1％ 

H12 

35.2% 

H13 

37.3% 

H14 

41.5% 

H15 

△ Ｂ 大区画から優先して分譲を

進めたため、分譲区画数は

目標には達しませんでした。

また、分譲率もＨ15 年度時

点では目標に届きませんで

したが、Ｈ16 年度にはほぼ

50%を上回る見込みです。 

こんごは、オフィス系の誘致

に加え、利便施設等の誘致

にも力を入れ、早期分譲に

努めていきます。 

商工部

企業誘

致推進

課 

新産業団

地建設事

業 

立地ポテンシャル

の高い地域にお

いて、受け皿とな

る産業団地の整

備を進め、地域産

業の浮揚を目指

します。 

久留米・広川新産

業団地を建設しま

す。 

新たな産業

団 地 へ の

進 出 企 業

数 

0 社 

Ｈ15 

10 社 

Ｈ22 

― 

（ 久 留

米・広川

新 産 業

団 地 建

設中） 

― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

― Ａ 久留米・広川新産業団地を、

H17 年秋の分譲開始に向け

建設中です。 

商工部

商工政

策課 

産業立地

交付金事

業 

新規進出企業に

対し、用地取得費

等の一部を助成

することにより、

次代を担う産業

分野の企業の誘

致、更には雇用

拡大を図ります。 

市内に新たな事業

所を設置するもの

に対し、用地・設備・

雇用に対し、助成を

行います。 

医 療 ・ 健

康・バイオ・

情報など次

代を担う産

業分野にお

ける企業の

誘致数 

9 社 以

上 

Ｈ15 

30 社以

上 

Ｈ22 

5 社 

Ｈ12 

10 社 

H13 

12 社 

H14 

27 社 

H15 

○ Ａ 医療・情報等の戦略的企業

誘致数については、目標を

達成しました。今後も更なる

企業誘致に取り組みます。 

商工部

企業誘

致推進

課 

注）指標名欄の「★」印は、新総合計画策定後新たに設定した指標です。 

 

（４）次代を見据えた地域農業の振興 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

認 定 農 業

者数 

190 人 

H15 

260 人 

H22 

155 人 

H11 

153 人 

H13 

165 人 

H14 

192 人 

H15 

多様な担

い手育成

事業 

農業労働力の減

少や高齢化に対

応して、地域の実

情に応じた多様な

担い手を育成し、

地域農業の振興

を図ります。 

次代の農業を担う

認定農業者、新規

就農者、農業法人

など多様な担い手

の育成を進めます。 新 規 就 業

者数                                

5 人/年 

H15 

5 人/年 

H22 

4 人/年 

H11 

8 人/年 

H13 

5 人/年 

H14 

4 人/年 

H15 

△ Ａ 研修やガイダンスの開催、

機関紙発行を行った結果、

認定農業者及び新規就農者

ともに、おおむね計画どおり

であり、ほぼ所定の目標を

達成しています。 

今後も担い手の中心となる

認定農業者の育成・確保に

ついて、再設定率の低下等

の課題を整理し、計画書作

成指導や新規ＰＲなどの支

援事業を展開します。 

農政部

農林課 
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複合アグ

リビジネ

ス拠点整

備事業 

消費者ニーズの

生産や流通への

直接的反映、農

業や農村の情報

の 積 極 的 な 発

信、安全で安心で

きる農産物の安

定的流通、農産

物流通の複線化

を進め、農家所得

の向上と農業の

振興を図ります。 

消費者志向の多様

化、輸入農産物の

増加が進む中、こ

れまでの輸送園芸

に加え、生産者と消

費者の顔と顔の見

える関係を構築し、

安全で高品質な農

産物を安定的に供

給するファーマーズ

マーケットを整備

し、農産物流通の

複線化と農家所得

の向上を図ります。 

ファーマー

ズマーケッ

トの農産物

販売額 

3 億円 

拠 点 整

備後 

― 

（参考） 

市 内 既

存 朝 市

年 間 販

売額 

60,177

千円 

H12 

― 

（参考） 

62,249

千円 

H13 

― 

（参考） 

61,624

千円 

H14 

― 

H15 

× Ｃ ファーマーズマーケット設置

予定地の確保及び運営主体

候補団体との具体的な合意

形成に時間を要する状況で

す。 

今後も、事業主体候補団体

との協議を進めるとともに、

参加する農業者向けの研

修、情報提供などのソフト面

の充実に努めます。 

農政部

生産流

通課、

みどり

の里づ

くり推

進室 

完 熟 堆 肥

の生産量 

4,500ｔ 

H15 

9,000ｔ 

H22 

1,800t 

H12       

2,400ｔ 

H13 

3,000ｔ 

H14 

6,744t 

H15 

土づくり

推進対策

事業 

良質堆肥の普及

促進、化学肥料

や農薬の低減、

自然循環システ

ムの確立を図りま

す。 

家畜ふん尿の堆肥

化施設（処理施設）

を整備し、良質堆肥

の供給体制を確立

します。※堆肥化施

設整備に対して助

成します。 完 熟 堆 肥

の施用率 

10% 

H15 

20% 

H22 

4% 

H12 

5% 

H13 

6% 

H14 

15% 

H15 

○ Ｂ 個別補助事業で一次処理施

設の整備は進んでおり、指

標である堆肥の生産量及び

田畑施用率も目標を達成し

ています。 

今後とも家畜排せつ物法に

対応するための一次処理施

設の整備は継続して取り組

んでいきます。しかし、二次

処理施設、土づくりセンター

の整備に関しては、一次処

理施設の運営状況、耕種農

家の需要、製品としての堆

肥利用促進策等の状況を踏

まえつつ、十分に検討してい

きます。 

農政部

生産流

通課 

麦・大豆等

の 作 付 面

積 

大豆 

330ｈａ 

麦 

1,100ｈａ 

H15 

大豆 

310ｈａ 

麦 

1,000ha 

H12 

大豆 

364ha 

麦 

1,100ha 

H13 

大豆 

401ha 

麦 

1,151ha 

H14 

大豆 

381ha 

麦 

1,144ha 

H15 

土地利用

型農業生

産性向上

対策事業 

麦・大豆の生産性

向上を図るため、

機械や施設の共

同化と生産体制

の組織化を図りま

す。 

麦・大豆の推進体

制の確立、集団営

農機械の導入、共

同利用施設の整備

を行います。 

★ 大 豆 作

付 団 地 化

の割合 

85% 

(280ha) 

H15 

83% 

(256ha) 

H12 

95% 

(344ha) 

H13 

95% 

(381ha) 

H14 

95% 

(363ha) 

H15 

○ Ａ 補助支援により、目標とした

生産面積の確保は達成でき

ました。 

今後、米政策改革による地

域水田農業ビジョンを作成

し、これに基づき土地利用型

農業の生産性向上と作付面

積の拡大に向けて、引き続

き、支援事業を継続して行っ

ていきます。 

農政部

生産流

通課 

活力ある

高収益型

園芸産地

育成事業 

ソフト・ハードの両

面から園芸産地

の育成強化に取

組み、収益性の

高い園芸農業の

確立を図ります。 

産地強化を図るた

めに必要な生産及

び流通施設の整備

を行います。 

野菜（イチ

ゴ 他 ８ 品

目）・果樹

（柿他３品

目）の作付

面積 

340ha 

H15 

333ha 

H12 

333ha 

H13 

328ｈａ 

H14 

328ha 

H15 

△ Ａ 県の補助等を活用して支援

に取り組み、結果として目標

としていた作付面積は、ほぼ

達成できました。 

事業の性格が、国及び県の

補助事業であり、農業者から

の要望もあることから、市と

しては国・県の動向を踏まえ

つつ、事業を継続していきま

す。 

農政部

生産流

通課 

（財）久留

米市世界

つつじセ

ンター事

業 

久留米市の伝統・

文化遺産である

つつじ類を保存す

ることにより、新

品種の開発及び

優良種苗の供給

を行い、地域の緑

化産業を振興しま

す。 

（財）久留米市世界

つつじセンターへの

支援を行います。 

新 品 種 の

作出数 

1 品種 

H15 

1 品種 

H12 

0 品種 

H13 

0 品種 

H14 

0 品種 

H15 

× Ｂ 新品種「夢かすり」の登録が

間に合わず、また新たな品

種の作出もないため、目標

の達成ができませんでした。 

今後は、新品種の開発のほ

か、情報発信のための「つつ

じデータベース」の構築や

「市民への施設開放」の充実

など、消費者の需要喚起に

よる花き花木農業の振興を

図ります。 

農政部

生産流

通課 
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持続可能

な農業推

進事業 

環境保全と生産

性との調和に配

慮した持続可能

な農業の促進を

図ります。 

環境保全型農業推

進活動の展開、環

境保全型農業技術

の普及、推進体制

の確立を図ります。 

有 機 農 産

物 や 減 農

薬栽培のグ

ループ数 

米 5 グ

ループ 

野 菜 2

グ ル ー

プ 

H15 

米5グル

ープ 

野菜0グ

ループ 

H12 

米 5 グ

ループ 

野菜 1

グルー

プ（ＪＡ

トマト部

会） 

H13 

米 5 グ

ループ 

野 菜 2

グ ル ー

プ（トマ

ト、かぼ

ちゃ） 

H14 

米5グル

ープ 

野菜2グ

ループ 

H15 

○ Ａ 堆肥等による土づくりと減農

薬・減化学肥料を一体的に

行う「エコファーマー」の認証

に向け部会単位で推進を図

りました。その結果、トマト部

会、ダイコン部会、カブ部

会、パトリシア栽培グループ

が認定（申請中含む）を受

け、目標としていたグループ

数の達成ができました。 

今後ともエコファーマーを育

成による、安全・安心な農産

物としての久留米ブランドの

確立に向けて、引き続き、事

業を継続します。 

農政部

生産流

通課 

注）指標名欄の「★」印は、新総合計画策定後新たに設定した指標です。 

 

（５）働きやすい労働環境の整備 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

情報処理

技能者養

成施設の

充実 

久留米コンピュー

タ・カレッジの活

動を通じて、積極

的に情報処理技

能者を養成し、人

材を地域に提供

します。 

（職）久留米コンピュ

ータ・カレッジへの

支援を行います。 

資 格 取 得

率（ソフトウ

ェア開発技

術者試験、

基 本 情 報

技 術 者 試

験、初級シ

ステムアド

ミニストレー

タ試験、ＣＣ

ＮＡ試験ま

たはＭＣＰ

試験等） 

20% 

Ｈ15 

13.8% 

ソフトウェ

ア開発技

術者試験

(旧１種)、

基本情報

技術者試

験( 旧 2

種)、初級

システム

アドミニス

トレータ試

験の合格

者割合 

(H11 年度

卒業生) 

8.8% 

H13 年

度卒業

生 

14.1％ 

H14 年

度 卒業

生 

13.3% 

H15年度

卒業生 

△ Ｂ 資格取得率は目標を若干下

回りましたが、カリキュラム

の再編、コースの新設等、時

代要請に応えた人材育成に

努めており、引き続き、資格

取得率向上に努めていきま

す。 

商工部

労政課 

（社）久留

米市勤労

者福祉サ

ービスセ

ンター助

成事業 

個々の中小零細

企業単独では取

組みが困難な勤

労者に対する各

種福利厚生事業

を実施することに

より働きやすい職

場環境づくりをす

すめ、労働力の

確保と定着、企業

の振興と地域社

会の活性化を目

的としています。 

（社）久留米市勤労

者福祉サービスセ

ンターへの支援を

行います。サービス

センターでは、慶弔

金の給付事業や、

宿泊施設やレジャ

ー施設の割引利用

などの福利厚生事

業を実施します。 

会員数 8,500 人 

Ｈ15 

5,273 人 

(Ｈ13 年

3 月 31

日現在) 

6,040

人 

(H14 年

3 月 31

日 現

在) 

7,480 人 

(H15 年

3 月 31

日現在) 

8,341 人 

(H16年3

月 31 日

現在) 

△ Ａ 会員数は、目標をほぼ達成

しました。今後もさらなる会

員の拡大に取り組みます。 

商工部

労政課 

 

２．アジアに開かれた学術研究のまちに 

（１）学術研究機能の集積促進 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

学術研究

機関・プ

ロジェクト

の誘致・

設置事業 

学術研究機関の

研究集積を生か

し、バイオテクノロ

ジーなどの次代を

担う先端的分野の

学術研究プロジェ

クトの誘致・設置

を進め、学術・文

化・産業活動が活

発に行われる創

造的な地域づくり

を目指します。 

バイオテクノロジー

を中心とした国・県

や民間の先導的な

学術研究プロジェク

トの設置や誘致活

動を行い、既存の

学術研究機関との

連携強化を図りま

す。 

先 導 的 研

究プロジェ

クト誘致・設

置数 

5 件（累

計） 

H22 

(5 件) 

(H1 ～

H11) 

1 件 

H13 

2 件（累

計） 

H14 

4 件(累

計) 

H15 

○ Ａ 先導的研究プロジェクト誘

致・設置数に関しては、H13

～H22 年度の目標設定数値

に対し、達成に向け順調に

推移しています。 

現在久留米市は、バイオ拠

点として、全国的にも認知さ

れつつあります。 

今後も引き続き、新技術の

創造や新産業の創出を目指

して、産学官の連携を促進し

ていきます。 

総合政

策部総

合政策

課 
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学術研究

機能拡充

促進事業 

既存の大学など

の自主的な機能

の拡充・強化を促

進することにより、

九州北部の学術

研究拠点にふさわ

しい学術研究機能

の集積された都市

づくりを図ります。 

大学等の自主的な

機能拡充・強化を促

進するため、新たな

学部学科や大学院

の設置を支援しま

す。 

大 学 等 の

新たな学部

学 科 や 大

学 院 の 新

設数 

2 件（累

計） 

H15 

(2 件) 

(H8 ～

H12) 

1 件 

（久留

米大学

大学院

心理学

研 究

科） 

H13 

6 件 

（累計） 

H14 

6 件 

（累計） 

H15 

○ Ａ 久留米市の学術研究機能の

拡充は順調に進み、目標を

大幅にクリアしました。学術

研究機能は、学術研究都市

づくりの基盤となるものであ

り、今後も引き続きその拡充

を図っていきます。 

総合政

策部総

合政策

課 

（２）大学等の姿が見えるまちづくり 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

キャンパ

ス・タウン

整備事業 

御井地区など既存

の大学等の集積す

る地区で、学生や

地域住民の参画に

よる計画づくりを行

い、学生が様々な

まちづくり活動や

地域活動等に参加

するなど大学等の

姿の見えるまちづ

くりを進めます。ま

た、大学のある街

にふさわしい都市

イメージの形成に

努めます。 

大学等が集積する

御井地区において、

大学等や関係機関

と連携して、大学の

ある街にふさわしい

道路や街路樹緑化

などの周辺環境整

備等についての検

討を行います。 

キ ャ ン パ

ス・タウン

整 備 計 画

の策定 

整 備計

画の策

定 

H15 

― ― 

H13 

― 

H14 

策定して

いない 

H15 

× Ｃ キャンパス・タウンの整備に

ついては、校区まちづくり委

員会が策定する予定の「ま

ちづくり計画」を尊重する必

要があるため、策定に至りま

せんでした。 

また、今後、大学と地域との

連携を推進するために、市と

大学との事業協力体制の構

築を進めるなど、大学が幅

広い分野でのまちづくりに積

極的に参画する体制の整備

を進めます。 

総合政

策部総

合政策

課 

 

３．人と情報が行き交うにぎわいのあるまちに 

（１）にぎわいと豊かな生活文化を創出する商業などの振興 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

商店街空き

店舗率 

6.2% 

Ｈ15 

1.0% 

Ｈ22 

7.7% 

Ｈ12 

7.5% 

H13 

11.4% 

H14 

11.3% 

H15 

都心部商

業活性化

事業 

都市部ににぎわ

いを取り戻す為、

その魅力の充実

と都心部商業の

再構築・活性化を

図ります。 

ＴＭＯによるタウン

マネージメント事業

への支援やTMO等

へのタウンマネージ

メント事業の業務委

託を行います。ま

た、都心部商店街

のＩＴ化を推進しま

す。さらに、都心部

商店街エリアにおけ

るタウンモビリティ

事業を推進します。 

都 心 部 吸

引人口 

157,000

人 

Ｈ15 

218,000

人 

Ｈ22 

131,000

人 

Ｈ10 

― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

△ Ｂ 商店数の激減により空き店

舗率の目標は達成できませ

んでしたが、九州の平均

（13.6％）よりは下回っていま

す。今後は、ＴＭＯや地元商

業者の連携に加えて、ＮＰＯ

や学生など市民の皆さんと

協働して都心部商業の活性

化に取り組みます。 

都心部吸引人口はH16年度

調査予定のため今回の実績

数値はありませんが、現在、

高齢者や障害をもつ人も安

心して街に来て買い物がで

きるタウンモビリティの普及

に取り組んでいます。 

商工部

中心市

街地活

性化推

進室 

都心部商

店街イベ

ント助成 

都心部のにぎわ

い創出、都心部

商業の活性化を

図ります。 

中心市街地活性化

を目的としたくるめ

商業祭、土曜夜市、

都心部商店街イベ

ントなどを支援しま

す。 

都 心 部 吸

引人口 

157,000

人 

Ｈ15 

218,000

人 

Ｈ22 

131,000

人 

Ｈ10 

― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

― Ｂ 都心部吸引人口は、Ｈ16 年

度調査予定のため今回の実

績数値はありませんが、H15

年6月にオープンした久留米

六角堂広場でさまざまなイベ

ントを開催し、9 か月間で約

30 万人が来場しました。今

後も、ＴＭＯ、地元商業者、

市民団体等と連携を推進し、

イベントによる賑わいの場づ

くりに取り組みながら、市民

のふれあいと交流による活

力あるまちづくりを目指しま

す。 

商工部

中心市

街地活

性化推

進室 
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地域商業

活性化事

業 

地域商業の集積

を促進することに

より、地域生活者

にとっての利便性

の向上及び地域

のにぎわいを創

出します。 

地域商業の活性化

に資する空き店舗

入居事業者に対し、

支援を行います。ま

た、久留米南商工

会管内の商店会等

のモデル事業を支

援します。 

郊 外 部 商

店 数 平 均

増加率（隔

3 年調査の

平均値） 

△0.9％ 

Ｈ15 

△3.3％ 

Ｈ７～Ｈ9 

― 

 

△7.4％ 

H9～14 

― 

H15 

× Ｂ 郊外部商店数平均増加率

（Ｈ9～14）は、目標を達成で

きませんでした。今後も地域

における地域商業の役割を

踏まえ、コミュニティに軸足を

おいて検討し、事業を実施し

ます。 

商工部

商工政

策課 

商店街空き

店舗率 

6.2% 

Ｈ15 

1.0% 

Ｈ22 

7.7% 

Ｈ12 

7.5% 

H13 

11.4% 

H14 

11.3% 

H15 

都心部に

ぎわい空

間整備事

業 

都心部のにぎわ

いを取り戻すた

め、その魅力の

充実と都心部商

業の再構築・活性

化を図ります。 

一番街商店街、東

町公園、池町川エリ

アの一体的整備を

推進します。 

都 心 部 吸

引人口 

157,000

人 

Ｈ15 

218,000

人 

Ｈ22 

131,000

人 

Ｈ10 

― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

△ Ｂ 商店数の激減により空き店

舗率の目標は達成できませ

んでしたが、九州の平均

（13.6％）よりは下回っていま

す。これまで、TMOやNPO、

地元商業者の皆さんと都心

部のにぎわいを取り戻すた

めの研究活動を行ってきま

したが、今後はその具体化

に向けて取り組みます。 

都心部吸引人口は、H16 年

度調査予定のため今回の実

績数値はありませんが、今

後も、街を訪れた市民の皆さ

んが快適に買い物や用事を

済ますことができる環境づく

りに取り組みます。 

商工部

中心市

街地活

性化推

進室 

（２）人が集い楽しむ場と機能の整備 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

花畑駅周

辺土地区

画整理事

業 

中心市街地の一

角である花畑駅

周辺地区におい

て、多様な都市機

能が集積し、快適

に暮らし、活動が

できる多機能拠

点としての再整備

を図ります。 

都心部における良

好な居住・生活環

境の再整備を目的

とした西鉄花畑駅

周辺土地区画整理

事業を推進します。 

道 路 等 公

共 用 地 整

備率（事業

の 早 期 完

成） 

66% 

Ｈ１５ 

100% 

Ｈ１７ 

(H17 年

度 末事

業概成) 

0%  

H10     

44% 

H13 

48% 

H14 

65% 

H15 

△ Ａ 事業に対する関係権利者の

理解と協力のもと、順調に建

物移転も進み、ほぼ目標を

達成することができました。 

H17 年度末事業概成を目指

し、今後も計画的に事業を進

めます。 

建設部

花畑地

区整備

推進室 

九州新幹線整備と

連動し、市の玄関

口であるＪＲ久留米

駅周辺における土

地の合理的な高度

利用と商業や文

化、情報の拠点とし

ての魅力を高め、

災害に強い快適な

生活環境と賑わい

のある街づくりを目

指します。 

建設部

JR 久

留米駅

周辺整

備課 

ＪＲ久留

米駅周辺

整備事業 

九州新幹線整備

と連動し、市の玄

関口であるＪＲ久

留米駅周辺の再

整備による賑わ

い空間を創出しま

す。 

ＪＲ久留米駅東口市

街地再開発準備組

合を支援します。 

JR 久留米

駅の１日当

り乗降客数 

20,000

人 

H24 

12,700

人 

H10 

12,000

人 

H13 

11,900

人 

H14 

― 

H15 

― Ａ 九州新幹線「博多～八代」間

は、事業の前倒しも検討され

ているなかで、開業時期に

合わせて一定の事業推進を

図る必要があります。 

これに向けた協議・調整業

務について、一層の迅速化

を図ります。 

また、ＪＲ久留米駅東口の市

街地再開発事業について

は、実施に向け、引き続き調

査研究活動を続けます。 

商工部

中心市

街地活

性化推

進室 

中心市街

地再整備

事業 

都心部商業地域

を多機能拠点とし

て再整備すること

により、拠点都市

機能の充実強化

を図ります。 

新世界地区市街地

再開発準備組合に

対する運営費補助

を行います。また、

西鉄東口再開発事

業の事後分析調査

を行い、西鉄久留

米駅周辺活性化事

業を行います。さら

に、久留米六角堂

広場整備事業を推

進します。 

都 心 部 吸

引人口 

157,000

人 

Ｈ15 

218,000

人 

Ｈ22 

131,000

人 

Ｈ10 

― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

― Ｂ 都心部吸引人口について

は、Ｈ16 年度調査予定で

す。 

今後も中心市街地活性化基

本計画に基づき、ＴＭＯ、ＮＰ

Ｏ、地元商業者等との連携・

協働を推進し、ＴＭＯ事業を

軸としたハード･ソフト事業を

推進します。 

商工部

中心市

街地活

性化推

進室 
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九 州 大 会

規 模 以 上

のコンベン

ション開催

回数 

22 回 

Ｈ15 

30 回 

Ｈ２２ 

19 回 

Ｈ11 

30 回 

H13 

23 回 

H14 

16 回 

H15 

コンベン

ション振

興事業 

久留米市の特性

を活かしたスポー

ツや学会などのコ

ンベンションの誘

致・振興により、

地域経済の活性

化を図ります。 

（財）久留米市観光

コンベンション協会

を支援し、本市で開

催されるコンベンシ

ョンへの助成、観光

振興を図ります。 
九 州 大 会

規 模 以 上

のコンベン

ション参加

者数 

8,140 人 

Ｈ15 

11,100

人 

Ｈ22 

7,017 人 

Ｈ11 

10,757

人 

H13 

13,015

人 

H14 

5,537 人 

H15 

△ Ａ 九州大会規模以上のコンベ

ンション開催回数、参加者数

については、Ｈ13、Ｈ14 は目

標を達成しましたが、Ｈ15 は

大規模な大会・学会がなくな

り減少しました。今後は、増

加しているスポーツコンベン

ション等の市外の大会の誘

致に取り組みます。 

商工部

観光振

興課 

（３）国際性豊かなまちの実現 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

国 際 交 流

協 会 会 員

数 

600 人 

H15                                           

444 人 

H11                                                                                    

383 人 

H13 

398 人 

H14 

412 人 

H15 

国際交流

協会組織

強化事業                     

くるめ国際交流協

会の基盤を充実

させ、「市民が主

体」となった草の

根レベルの国際

交流を推進しま

す。 

市民主体の国際交

流の基盤であるくる

め国際交流協会の

組織基盤を充実さ

せるために、ボラン

ティア育成等に取り

組みます。 

国 際 交 流

協会ボラン

ティア登録

者数 

300 人 

H15 

256 人 142 人 

H13 

172 人 

H14 

87 人 

H15 

× Ｂ 国際交流協会の会員等は、

協会活動の基盤となるもの

ですが、協会活動が、広く市

民に浸透しなかったため、目

標会員数等の達成はできま

せんでした。現在、国際交流

組織の再構築のため、協会

組織のあり方を検討してい

ます。今後の地域国際化の

進展に向けて、市民との協

働による活動基盤の充実は

ますます必要となるため、そ

の検討作業の中で、事業の

見直し、会員の拡充さらには

協会活動を実質的に担うボ

ランティア育成等を図ってい

きます。 

総務部

国際化

推進室 

 

４．拠点都市の役割が果たせるまちに 

（１）拠点都市機能の強化 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

都市計画

マスター

プラン策

定事業 

都市の動向や基

礎調査を踏まえ

た、計画的で調和

の取れた土地利

用を図ります。 

都市計画の基本と

なるマスタープラン

を策定し、広域的な

視点にたった都市

づくりを進めます。 

都市計画マ

スタープラ

ンの策定と

市 民 へ の

理解促進 

都 市計

画マスタ

ープラン

策 定 と

市民へ

の理解

促進 

H14 

― 

H12 

― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

― Ｃ 広域合併実現後には、新市

の総合計画における都市計

画関連施策の基礎となる土

地利用計画、都市施設計画

等が必要になります。 

これまでの事業の年次計画

等を見直し、Ｈ17年度から必

要な基礎調査に着手しま

す。 

建設部

都市計

画課 

合 川 北 土

地 区 画 整

理 区 域 内

定住人口 

160 人 

H22 

12 人 

H12 

― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

★ 土 地 利

用率 

100% 

H22 

0% 

H12 

― 

H13 

約 81％ 

H14 

約 88％ 

H15 

合 川 南 土

地 区 画 整

理 区 域 内

定住人口 

240 人 

H22 

0 人 

H12 

 

― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

合川リバ

ーパーク

拠点地区

整備事業 

新たな広域拠点

地区の整備を図

ります。 

商業･娯楽機能等

の都市魅力向上と

新たな居住環境整

備を目的とした、合

川（北・南）土地区

画整理事業を推進

します。 

★ 土 地 利

用率 

100% 

H22 

0% 

H12 

― 

H13 

約 5％ 

H14 

約 61％ 

H15 

― Ａ 宅地利用については、順調

に進んでいます。 

整備事業については、今年

度内にほぼ完了する予定で

す。 

建設部

都市計

画課 
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安 武 駅 東

土 地 区 画

整 理 区 域

内 定 住 人

口 

 

3,800 人 

完成後  

 

610 人 

H12 

 

― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

安武駅東

土地区画

整理事業 

新たな広域拠点

地区の整備を図

ります。 

交通インフラの整備

と住・遊バランスの

とれた複合都市空

間の整備を目的とし

た、安武駅東土地

区画整理事業を進

めます。 ★ 土 地 利

用率 

100% 

完成後 

0% 

H12 

― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

― Ｃ Ｈ15 年度は、まちづくり基本

計画素案を策定し、事業協

力者の確保のために企業へ

のアンケート調査を行いまし

た。事業実施のための環境

アセスメントについては、見

送りました。 

これまでの調査から、事業

協力者の見込み・事業採算

性を検討し、結果次第では、

事業規模を含めた事業計画

見直し等の検討が必要にな

ると思われます。 

建設部

都市計

画課 

注）指標名欄の「★」印は、新総合計画策定後新たに設定した指標です。 

 

（２）総合的な交通体系の確立 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

総合交通

ネットワ

ーク事業 

総合的な交通施

策を展開すること

により、久留米市

が持っている都市

機能のポテンシャ

ルを高め、有効活

用を図ります。 

公共交通機関相互

の結節機能の強

化、自動車交通利

用の適正化、公共

交通機関利用促

進、バリアフリー化

の促進等を進め、

定時性安全性の高

い総合的な交通環

境の形成を図りま

す。 

通 勤 通 学

者 公 共 交

通 機 関 利

用率（国勢

調査） 

27% 

H22 

27% 

H2 

― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

― Ａ Ｈ16 年度には運行の目的、

形態、エリア、ルート等を地

域の意見、財政面も含めて

検討・調整し、Ｈ17 年度の試

験運行を目指します。 

廃止バス路線への既存の運

行補助については、運行を

継続するために、今後も便

数、時刻等の検討を進めま

す。 

新たな廃止申し出路線につ

いても、筑後・鳥栖地域バス

対策協議会を軸に関係自治

体と協議を行い、運行補助

の必要性を検討します。 

建設部

総合交

通対策

室 

ＪＲ久大

本線活性

化事業 

広域公共交通の

利便性の向上、

機能強化を図りま

す。 

ＪＲ久大本線の機能

強化、利便性向上

を図るため、新駅の

設置や列車の増便

増発、専用ホーム・

専用軌道の整備に

取り組みます。 

ＪＲ久大本

線の１日あ

たりの乗降

客数（久留

米市内） 

7,000 人 

H24 

1,500 人 

H10 

2,400

人 

H13 

3,300 人 

H14 

3,542 人 

H15 

― Ａ 久留米大学前駅の設置効果

で乗降客数の増加が認めら

れ、また、今後、九州新幹線

開業が実現すれば、目標達

成はできる見込です。 

今後も引き続き「ＪＲ久大本

線活性化促進協議会」を軸

に、新駅の設置、久大本線

の増発増便の要望活動、列

車利用のＰＲ活動等を行い

ます。 

建設部

総合交

通対策

室 

九州新幹

線建設促

進事業 

広域公共交通の

利便性の向上、

機能強化を図りま

す。 

広域的鉄道機能の

幹線である、九州新

幹線の早期建設、

新幹線久留米駅の

整備促進に取り組

みます。 

九 州 新 幹

線 開 業 年

度、新幹線

久 留 米 駅

開設年度 

九 州新

幹線開

業 、 新

幹線久

留米駅

開設 

H24 

― 

H12 

― 

H13 

― 

H14 

― 

H15 

― Ａ H24 年度開業を目標に計画

通り進捗しています。 

今後も計画通り進めていき

ますが、開業を2年前倒しす

る動きがあるため、年次計

画の見直しが必要となる可

能性があります。 

建設部

新幹線

整備推

進課 

踏 切 除 却

箇所数 

 

6 箇所 

H17 

0 箇所 

H11 

0 箇所 

H13 

0 箇所 

H14 

0 箇所 

H15 

西鉄花畑

駅付近連

続立体交

差事業 

鉄道で分断され

た地域の一体化

と道路交通環境

の改善、都市機

能の向上を目指

します。 

西鉄久留米駅から

南へ約２ｋｍ区間の

連続立体交差事

業、関連側道及び

試験場前駅駅前広

場整備を行います。 

踏 切 遮 断

時間 

(1 箇所当り

平均) 

0 時間 

H17 

4.6 時間 

H11 

4.6 時

間 

H13 

4.6 時間 

H14 

4.6 時間 

H15 

― Ａ 県・西鉄との密接な協議を重

ね、事業は計画どおり進ん

でいます。 

H17 年度内に、事業が完了

する予定です。 

建設部

花畑地

区整備

推進室 
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外環状道

路整備事

業 

都市計画道路東

合川野伏間線の

整備により広域

幹線ネットワーク

の機能強化を目

指します。 

都市計画道路東合

川野伏間線の内、

未整備区間である

国道３号から国道３

２２号間の整備を推

進します。 

東 合 川 野

伏 間 線 市

事 業 区 間

（国道３号

から北島交

差点）の道

路整備率 

100% 

H17 

0% 

H11 

0% 

H13 

0% 

H14 

55.8% 

H15 

○ Ａ 事業は、ほぼ順調に進んで

います。 

予定通り H17 年度完成を目

指して、整備を進めます。 

建設部

道路課 

中環状道

路整備事

業 

都市計画道路合

川町津福本町線

の整備により広

域幹線道路ネット

ワークの機能強

化を目指します。 

都市計画道路合川

町津福本町線の

内、未供用区間で

ある国道２１０号か

ら国道３２２号間の

整備を推進します。 

合 川 町 津

福 本 町 線

事 業 予 定

区間（国道

２１０号から

国道３２２

号）の道路

整備率 

100% 

H20 

0% 

H11 

0% 

H13 

0% 

H14 

0% 

H15 

― Ｂ 用地取得が進んでいます

が、国の事業費補助制度の

変更に伴い、新制度導入に

向けた整備計画策定が必要

になりました。 

新しい国の補助制度の導入

を図りながら、今後も継続的

に取り組みます。 

建設部

道路課 

 

（３）高度情報都市の実現 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

地域統合

イントラネ

ット構築

事業 

ＩＴ革命の恩恵を

広く市民や企業

が享受できるよう

な地域イントラネ

ットの構築を推進

します。 

（※地域イントラ

ネットの構築：情

報通信網を利用

した行政サービス

や市民活動の支

援） 

だれもが使えて、セ

キュリティにも十分

配慮された地域情

報システムの構築

や地域内高速通信

網の整備に取組

み、高速・常時接続

の環境整備と、イン

トラネット上の機

能、サービスの充実

を図ります。 

市ホームペ

ージへのア

クセス件数 

310,000

件 

H15 

760,000

件 

H22 

62,000

件 

H11 

169,000

件 

H13 

262,000

件 

H14 

432,000

件 

H15 

○ Ａ これまで市民のパソコン活

用支援やホームページ充実

などに取り組んできた結果、

指標とした市ホームページ

アクセス件数も大幅に増え、

目標を達成しました。 

ＩＴ社会の急速な進展に対応

して、今後も引続き、市民や

企業のＩＴ活用支援策や電子

市役所の構築を中心とした

「久留米市ＩＴ戦略アクション

プラン」を着実に実行しま

す。 

総務部

情報政

策課 
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Ⅳ．基本構想推進にあたって 

１．市民との協働によって築かれるまちに 

（１）協働のまちづくりの推進 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

市民の声

収集事業 

市民が市政に対

して、積極的に意

見・提案を行うた

めの場として、広

聴手段の充実を

行います。 

市政モニターを募集

し、モニター会議の

開催、モニター通信

などの集約を行い

ます。 

モニター通

信の件数 

50 件 

H15 

23 件 

H11 

47 件 

H13 

43 件 

H14 

45 件 

H15 

△ Ｂ 市政モニターによる広聴事

業は、おおむね目標を達成

していますが、モニターが高

齢者に偏りがちになっていま

す。若い世代が市政に関心

が薄いという市民意識調査

結果も出ており、モニター選

出の在り方を公募も含め再

検討する必要があります。ま

た、モニター会議では、より

活発に意見提案が出るよう

にする必要があります。 

市民部

市民活

動振興

室 

多様なメ

ディアを

活用した

広報活動

の展開・

充実 

市民と市役所を

つなぐ情報を適

時・適切に多様な

広報手段により

効果的に発信し

ます 

｢広報くるめ｣「グラフ

誌」など広報紙の充

実とともに、コミュニ

ティエフエム、ケー

ブルテレビ、インタ

ーネットなどのさま

ざまなメディアを活

用して市政に関す

る情報を提供しま

す。 

市 民 意 識

調査による

広 報 紙 等

の閲読率 

65% 

H15 

59% 

H10 

― 

H13 

― 

H14 

59% 

H15 

× Ｂ 広報くるめの内容をわかり

やすく工夫するとともに、Ｆ

Ｍ、ケーブルテレビ、ホーム

ページの活用など多様なメ

ディアによる情報提供に努

めましたが、広報紙の閲読

率による目標は達成出来ま

せんでした。なお、新たに

H16 年度からは携帯電話で

の情報提供も始めており、

今後も情報化の進展に合わ

せて、広報媒体の多様化及

び内容の充実を図っていき

ます。 

総務部

広報課 

（２）行政の透明性の向上 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

情 報 公

開・提供

推進事業 

行政の透明性の

向上と開かれた

行政の実現のた

めに行政情報の

適切な公開に努

めます。 

情報公開制度の適

正な運用のために

情報公開審査会及

び審議会の運営

や、制度の職員研

修などを行います。 

不 服 申 立

件数 

0 件 

H15 

7 件 

H8 ～

H11 

0 件 

H13 

１件 

H14 

0 件 

H15 

○ Ａ 情報公開制度に対する市民

の関心の高まりを受け、条

例の改正や適正な制度の運

用に取組んだ結果、3年間で

の不服申立ては、H14 年度

の 1 件のみでありH15年度

は 0 件と目標を達成しまし

た。市民との協働によるまち

づくりの推進にとって情報公

開の役割は大きく、今後も制

度の適正な運営を図ってい

きます。 

総務部

総務課 

 

２．機能的でコンパクトな行政経営を進めるまちに 

（１）効率的な行財政運営の推進 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

★ 戸 籍 届

処 理 時 間

（1 件あた

り） 

52 分 

H15 

83 分 

H11 

83 分 

H13 

54 分 

H14 

52 分 

H15 

市民カード

登録者数 

65,000

人 

H15 

28,745

人 

H11 

49,304

人 

H13 

56,603

人 

H14 

63,326

人 

H15 

市民窓口

システム

整備事業 

証明書自動交付

機の設置及び戸

籍事務の電算化

等により、市民の

利便性の向上と

事務の効率化を

図ります。 

戸籍事務の電算化

をすすめ、証明書

自動交付機の利用

の促進を図ります。 

自 動 交 付

機利用率 

14% 

H15 

9.7% 

H11 

11.2% 

H13 

11.7% 

H14 

12.1% 

H15 

○ ※ 

事

業

完

了 

戸籍届の処理時間につい

ては、計画どおりの目標を

達成し、事業目的を果たしま

した。 

市民カードの登録者数は、

概ね目標を達成できました

が、自動交付機の利用率に

ついては、市民の利用が増

加する具体策を検討します。 

市民部

市民課 
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収納・証

明システ

ム再構築

事業 

税の収納・還付処

理の迅速化、滞

納整理の 効率

化、納税証明書

発行の迅速化を

図ります。 

「電算システム」を

新規に開発します。 

収納消込に

おける収納

から端末反

映までの所

用時間 

最 長 7

日 、 最

短 3 日 

新 シ ス

テ ム 稼

動後 

― 

（最長14

日、最短

4 日） 

H11 

― 

（最長

14 日、

最短 4

日） 

H13 

― 

（ 最 長

14 日、

最短 4

日） 

H14 

― 

（最長14

日、最短

4 日） 

H15 

― Ｃ 合併後に事務処理状況を検

証したうえで取り組みます。 

（ ）は参考として現状値を

表示しています。 

市民部

納 税

課、税

収納推

進室 

固定資産

評価シス

テム整備

事業 

固定資産評価の

課税業務の効率

化・適正化を確保

し、窓口サービス

の迅速化を図りま

す。 

航空写真等を利用

した地番図・家屋

図・路線価のデータ

の一元化や整備

（デジタル化等）を

行い、データの管

理、更新などのシス

テムの開発をしま

す。 

閲覧等に要

する処理時

間（1 件あ

たり） 

4 分～5

分 

H15 

15 分～

20 分 

H11 

１5 分

～20 分 

H13 

１5 分～

20 分 

H14 

4 分～5

分 

H15 

○ ※ 

事

業

完

了 

計画どおりの目標を達成し、

事業目的を果たしました。 

市民部

資産税

課 

注）指標名欄の「★」印は、新総合計画策定後新たに設定した指標です。 

 

（２）分権型社会にふさわしい人材の育成・確保 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

政 策 形

成・遂行

能力等強

化支援事

業 

自治体が抱える

様々な問題を解

決するために必

要な職員の能力

向上と、住民の満

足を高めるため

に職員の意識改

革等を図ります。 

職場内での研修

や、課や部をまたが

って実施する事業

のための調査・研

究に対して、参考に

なる研修等の情報

の提供や、費用の

援助を行います。ま

た職員の派遣研修

も行います。 

各部局にお

ける若手職

員等による

政策課題プ

ロジェクト

（課や部を

またがって

行う事業の

調 査 ・ 研

究・実施）

の設置数 

各 部局

1 以上 

（対象部

局数 11 

部局） 

H15 

― 6部局8

プロジ

ェクト 

H13 

6 部局 8

プロジェ

クト 

H14 

10 部局

13プロジ

ェクト 

H15 

△ Ａ 複雑多様化する行政課題の

解決のためのプロジェクト方

式での研究は、各部局とも

充実してきましたが、全部局

が 1 以上のプロジェクトとい

う目標は、わずかに達成で

きませんでした。 

今後も、調査・研究や職場研

修などの支援制度活用を促

進するとともに政策提案や

成果の事業化に向けての実

践的な活動として、プロジェ

クトの推進を図ります。 

総務部

能力開

発室 

（３）計画行政の推進 

事業名 事業目的 事業内容 指標名 
目標値

年 度 

基準値

年 度 
実  績 

達

成

状

況 

評  価 担当課 

計画行政

の推進 

平成 13 年度から

スタートした新総

合計画に掲げる

都市象実現のた

めに、戦略性と協

働性を基本的視

点に計画的な行

政を推進します。 

全庁的な事業等評

価制度によるシステ

ムの確立、進行管

理の定着を図りま

す。 

全事業にか

かる成果指

標及び成果

目 標 の 設

定 

H15 まで

に全事業

について

成 果 指

標 及 び

成 果 目

標を設定

します。 

― 全事業

設定済 

H13 

全 事 業

設定済 

H14 

全 事 業

設定済 

H15 

○ Ｂ 全事業について成果指標及

び成果目標の設定ができま

した。今後についても、引き

続き有効なシステムとなるよ

う検討を加えていきます。 

総合政

策部総

合政策

課 

 


